
午前１０時４分 開議

○議長（薮野 勤君） おはようございます。ただ

いまから平成１１年第１回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、１５番 上野健二議員からは遅参の届け

出が出ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において２６番 嶋本五男君、１

番 井原正太郎君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、議案第２２号 平成１１年度

大阪府泉南市一般会計予算から日程第１８、議案

第３８号 平成１１年度大阪府泉南市水道事業会

計予算までの以上１７件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました平成１１年度泉

南市議会各会計予算１７件に関し、委員長の報告

を求めます。予算審査特別委員会委員長 角谷英

男君。

○予算審査特別委員長（角谷英男） おはようござ

います。ただいま議長より報告の旨指名を受けま

したので、これより過日の本会議において本予算

特別委員会に付託を受けました平成１１年度大阪

府泉南市一般会計予算及び各会計予算の計１７件

の新年度予算につきまして、その審査の経過並び

にその結果報告を申し上げます。

なお、議決の結果につきましては、本日皆様の

お手元に御配付いたしております委員会審査報告

書のとおりでございますので、御参照いただきた

いと思います。

さて、本特別委員会の審査に付されております

平成１１年度各会計予算につきましては、過日、

３月１６日の本会議において付託され、以来、去

る３月１７日から３月２３日までの４日間にわた

り、委員及び市長以下関係理事者の出席のもと開

催し、新年度予算の各分野において慎重なる審査

を行いました。

なお、審査に際しましては、各委員より広角な

範囲で熱心な質疑がありましたが、質疑の詳細部
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分は一定省略するとともに、予算書と同時に提出

されております別冊の予算に対する各主要施策の

説明資料書に掲げられている部分と重複した質疑

についても省略いたしておりますので、御了承願

います。

それでは、これより順次、会計別に区切って御

報告申し上げます。

まず初めに、一般会計予算の歳入部門から審査

の概要を報告いたします。

その中にあって、市税収入については前年度に

比べマイナス計上であるが、その理由を示された

いとの問いに、市税収入における５億２，７００万

円の減額の理由は、減税措置に伴う特別減税分と

しての３億３，０００万円がその大部分であり、減

税分の内訳として、まず市民税の最高税率が２％

引き下げられたこと、定率減税による個人所得割

の税額が１５％に減税されたこと、昨年の特別減

税の給与所得者に対する特別徴収分の２カ月分が

翌年度に繰り越されたこと、経済状況の悪化によ

る減収分として７，０００万円程度を見込んでいる

こと、土地保有税が平成１０年度において税制改

正がされ、３，８００万円が減収となったこと等が

主な内訳であるとのことでした。

その中にあって、昨年、ことしとかなりの減税

措置がとられたが、それがどのように反映し、ま

た減税分について特別補てん等あったかとの問い

に、減税に対する補てんについては、今年度、地

方特別交付金として２億４５０万円と、住民税減

税補てんとして９，３２０万円、また昨年１２月に

たばこ税については単価改正があり、それに伴う

増収分として３，２２０万円、その合計として３億

２，９９０万円が補てんされているとのことでした。

さらに、平成９年度決算では国保会計を除き徴

収率７８％であり、今年度は過去の実績を踏まえ

徴収率向上に向けてどのように考えているか、具

体の方策を示せとの問いに、徴収率に対する方策

については、平成７年度より実施の夜間臨戸徴収

及び平成１０年度からの原課による休日臨戸徴収

を引き続き実施していく考えであり、滞納者分に

ついては、経済不況による重税感が強い中にはあ

るが、府税事務所との合同徴収を行うなど、徴収

率の向上に向けて努力していく考えであるとのこ



とでした。

ちなみに、徴収率については、現年度課税分９

７％、滞納繰越分は１７％と見込んでおり、平成

１０年度決算見込みで徴収率８３％程度を見込ん

でいるとのことであり、平成１１年度の徴収率に

ついては、前年を下回らないよう徴収に努めてま

いりたいとのことでした。

次に、空港関連税収として、今年度はどの程度

見込まれているのか具体的に示せとの問いに、平

成１１年度においては、空港の固定資産税の土地

にかかる分として１３億円、家屋分３億４，０００

万円、償却資産分として９億７，０００万円の合計

約２６億円となり、またその他の都市計画税とし

て土地家屋に対し３億２，７００万円であり、本年

の空港関連税収として総額約２９億５，０００万円

程度見込んでいるとのことでした。

また、空港関連税収があることにより一部交付

税がカットとなるが、その内容を示せとの問いに、

交付税と空港関連税収との関係については、本市

の場合、空港関連税収の４分の３が交付税の算定

の基準財政収入として算入され、例えば平成９年

度では空港税収３２億６，９００万円に対して、交

付税算入額が２４億２００万円となり、実質増収

分が８億６，７００万円であるとのことでした。

次に、市内の宗教法人に対する課税状況を示せ

との問いに、宗教法人に係る課税状況については、

その宗教の用に供するものは非課税となり、課税

については、新たな資産となる場合、その使用目

的等を現地で確認し判断しているが、ちなみに宗

教法人が信者向けに建てた住宅については、宗教

の用に供しないものということで課税しており、

また、参拝者向けの駐車場については非課税では

あるが、駐車料を徴した場合については課税して

いるとのことでした。

次に、地方交付税については、予算ではかなり

の増額となっているが、これは減税との絡みがあ

ると思うが、その内容を示せとの問いに、地方交

付税については、普通交付税として１０億円、特

別交付税として４億円の計１４億円を予算計上し

ているところであり、地方交付税については前年

に比べ１億２，９００万円の増額となっているが、

交付税については１００％完全に試算できないた
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め、このような予算計上になっているとのことで

した。

ちなみに、基準財政収入額については前年と同

額程度と見込んでおり、需要額についても経常分

で１．５％のアップとなっており、あわせて新たに

地域活力創成プランが創設されているとのことで

した。

さらに、事業に伴う起債発行に係る元利償還金

の交付税の算入はどの程度かとの問いに、元利償

還に伴う交付税措置については、平成１０年度で

は５億９，７００万円程度であり、平成１１年度で

も同程度見込めるのではないかと考えており、ち

なみに過去の事業に伴う元利償還金の交付税措置

として６億円見込んでおり、その内訳として道路

橋梁４，０００万円、公園関係２００万円、下水道

関係６，５００万円、土木関係５，７００万円、小・

中学校の教育関係１億８，０００万円、清掃関係２，

６００万円、総合福祉関係として１億３００万円

などであるとのことでした。

その他、地方交付税の質疑の中にあって、その

配分状況は大都市圏では問題となっており、今後

配分について拡大するよう関係上部団体に働きか

けをすべきではとの意見がありました。

次に、市債の発行について、その主なものを示

せとの問いに、今回、懸案事項であった砂川樫井

線のめどがついたことに伴う発行分と、教育関係

として信達小学校の屋内体育館及び東小学校のプ

ールがその主なものであるとのことでした。

続いて、歳出部門について御報告申し上げます。

まず、議会費の中で、行政においてはいろいろ

な情報を得る手段としてパソコンを導入している

が、議会においてのパソコンの導入についての考

え方はとの問いに、情報公開制度の実施、情報化

社会及び事務の省力化並びにＯＡ化という時代の

流れの中にあって、行政とも一定協議する中で、

導入の方向で進むよう努力していきたいとのこと

でした。

次に、本会議の放映についてであるが、今後放

映に向けてどのように対応するのかとの問いに、

市民の知る権利の立場から、当然時代に即したも

のであるが、本会議場においても建設以来３０年

以上経過しており、議場の改修等を含め一定検討



の時期に来ていると認識しているところであり、

あわせてＣＡＴＶでの本会議の放映についても、

ＣＡＴＶが現在は共同放映であるため難しい面が

あるが、将来的には単独放映になると思われる中

で、ソフト面、ハード面の両面において短中期的

な視点から議会においても検討すべき時期である

とのことでした。

次に、議会図書室関係で、今後の充実について

示せとの問いに、議会図書室については一定の広

さは確保されているが、場所的に利用しづらい面

があり、また文献、書籍等についても時代に即し

ていないものもある現状の中で、各議員の議員活

動に資していただく一助となすべく、図書の充実

が必要であり、事務サイドにおいても図書購入の

方法を検討するとともに、時代に即した図書等の

購入、資料の収集、充実に努めてまいりたいとの

ことでした。

次に、総務費について申し上げます。

まず初めに、人事管理費のうち、旅費の中の研

修旅費及び負担金補助並びに交付金の中の各種研

修負担金について、それぞれの内容を示せとの問

いに、研修旅費については各課の職員研修に要す

る全体的な金額であり、また各種研修負担金につ

いては、人事所管分と各課から申し出があった分

の職員研修に参加するための負担金の積み上げで

あり、その主なものとして救急救命士の東京派遣

研修に係る負担金があり、その額は２０１万円で

あるとのことでした。

これに関連して、泉南市職員旅費条例は平成５

年１２月２０日に改正されて以来、現在まで施行

されているが、現状にそぐわない部分があると思

われるが、やはり実態に即したものにしないと今

後問題が惹起してくると思われるが、その点どう

考えているかとの問いに、行政改革の中で見直し

を検討しているところであるが、御指摘のことは

謙虚に受けとめ、早急に精査し、その中で特に実

態に合わないものについては検討を行い、実態に

合った形に改正を行うべく平成１１年度は取り組

みたいと考えているとのことでした。

次に、一般管理費のうち委託料の中で文書管理

業務委託料とあるが、その内容について示せとの

問いに、本年６月定例会に情報公開条例の上程を
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予定しており、それが可決されると一定の期間を

置いて情報公開制度が実施されることとなるが、

今の文書管理の状態ではすぐに対応できる状況で

ないため、情報公開条例施行後、開示請求をされ

た場合速やかに対応できるよう、今年度について

は文書の管理及びその文書データ作成を行うため

の委託料であるとのことでした。

次に、企画広報費のうち委託料の中で総合計画

策定委託料とあるが、総合計画を具体的にどのよ

うな形で検討しているかとの問いに、社会・経済

情勢の変化に伴い、第４次総合計画の策定が早急

に必要とされており、平成１０年１０月に方針案

の策定を行い、平成１１年１月に策定委員会、策

定部会の設置を行ったところであり、その後、各

策定委員会及び各策定部会に総合計画の今後の進

め方を説明し、現在実働部隊であるワーキンググ

ループを公募している段階であり、その目標年度

として平成１２年の１２月定例会で基本構想の提

案を予定しており、また平成１１年度の予定とし

ては、基本構想案の策定、基本計画案の策定の方

向づけ等の検討を行っていきたいとのことでした。

次に、賦課費のうちの委託料の中で、航空写真

撮影業務委託料とあるが、その内容について示せ

との問いに、固定資産税の課税客体の賦課という

のは毎年１月１日を基準日としており、本来課税

ということになると全部の調査を行うということ

になるが、市内課税件数は約５万５，０００件余り

であり非常に多く、実際これらすべてを調査する

ことは困難であるので、それを補完するために１

月１日賦課期日現在で航空写真を撮って、その土

地の状況がどのようになっているかを確認してい

るところであり、その航空写真を撮影するための

委託料であるとのことでした。

次に、民生費について申し上げます。

この中では、老人集会場の設置について、旧地

域と新興地域とに格差があると思うが、市の考え

方はどうかとの問いに、本市では昭和４６年から

地域に密着した施設として、現在まで２５カ所に

建設してきたものであり、地区によってはまだ建

設されていないところもあり、当面は地区、区の

中で事業を考えてまいりたいとのことでした。

これを受けて、例えば信達地区には昔から小字



が多いために、その数だけ老人集会場がつくられ

てきたが、ちなみに樽井地区では２，７００世帯に

対し老人集会場が１カ所しかなく、しかも地理的

条件の関係で老人集会場といえども他の団体にも

使用させており、お年寄りがなかなか使えない状

態であると聞くが、老人集会場の建設に当たって

の基準として人口比で考えられないのかとの問い

に、樽井地区については他地区より利用度が高く、

また３階建てではあるが、２階以上は目的外使用

であり、３年前の地区懇談会でも人口割で検討で

きないものかとの強い要望があり、そのときにも

土地の確保ができれば建設したいと回答をしてお

り、土地の確保ができればもう１カ所設置したい

とのことでした。

次に、介護保険準備費について、その内容を示

せとの問いに、平成１２年４月からの介護保険制

度の導入を前に、要介護認定等の準備が必要なこ

とから予算計上したものであり、その内容として

は、介護保険事業計画策定委員会委員の謝礼とし

て４２万円、介護認定審査会委員の謝礼６１５万

円、訪問調査員の謝礼４２１万円、主治医の意見

書作成料６７０万円、主治医のない方のための診

断書作成料１０２万円を報償費として計上し、ま

た、介護保険事業計画等素案作成委託料として６

４５万円を計上しているとのことでした。

なお、本事業計画については、３年ごとに見直

しが必要であり、その時点で公募による委員の参

加を検討しているとのことでした。

また、介護保険料について、本市が具体に制度

化するに当たり必要な保険料と、市が予定する保

険料を示されたいとの問いに、非常にたくさんの

資料が必要となることから、現在まだ介護保険料

金は算定されていないが、８月ごろには一定の資

料が整い、お示しできるとのことでした。

ちなみに、その算出に当たっての具体の作業と

しては、まず介護報酬と個別サービスに対する介

護サービス利用度から介護サービス費用を算出し、

その費用にさらに後期高齢化割合、つまり６５歳

以上の方のうち７５歳以上の方の占める割合によ

り調整した金額及び所属段階別の被保険者数によ

り保険料の算出を行うとのことでした。

これに対し、この制度については、保険料があ

－３３２－

って介護なしとならないよう努力されたいとの意

見がありました。

次に、新規事業である給食サービス事業はどの

ようなものか、その内容を示せとの問いに、ひと

り暮らしの老人を対象に、１食当たり６５０円程

度で、週９０食を５２週で１年とし、その年間対

象者を３０人と考えているとのことでした。

なお、当面はひとり暮らしの老人の方に限定す

るが、初めての事業でもあり、今後はひとり暮ら

しの方以外についても検討していきたいとのこと

であり、また配食、調理等の具体策はまだ決定し

ていないが、その運営費については大阪府から４

分の３が補助され、個人負担についても社会福祉

協議会が実施している配食サービスの対象者３２

０人にアンケート調査を昨年１０月に行った結果

を参考にして、できる限り本人に負担のかからな

いようにしたいとのことでした。

次に、衛生費について申し上げます。

まず、公害対策費の中でダイオキシン対策につ

いて示せとの問いに、今回本市独自の土壌汚染測

定調査を予定しており、調査場所については昨年

大阪府が実施した市内５地点で、中央としては体

育館周辺、西地区は男里浜公園付近、北地区は西

信達老人集会所付近、東地区は新家１号公園付近、

南地区は俵池公園付近を予定しているとのことで

した。

なお、大気中のダイオキシン調査については、

平成１１年度も大阪府により泉南市役所屋上で大

気汚染測定を実施する予定と聞いているとのこと

でした。

また、泉南清掃事務組合でのダイオキシン対策

についてはどうかとの問いに、清掃事務組合の基

準としては、１立方メートル当たり８０ナノグラ

ムであったものが、猶予期間が経過して、平成１

４年１２月１日からは１立方メートル当たり５ナ

ノグラムとなり、その対策として先日の清掃議会

において、平成１１年度と平成１２年度の事業に

対する継続費として３９億８，８９５万円の可決を

受けており、それに伴い平成１１年度において予

算額１９億９，４４７万円で排ガス高度処理施設の

建設を行うものであり、事業費としてはその２分

の１が国庫補助、残り２分の１の９５％が起債で



あると聞いており、その事業に対する泉南市清掃

事務組合負担金については、４，０００万円程度増

加するとのことでした。

さらに、ダイオキシン問題で、初産婦の母乳中

のダイオキシン濃度調査について示されたいとの

問いに、平成８年１２月に母乳中のダイオキシン

に関する検討会を厚生省で設置され、その検討結

果を受けて、平成９年１０月から埼玉、東京、石

川、大阪の４都道府県を対象に厚生省研修班が母

乳中のダイオキシン濃度の調査を実施しており、

大阪府で採取された初産婦の母乳中のダイオキシ

ン濃度の測定結果は、第１回目の結果として、大

阪市で平均値１８．３、府内では１７．７、府下全体

で１８．０、全国平均１７．４であり、第２回目の結

果としては、大阪市１５．８、府内１５．３、府全体

１５．５、全国平均で１４．８という結果であり、大

阪においては１９７３年から１９９６年までの２

０年間の母乳を保存していて、その分析結果は３

０ピコグラムから１５ピコグラムに半減しており、

母乳中のダイオキシン濃度が徐々に低下している

との報告がありました。

次に、成人病対策費の中で各種検診の目標値へ

の取り組みについて示されたいとの問いに、女性

すこやか検診としては、基本健診に乳がん検診、

子宮がん検診、歯科検診、骨密度測定をプラスし

たセット検診により、また男性についても、すこ

やか検診で基本健診に肺がん検診、胃がん検診、

大腸がん検診をセットで行うことにより、それぞ

れ受診率のアップに努めているところであり、ま

た個別の検診としては、各医療機関において、基

本健診、大腸がん検診、子宮がん検診等、今まで

どおり行っているとのことでした。

なお、各がん検診の受診率の到達目標は３０％

であるが、泉南市の平成９年度の胃がん検診の受

診率は５．７％であるのに対し、府下平均は６．６％

であり、また子宮がん検診の受診率については６．

８％であるのに対し、府下平均は１１．５％であり、

肺がん検診の受診率は７％であるのに対し、府下

平均は８．２％であり、大腸がん検診の受診率につ

いては５．７％であるのに対し、府下平均は７．４％

と大変低くなっているが、セット検診にすること

で受診者の利用しやすい検診にして受診率アップ
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の計画をしているとのことでした。

次に、農林水産、商工、土木費について、一括

して申し上げます。

そのうち、まず堀河ダム維持管理費では、昨年

度と比較して減額となっているが、堀河ダムにつ

いては本市にとって唯一のダムであり、水資源確

保並びにダムの周辺整備にはもっと配慮すべきで

はないのかとの問いに、これについては現在全庁

的に取り組んでいる行財政改革の一環として１０

％カットを行ったところであり、堀河ダム周辺地

域については、一昨年より金剛生駒紀泉国定公園

の利用拠点となる紀泉ふれあい自然塾の整備とい

うことで、環境庁が実施しているとのことでした。

これに対し、行財政改革ということで１０％カッ

トということについては一定理解はできるが、担

当課としては、大阪府と連携をとって周辺整備に

は努力をしてほしいとの意見がありました。

次に、（仮）農業公園整備事業費について、事

業の進捗状況を示せとの問いに、これについては、

市民に対するレクリエーションの場を提供すると

ともに、農業の振興と森林の保全活用を図ること

を目的として行っている事業であり、平成１０年

度末での工事費に対する進捗率は４５％であり、

用地費と工事費とを合わせると事業の進捗率は７

２％となり、財源確保の手法としては農林水産省

からの補助が認められているとのことでした。

また、関連として、（仮）農業公園整備地域に

おいて危急種であるオオタカが発見されたと聞き

及んでいるが、その点どのようになっているのか

示せとの問いに、確かにオオタカが生息している

との情報が環境保護団体から寄せられているのは

事実であり、今後の事業の進め方については、環

境保護団体との調整協議の上、行っていきたいと

のことでした。

次に、林業費の中で、林業振興費については、

予算のほとんどが枯れた松を伐倒するための松く

い虫被害対策委託料であるが、自然保護の観点か

ら見れば現状のままでは未来のない話であり、予

算化すべきところは予算をつけて施策を行うべき

ではないのかとの問いに、林業振興面では林道の

維持、改善を行うとともに、新規事業として長谷

東山堀河林道の整備を行う予定であるが、林業に



ついては後継者もなく、業としても成り立たない

というのが現状であり、御指摘の件については今

後の検討課題であるとのことでした。

これに対し、森林資源の保全ということについ

ては、難しい面も多々あるということについては

十分認識しているが、国からも補助が出るよう十

分な働きかけをするとともに、あらゆる方面での

施策の展開を希望するとの意見がありました。

次に、農林振興費の負担金補助及び交付金で、

泉南南部農業共済組合補助金について、その内容

を示せとの問いに、泉南南部農業共済組合につい

ては農業災害補償法に基づき設立された組合であ

り、災害で被害に遭った水稲等に対する共済事業

を行っており、泉南市、阪南市、田尻町、岬町の

２市２町で構成されている組合であり、ちなみに、

平成１１年４月１日より岸和田以南の岸和田市、

貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、田尻町、岬

町、熊取町の５市３町が合併して、大阪泉南地区

農業共済組合となることになっているとのことで

した。これに対し、泉南市農業協同組合が阪南市

農業協同組合に吸収合併される中にあって、共済

組合に任せっ放しにするのではなく、市行政が中

心となって施策をすべきではないのかとの意見が

ありました。

次に、農林水産業費全般に係る問題として、昨

年度と比較して約２．５億円程度アップとなってい

るが、水産業費については減額となっている点に

ついて、関西国際空港２期事業にかかわっての漁

業補償については別として、市行政として施策の

中で、市内にある漁港に対して何かするべきでは

ないのかとの問いに、漁港については港湾局の管

轄であり、漁港の整備についてはりんくうの整備

の中で終了しているものと考えており、市として

の施策ということについては、今後の検討課題で

あると考えているとのことでした。これに対し、

農業振興や漁業振興についてはもっと具体的な施

策を展開すべきであり、地元の意見を聞いて、で

きるところから取り組んでほしいとの意見があり

ました。

続いて、商工振興費の中で、泉南市鮮魚商対策

資金融資利子補給金について、内容を示せとの問

いに、これについては市内の鮮魚小売商で大阪府
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の事業資金融資を受けている者に対して、融資額

１，０００万円を限度として２％相当の利息額を補

給しているものであり、ちなみに対象事業所１１

件中、補給手続完了分については７件であり、残

り４件のうち１件が補給手続中であり、あとの３

件については未申請であるとのことでした。

これに対し、未申請の３件についてはなぜ申請

していないのかとの問いに、これについては担当

の方から申請についての話はしているが、事業者

の方において申請されていないというのが現状で

あるとのことでした。

次に、雇用対策費の負担金補助及び交付金で、

労働教育等振興対策補助金及び中小企業退職金共

済掛金補助金並びに阪南自治体労働行政協議会負

担金について、それぞれの内容を示せとの問いに、

労働教育等振興対策補助金については、労働者の

地位向上のため市内の労働団体に助成を行ってい

るものであり、助成を行っている団体については、

泉南地区協議会及び泉南市労働組合総連合である

とのことでした。

また、中小企業退職金共済掛金補助金について

は、国の制度である中小企業退職金共済制度に契

約している中小企業者に対し掛金の一部を助成し

ているものであり、申請件数については５４件で

あるとのことでした。

また、阪南自治体労働行政協議会負担金につい

ては、労働行政の充実を図るため研修、情報交換

を行うとともに、必要に応じて共同事業を行うこ

とにより、阪南地域における勤労者の社会的地位

の向上を図ることを目的として拠出している負担

金であり、この協議会については高石市以南８市

４町で組織されており、平成１０年度では泉州地

域経営雇用状況調査を行っており、本年度につい

ては勤労者ハンドブック改訂版を作成する予定で

あるとのことでした。

さらに、以上の答弁に対し、雇用対策について

は何も労働組合に任せきりにするのではなく、市

としても直接何らかの方策を講じるべきではない

かとの意見がありました。

続いて、土木費の道路維持費で、工事請負費と

して道路修繕工事及び防犯灯工事があるが、市民

からの要望件数及び対応状況を示せとの問いに、



道路については、交通安全及び環境の整備を図る

ため、損傷の著しい道路について、路肩、側溝、

舗装の修繕等を行っており、平成１１年２月末に

おける本市各地区からの要望件数及び対応状況に

ついては、道路については要望件数１２８件に対

して未処理が６２件であり、防犯灯については関

電柱への添架分として、要望件数３７件に対して

未処理が８件であり、ＮＴＴ柱については要望件

数１０件に対して未処理が３件であるとのことで

した。また、未処理分については新年度での対応

を考えているが、各地区の方々とのヒアリングを

した上で優先順位をつけるとともに、緊急性の高

いものから行っていく考えであるとのことでした。

さらに、関連事項として、街路灯設置に対する

考え方を示せとの問いに、これについては、例え

ば田畑等に隣接する箇所に設置することにより、

農作物に対して生育障害等、悪影響を及ぼす可能

性がある関係上、基本的には市街区域での設置を

考えているとのことでした。

次に、本市域内を流れる河川については、府の

管轄分と市の管轄分に分かれているが、平成９年

度の河川法の改正により、河川の改修にあっては

多自然型工法を導入する必要があると思うが、そ

の点どのように考えているのかとの問いに、市と

しての河川維持改良事業については、老朽化等に

より浸水被害の出るおそれのある河川について維

持改良事業を行っているところであり、御指摘の

多自然型工法の導入については、既に大阪府の方

で金熊寺川で実施しているところであるが、本市

管轄である河川については、例えば柳谷川等では

河川幅が十分でないことなどの点から、残念なが

ら直ちに実施するのは困難な状況ではあるが、将

来的には下水道の雨水幹線が整備されることによ

り、屯道川、大里川については多自然型工法が導

入できるかどうか、検討していきたいとのことで

した。

次に、公園管理について、りんくうタウン内に

あるりんくう南浜公園については、市民の憩いの

場として親しまれているが、その管理体制につい

てはどのようになっているのか内容を示せとの問

いに、りんくう南浜公園の管理については、週２

回トイレの清掃を行うとともに、草刈りについて
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も適宜行っているとのことでした。

これに対し、夜間になると暴走族のたまり場と

なり非行の場となっているが、現状に即した管理

をすべきではないのかとの問いに、この件につい

ては、りんくう南浜公園に限らず、市内の公園に

おいても付近住民の方々より同様の苦情が寄せら

れている中にあって、対応策については各公園の

パトロールの強化を図るとともに、所管の警察に

も相談し、よい方法を模索していく考えであると

のことでした。

次に、公共下水道費について、これについては

下水道事業特別会計の中で行われている事業であ

るが、現在発注した工事で特に市内の旧村地域に

おいて一斉に工事に入っていることにより、生活

道路が通行どめとなり、付近住民の方々に大変迷

惑をかけていると思うが、その点、各業者間での

連携はとっていないのか、また付近住民の方々へ

の周知徹底についてはどのようになっているのか

との問いに、下水道工事については、一度に工事

が集中することのないような発注計画を立てると

ともに、工事開始に当たっては、区長並びに付近

住民に対して、工事お知らせのチラシを配布して

いるが、現状として迷惑をかけているということ

であれば、各工事施行業者に対して連携をとれる

ところは、調整の上、工事を行うように指導を徹

底していく考えであり、今後は道が交差するとこ

ろには適正な予告看板を設置していきたいとのこ

とでした。

次に、樽井駅周辺地区再開発等調査費の中で、

再開発等推進業務委託料とあるが、その内容を示

せとの問いに、樽井駅周辺地区については、本市

海側の都市核として、都市機能の整備を図ること

を目的として、当該年度は整備手法について検討

を行う考えであり、平成１０年度については、駅

前の混雑解消ということで駅からロータリーまで

の道路の拡幅を行ったところであり、この業務委

託の内容としては、ロータリーと南海の線路の間

で数区画残っている土地の有効利用を含めた駅周

辺の整備方法について検討するものであるとのこ

とでした。

また、関連事項として駅構内の施設整備という

ことで、尾崎駅にはエレベーターが設置されてい



るが、樽井駅には設置されていないが、その点行

政としてはどのように考えているのかとの問いに、

エレベーター設置については南海側に対し要望を

行うとともに、駅の海側への改札口の設置につい

てもあわせて要望していく考えであるとのことで

した。

次に、住宅問題については、かねがね物議を醸

し出しているところであるが、今予算を見るとき、

住宅改修事業費で工事請負費が計上されているが、

その内容を示せとの問いに、これについては、市

営住宅入居者の生活・環境・景観改善及び居住水

準の向上に寄与するため、計画的に改善工事を実

施していく考えで事業を行っているところであり、

当年度は市営宮本団地住宅２号棟改善工事を行う

予定であるとのことでした。

また、関連事項として、市内の市営住宅の砂原、

氏の松、高岸の３団地の住民の方々より払い下げ

にかかわっての訴訟が提訴されている中にあって、

昭和６０年第４回定例会における一般会計補正予

算の住宅費で、砂原、氏の松、高岸の各市営住宅

の敷地の境界を確定させるための測量委託費を計

上されているが、この補正予算については払い下

げを前提としたものであるととれるような内容で

あるが、その点どのように考えているのか見解を

示せとの問いに、この件については、現在、測量

目的は何であったのかを判断するため書面上での

確認作業を行っており、一定確認できている書類

については提示していく考えであるが、ただ昭和

６０年第４回定例会会議録では、測量の目的につ

いては、払い下げに向けての準備作業であるよう

に読み取れると考えられるとの答弁がありました。

しかし、この答弁を聞くにあたり、雲をつかむ

ような話であり、行政の姿勢が問われるとの意見

があるとともに、書類の確認作業をしているとの

ことであるが、昭和６０年当時の書類をすぐに確

認できないというようなことでは、公文書の管理

がなっていないとの厳しい指摘がありました。

次に、消防費について申し上げます。

まず、市内における防火水槽の設置数を示せ、

特に旧市街地の狭隘な地区の設置状況はどうかと

の問いに、防火水槽の数については、公設の防火

水槽は１２２基と私設の防火水槽７１基であり、
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計１９３基の防火水槽において運用しているとの

ことでした。

また、狭隘部の防火水槽の設置については、難

しい状況であるが、例えば西信達地区では旧市街

地に２基と、りんくうの緑地帯に防火水槽を４基

設置し対応しているが、狭隘部分については今後

も設置でき得る場所があれば、設置の方向で検討

していくとのことでした。

また、防火水槽に関連して防災面から耐震防火

水槽の整備を計画的に実施しなければと思うが、

その点どうかとの問いに、耐震防火水槽の設置に

ついては、毎年２基の予算要望の中、見送られて

いるが、財政的にも厳しい中であるが、防災対策

として今後、年に１基あるいは２年に１基という

ように設置できるよう計画的に行っていきたいと

のことでした。

さらに、耐震性防火水槽の設置ついて、法等に

よる設置義務がないのか、また市内の大型店舗等

の防火水槽の設置については、建設時に開発指導

要綱による縛りによるものか、または消防の設置

指導によるものか示されたいとの問いに、耐震性

防火水槽の設置ついては、阪神・淡路大震災以降

国庫補助２分の１において当分の間の省令による

ものであり、本市においても耐震性防火水槽を平

成７年以降３基設置したが、設置については別に

法的根拠がないとのことでした。

また、民間の大型店舗については、３，０００平

方メートル以上の宅地開発に防火水槽の設置を指

導し、私設の防火水槽については耐震性防火水槽

の設置がないとのことでした。

さらに、市内の狭隘部での消防活動については、

消火活動はホース等で対応が可能と思われるが、

現在配備の高規格救急車における救急対応はどう

かとの問いに、市内の狭隘部での高規格救急車の

場合は、乗り入れられるところまで乗り入れ、ス

トレッチャーにて救急車に搬送し対応しているが、

密集地の狭隘部については消防活動等の困難なと

ころがあり、苦慮しているとのことでした。

また、救急救命士に関し、現在の人員とその充

足を示せとの問いに、救急救命士については現在

５名であるが、今後２名の配属により７名体制と

なり、すべての高規格車両に配備可能となるが、



今後救急救命士の高齢化、傷病等の不慮の事故に

備え順次養成をしていきたいとのことでした。

また、道路状況の把握については、公共事業に

よる道路の通行どめ、一方通行等、担当からの連

絡により把握しているとのことであるが、下水道、

水道等の関係部局と十分連絡を密にして消防業務

に支障が出ないよう、また市民に影響が生じない

よう十分配慮するようにとの要望がありました。

次に、教育費について申し上げます。

まず初めに、過日、新家東小学校と西信達小学

校で発注した給食のパンに針が混入された事件に

ついての経過内容について示せとの問いに、まず

新家東小学校で３月１０日の給食のパンに長さ約

３．５センチの縫い針１本が混入されていたもので

あり、このときは児童が３分の１ほどパンを食べ

たところで針が歯に当たり、混入が判明し、翌日

すぐに校長会を開き対策を検討しているときに、

またもや３月１５日にも西信達小学校でも給食の

パンから長さ約４．５センチの縫い針が１本見つか

ったものであり、このときはパンをちぎって食べ

るよう指導していたため、針は児童の口に入らず、

ちぎったときに見つかったものであるとのことで

した。

これに対して、子供の命にかかわることであり、

早急に施設上の改善が必要ではないのかとの問い

に、現在、教育委員会で子供の命を守る最善の方

法は何かについて、ソフト面、ハード面の両面で

効果的な方法を協議しているところであり、その

中で施設的な対応が必要であれば相談に応じると

のことでした。

次に、小学校費の中の需用費のうち消耗品費に

ついて、平成１１年度予算は平成１０年度と比較

すれば、その伸び率はどの程度かとの質問に、平

成１１年度の消耗品費の児童１人当たりの予算は、

平成１０年度の当初予算と比較すると１８．１％の

減少であるとのことでした。

これに対して、教育現場の要望は十分に教育委

員会に届いていると思うが、その中にあってマイ

ナス１８．１％とは常識では考えられず、これでは

財政危機のしわ寄せが子供たちに集中しているこ

とになり、もっと財政当局と協議を行い、予算を

上げる方法に持っていけないのかとの問いに、教
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育委員会としてもその辺のことは十分に承知し、

認識しているところであり、今後予算確保に努力

し、財政当局とも協議していきたいとのことでし

た。

次に、小学校費の中の学校施設整備費について、

平成１１年度予算では現在の施設の不備な点の改

善をどの程度考慮して予算計上をしたのか示せと

の問いに、平成１１年度の主な事業としては、信

達小学校体育館改築工事及び東小学校屋上防水改

修工事を予定しており、また、当初予算の編成に

当たっては、各学校の要望を聞き、緊急性の高い

ものから予算計上したとのことでした。

これに対して、学校施設の中には築年度がかな

り古いのに大規模改修していないところもあり、

根本的な改修が必要であると思われるが、今後の

大規模改修計画についてどのように考えているの

かとの問いに、緊急性のある学校施設から順次予

算計上しているが、それだけでは十分な改修はで

きていないと認識しているところであり、今後と

も早急に改修の必要な学校施設については十分に

把握し、順次整備を行っていきたいとのことでし

た。

次に、指導費のうち、報償費でスクールカウン

セラー講師謝礼とあるが、この制度の実施内容を

具体的に示せとの問いに、スクールカウンセラー

については、不登校の子供へのカウンセリング並

びに親、教師へのカウンセリング、指導及び助言

をしてもらっているところであるが、それだけに

限らず、子供の問題行動についての校内研修にも

出席してもらい、助言をしてもらっているとのこ

とでした。

次に、同じく指導費のうち負担金補助及び交付

金の中で、中学校対外試合等生徒派遣事業補助金

とあるが、その補助内容及び補助対象について示

せとの問いに、この補助金については、スポーツ

クラブ及び文化クラブに所属する子供たちが、ク

ラブ活動で校外に出て試合あるいは発表をする場

合に負担を軽減するということで、交通費の補助

として支給しており、補助対象としては校外で行

う試合あるいは発表についてであるとのことでし

た。

続いて、公債費関係について申し上げます。



公債費について、前年度との比較と公債費の今

後のあり方について示されたいとの問いに、公債

費の現状であるが、前年度との比較では元金で約

１億８，０００万円増加し、利子分として約３，００

０万円減少しているが、その要因として本年度か

ら２億円の元金償還が始まり、また償還が終了す

るものとして、平成１０年度で１１億円程度と平

成１１年度において１０億円が終了することによ

るものであり、また利子分については元金償還の

終了が多くなったことに伴い、その利子分が減少

することによるものであるとのことでした。

また、公債費の今後のあり方については、平成

６年当時が１７億円程度であったものが、平成９

年度では２１億円台となり、今後平成１３、１４

年見込みでは２４億円台で推移すると思慮するが、

現状の中で今後の事業については、事業の年次計

画をより精査し、公債費をふやさないよう努力す

る必要があるとのことでした。

また、このほかの質疑では、公債費比率と公債

費負担比率、及び平成１４年での比率はどの程度

と考えるかとの問いに、公債費の指標については、

平成１１年度における公債費比率を１７．３％、公

債費負担比率は１６．９％と見込んでおり、また平

成１４年度については、現在の償還で推移すれば

公債費負担比率が１７％程度になるとのことでし

た。

さらに、公債費負担比率が１６．９％と、危険ラ

インとされている１５％を１．９％も超える逼迫し

た財政状況にあって、起債制限比率２０％を超え

れば一定の事業を行う起債発行の制限を受けるこ

ととなるが、本市の状況はどうかとの問いに、本

市の起債制限比率については、平成１１年度で１

３．８％の見込みであるとのことでした。

他に、諸支出金のうち基金について若干の質疑

がありました。

続いて、樽井地区財産区会計予算から水道事業

会計予算までの計１６件について順次審査に入り

ました。

この中では、樽井地区財産区会計、信達市場

（久堀池）財産区会計、信達市場財産区会計、国

民健康保険事業特別会計、下水道事業特別会計、

水道事業会計について質疑があり、このほかの会
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計につきましては質疑はありませんでした。

それでは、質疑のあった会計について順次御報

告いたします。

まず、樽井地区財産区会計について申し上げま

す。

この中では、土地貸付収入で中央土地（株）土

地貸付料とあるが、この土地については現在自動

車教習所用地として使用されているが、どのよう

な契約内容になっているのか示せとの問いに、こ

れについては機会あるごとに指摘されていること

であるが、現在、過去からの経過について調査を

しているところであり、もう少し時間を要する関

係上、調査報告については所管の常任委員会へ報

告するということで御了承いただきたいとのこと

でした。

また、関連として、過去に設置された特別委員

会でも指摘をした個人に対する土地の賃貸借につ

いては、その後どのようになっているのか示せと

の問いに、これについては樽井町時代からの経過

があった中にあって、以前は区に納入されていた

ものを財産区会計に振りかえた経緯もあるが、現

在個人に対する土地の賃貸借についても、一定整

理するための時間をいただきたいとの答弁があり

ました。

次に、樽井財産区以外の財産区については、ど

のような位置づけになっているのか、並びに見直

しは考えていないのかとの問いに、樽井財産区以

外の財産区については、みなし財産区という形を

とっており、これについては一定地域性を考慮し、

土地を処分したときに法に基づく財産区と同じ考

え方で財産を管理しているところであり、見直し

等については、地域との兼ね合いがある関係上、

これについても時間をいただきたいとの答弁があ

りました。

次に、信達市場（久堀池）財産区会計及び信達

市場財産区会計について若干の質疑がありました。

次に、国民健康保険事業特別会計では、保険給

付費の減額の理由について示せとの問いに、これ

については健康保険法の改正により医療費の伸び

が横ばいとなっており、過去５年間の国保会計の

推移を見た上で、今年度については減額としたと

のことでした。



ちなみに、現行制度のもと運営してきた国保会

計にあっては、相当な赤字が発生しており、一般

会計からの繰り入れ総額が年々増加して、現在ま

でに毎年５億円程度の繰り入が行われたことによ

り赤字が解消され、平成１０年度決算期において

単年度黒字が出たところであるとのことでした。

次に、下水道事業特別会計にあっては、まず財

政問題で、雨水幹線については平成１１年度で終

わりと聞くが、企業局からの特別援助規模、並び

に汚水工事については財政面からの考え方を示せ

との問いに、雨水については基本的に幹線整備が

ほぼ平成１１年度で終わるが、基本的に取り込み

工事については必要に応じて実施していきたいと

のことでした。また、過去の浸水対策費８１億円

のうち、企業局からの支援は２１億円になるとの

ことでした。

また、汚水事業については、起債償還額が膨ら

んできている関係上、事業の縮小を考え、絞り込

んだ事業推進を検討中であり、あわせて大阪府に

対し流域下水事業の延伸を要望しており、本市分

の負担軽減を図りたいと考えているとのことでし

た。

次に、水道事業会計について申し上げます。

ここでは、企業債借入先別明細表の年利率につ

いては、年利８．５％となっているが、今では考え

られない高利率であり、借りかえについての考え

はどうかとの問いに、これについては、国に対し

大阪府下の水道協議会で問題点等の方策を考え、

要望を行っていきたいとのことでした。

また、このほかには新家宮地区の大規模開発に

ついては、水道料金にはね返らないように業者負

担を求めるべきであるとの意見がありました。

以上で、各会計１７件に対する質疑を終了し、

その後、市長の出席を求め、総括質問を行いまし

た。

ここではまず、教育行政にあって、市長は昨年

の１２月議会において、教育については重点施策

の１つとして取り組むということを答弁の中で述

べられており、今教育予算についても全国平均値

に近づきつつあると思慮するが、今後の市長とし

ての基本的な考え方を示せとの問いに、教育予算

については、大規模改修ということで、平成１１
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年度では信達小学校体育館改築事業並びに東小学

校屋上防水改修工事を行う予定であり、また修繕

・維持管理にあっては、緊急度の高いものから教

育委員会の方で教育委員会としての積極的な対応

も必要と考えているとのことでした。

次に、下水道事業特別会計にあっては、８億円

程度の起債を発行しており、一般会計と合わせる

と３０億円を超える状況となり、大変な財政危機

にあると思慮するが、下水道事業については一定

速度を落とすべきではないのか、市長としての考

え方を示せとの問いに、下水道事業については、

平成１１年度末でほぼ雨水の方が終了する予定で

あるが、一方、汚水については引き続き行ってい

かなければいけない中にあって、大阪府に対して

要望していることではあるが、本来公共でやらな

ければいけない箇所を流域に変更してもらうこと

により、例えば２億円程度の予算が浮くといった

ような知恵を出して事業を行っていく考えである

とのことでした。ただ、起債の償還も始まってい

る中にあって、公債費比率の問題も含めて、今後

は財政全体を見据えた上で１つの投資額を決めて

いく考えであるとのことでした。

以上で各会計予算１７件に対する質疑をすべて

終了し、順次討論、採決に入りました。それでは、

討論のあった会計に限り御報告を申し上げます。

この中では、まず一般会計分については、各会

計予算に対して質疑をしてきた中にあって、総括

的な討論については本会議で行うとの見解を示し

て反対であるとの討論と、片や平成１１年度予算

については、非常に厳しい財政状況の中で多様化

する市民ニーズに的確にこたえていくため、介護

保険制度の施行準備、情報公開体制づくり、第４

次泉南市総合計画策定事業を初め、都市基盤整備

のため砂川樫井線新設事業、新家駅宮線改良事業

等々、持てる力を最大限に発揮し予算編成を行っ

た点を評価するものであるが、今後の財政の健全

化に向けて自主財源の根幹をなす市税については、

課税客体の確実な把握に努める、税収体制の強化

を図ること、行財政改革にあっては引き続き積極

的に取り組むことを望む旨の指摘があった中で、

賛成する旨の討論があり、採決の結果、賛成多数

でもって原案どおり可とするとの決定がなされま



した。

次に、一般会計を除くその他の会計１６件にあ

って、そのうち樽井財産区特別会計については、

過去に特別委員会を議会で設置し、その中での結

論として、整理すべき点についてはするというこ

とであったにもかかわらず、いまだに整理されて

いない点が多々あり、反対であるとの討論があり、

採決の結果、賛成多数でもって原案どおり可とす

るとの決定がなされました。

次に、国民健康保険事業特別会計、水道事業会

計の以上２件については、詳しい内容の討論につ

いては本会議で行うが、反対であるとの討論があ

り、採決の結果、２件とも賛成多数でもって原案

どおり可とするとの決定がなされました。

なお、このほかの１３件の各会計予算につきま

しては、討論はなく、全会一致でもっていずれも

原案どおり可とすることの決定がなされました。

以上、報告漏れの部分も多々あると思いますが、

平成１１年度各会計予算１７件に対する本特別委

員会の審査及び結果の報告であります。

議員各位におかれましては、本特別委員会同様、

よろしくお願いを申し上げ、私の報告といたしま

す。ありがとうございました。

○議長（薮野 勤君） ただいまの委員長の報告に

対し、質疑を行います。質疑はありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） 大変長い報告で、大変御苦

労さんでございました。

決算委員会の方では事前に文書が配られまして、

一定我々はそれに目を通すことができました。し

かし、膨大なこういう予算委員会の報告が早い口

調で読み上げられたわけで、なかなか我々はそこ

は十分熟知することができないわけで、できれば

事前に議会にはお配りをいただきたいと思うんで

すが、時間的な面もあってできなかったと察しま

すけれども、終わった後でも結構です。我々には

やっぱり来年度予算は大変重要な予算であります

から、市民にも報告する責任もありますし、議事

録は次の議会前まででき上がってきませんので、

やはり不確かな報告をしても責任がありますので、

早い段階でもうできておるわけですから、できれ

ば文書を配付する配慮をいただきたいと思うんで
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すが、その点について御答弁いただきたいと思い

ます。

それから、学校給食の中で針が入った問題で議

論されておりまして、私も予算委員会を傍聴して

おったんですが、我々議員になかなか知れなかっ

た購入先の問題で、なぜそんなところから購入す

るのかなと、直観的にそう思いました。その部分

の報告がなかったように私は今聞いとって思った

んですが、大阪府スポーツ教育振興財団から購入

しておると。

これは後でいろいろ調べてみますと、国立、公

立、私立のすべての給食材をここから購入してい

るということなんですが、これだけ膨大な、金額

にしても相当な金額になると思うんですが、こう

いう１カ所に集中するというあり方は私は知らな

かったわけですが、こういう重要な案件について

は、やはり行政の方もちゃんと議会にも市民にも

報告していただきたいと思うんですね。

この費用というのは一切予算の上に上がってき

ませんので、子供たちから集めている給食費がど

ういう責任ある組織の中で集められ、またどうい

う決定でそこから買ってるかというのが全く我々

のわからないところでされるというのも問題だと

思うんで、この面は今回の議論の中では出てきた

問題ですから、ぜひ委員長の報告の中でそういう

ことがあったことについてはお認めをいただいて、

ひとつお答えをいただきたいと思います。

あとの方は文書に目を通しませんと確かなこと

は言えませんけども、関西新空港の来年度といい

ますか、４月１日からは着工の予定という中で、

市のこの面に対しての姿勢は、１期工事の場合に

は反対運動の大変強い中で、関西新空港の埋め立

てを認めるかどうか大変議論があったんですが、

今回の場合、市長の姿勢も推進だからということ

で、大阪府から照会があったらすぐに異議なしと

いう回答をするような、全く立場は別としても、

もう少し真剣に議論をし、また審査をして、その

内容をきちっと市民の前に明らかにする責任が行

政にはあると思うんですが、そういう点も余り報

告がなかったように思うんで、これはあと議案と

しても出ておりますから、その中でも十分やって

いきますけども、そういう点ちょっと聞いとって



余り触れられてないなという感じがしましたので、

議論の中では当然あったと思うんですが、委員長

の答えれる範囲でお答えいただければと思います。

○議長（薮野 勤君） 角谷君。

○予算審査特別委員長（角谷英男君） お答えいた

します。

まず、予算委員会の報告書がお手元に配られて

いないと、なぜかという問いでありましたが、実

は私、ワープロが打てませんし、実際事務局から

見せていただいた これも事実でありますから

報告申し上げます。それがたしか金曜日ではなか

ったかなと。議会の日程上、皆さんにお配りする

ことが不可能であったということは、御理解いた

だきたいと思います。

なお、きょう私が読み上げて報告いたしました

のは、私持っておりますから、必要であれば、修

正３回が加えられておりますので、３つあります

から、一番最初のでよければ見せますし、いつの

でもお見せいたしたいと思います。

学校給食の件ですけど、確かに言われたとおり

大阪スポーツ財団から購入してるという議論があ

ったことは事実であります。それは報告書の中に

抜けておりました。ただ、御理解いただきたいの

は、すべての面でそうでありますが、すべて議論

があったことを報告書の中に書くことはできない

と。ただ、大事なことは、その中で議論があった

ことが大事なことであって、報告漏れはひとつ御

了解を願いたいと、そのように思います。

次に、関空２期工事に関してでありますが、こ

れは私が答えるようなものではないというふうに

思います。

以上であります。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） ありがとうございました。

一応、読み上げた文書については希望があれば

お渡しするということですが、私だけの関心でも

ないと思いますので、できれば全議員にお配りを

いただければと思います。

それから、学校給食については、私はやっぱり

重要な議論の中身だと思うんで、委員長もお認め

いただきましたから、これはぜひ議事録も残って

おりますし、そういうやはり市民が聞いても理解
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をする運営であるという どこに市民が関心を

持つかというのは、当然執行がわかるわけですか

ら、そういうものはちゃんとやっぱり市民にも議

会にも明らかにしていただくと。これだけではな

いと思いますが、ほかの面でも何か行政の都合の

悪い情報は議会にも市民にも言わないんじゃない

かと、私は今までのいろんな議論からもそういう

ことを感じる部分がありますので、これはやはり

ちゃんとすべて生の情報を市民にも議会にも出す

ようにぜひお願いをしたいと思います。

あとの問題はそれで結構でございます。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

以上で委員長の報告に対する質疑を終結いた

します。

これより順次討論、採決を行います。

まず初めに、議案第２２号、一般会計予算につ

いて討論を行います。討論はありませんか。

林君。

○２２番（林 治君） 日本共産党の林でござい

ます。私は、議案第２２号、１９９９年度一般会

計予算に反対の立場から討論をいたします。

去る３月２５日、都道府県知事選挙を皮切りに

いよいよ４年に一度の一斉地方選挙が始まりまし

た。今度の選挙は、地方自治体は何のためにある

のかということが鋭く問われる選挙となっていま

す。そしてまた、大不況にまともな策を何一つと

らず、ゼネコン、大銀行に奉仕を続け、今ガイド

ライン法という戦争法案までごり押ししようとす

る国で進められている自民党の悪政にも厳しい審

判を下す選挙であります。

４年前、今の知事は弱者の視点に立った政治を

やる、老後の不安を解消する、高齢者や障害者の

施策はほかの事業費から振りかえてでもやるべき

だ、また関西空港の問題にしても国が行うべき重

要な空港行政の根幹をなす施策、府民に負担を強

いるのはもってのほかだと言いました。つまり、

自民党の大型開発中心、大阪府民を切って捨てる

という自民党型のやり方は、これはペケであって、

私は別のことをやりますということが公約であり

ました。

ところが、知事になってやったことは、老後の

不安を解消するどころか、全国に自慢できるお年



寄りの医療費無料化の制度をばっさりと改悪、昨

年１１月から８割のお年寄りが打ち切られました。

市がフォローしたのはことしの３月までで、打ち

切りです。府は財政再建プログラムの中で、さら

に全部やめてしまおうとしています。

また、関西空港についても、府民に負担をかけ

ないどころか、第２期事業では第１期以上の負担

を平気で引き受け、府政をこれまで以上のゼネコ

ン奉仕の府政、大型開発中心の府政にしてきまし

た。ある府の幹部が新聞で、普通の首長なら怖く

て手も出ないこともちゃんとやってくれる、との

評価をする始末です。府立高校の入学金を８倍、

１０倍に引き上げる。否決されても、今もまだあ

きらめずやろうとしています。

同和行政の問題でも、９７年３月で地対財特法

が実質的に終了したにもかかわらず、全国的な終

結の流れに逆行し、大阪府が約１４０億円もの同

和予算を組み、それを引き金に府下市町村を巻き

込んで、約１，０００億円もの同和予算が今でも使

われています。

今まさにとんでもないことがこの大阪で起こり

つつあります。逆立ちした府政を転換し、住民に

奉仕する自治体本来の姿を取り戻すことが緊急に

求められているのではないでしょうか。

今、市政は国の悪政から、また大阪府のゼネコ

ン奉仕、府民いじめの財政再建プログラムから市

民の暮らしを守るために大変大事なときにありま

す。市長は、この財政再建プログラムに反対を表

明していますが、このような府政に安易に乗っか

っているのではありませんか。

さて、こうした中で編成された市の９９年度予

算と市長の市政運営方針について、その問題点を

指摘いたします。

まず、市長は市政運営方針のその結びで、市政

を運営する上で大切なこととして、市民一人一人

の視点に立って考えること、また市民本位の清潔

で公正・公平な市政を進めることを挙げています。

これは全く同感であり、よいことだと思っていま

す。

それならば、なぜ法人企業による市長の後援会、

清樟会を解散しないのか。我が党はこれまで幾た

びとなく、市の公共事業の入札問題と清樟会との
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不透明な関係について厳しく指摘してきたところ

であります。平島市政から向井市政に移る過程を

含め、総合福祉センター、埋蔵文化財センター、

公共下水道、和泉砂川駅前再開発等々、市の大型

公共事業のそのほとんどが関係し、かつ談合疑惑

事件も引き起こしています。このようなことで清

潔、公正を語る資格があるでしょうか。

さて、本予算についてでありますが、市長は昨

年１０月の予算の編成方針でも、また市政運営方

針でも、非常に厳しい財政状況にあることを表明

しています。このことは我が党の９７年度決算に

ついての討論の際も、具体的に指摘しているとこ

ろであります。

ところが、市長は、関西空港第２期事業に関し

ての大阪府への要望の中でも明らかなように、信

達樽井線、和泉砂川駅前再開発事業、市営火葬場

と斎場、農業公園の４事業だけでも１７６億円に

も上る、こうした都市基盤の整備を重点に大型の

開発事業を促進することをまともな財政計画を持

たないまま推進しようとしています。

しかも、同和行政を国の法律の期限が切れ、特

別な財政支援もない中で一般行政の最重点事業と

して、財政事情もお構いなく、相変わらず予算化

しています。しかも、これまでの同和対策事業を

一般予算の中に組み込み、優先し、市民の目につ

かないようにし、公表分を少なくする巧妙な手口

まで弄するようになっています。同和予算は今で

は市の一般財源がほとんどを占め、約８０％近く

と圧倒的であります。同和予算の額は減っても、

市税による市の負担は従来と何ら変わらず、約３

億円を超えるものとなっており、市財政を圧迫し

ています。

さて、今議会でも問題となった幼稚園、小学校、

中学校の施設整備の問題であります。今、学級崩

壊が叫ばれ、我が泉南市でも市内の小学校で給食

パンに針が入っていた事件がありました。それだ

けに、なぜそのようなことが起こってきたのか。

学校当局や父母の皆さんとともども、この問題に

ついてよく議論をして明らかにしていかなければ

ならないと思います。

さて、市財政の厳しいときこそ、市民一人一人

の視点に立って考えることが大切だという市長の



市政運営方針は、その予算の中でこそ具体化され

なければならないのではないでしょうか。昨年の

６月、国連子どもの権利委員会が日本政府に対し

て、学校施設における子供のプライバシーに関す

る権利を保護するために、法的措置を含むさらな

る措置をとるべきことを既締約国に勧告するとい

うことが行われるほど、今幼・小・中の施設が荒

廃しています。

我が泉南市も大変な状況です。ことし予算化さ

れた信達小の体育館の全面改修は大変喜ばしいこ

とですが、これもここ数年来、向井市政になって

からも毎年我が党議員団は要求してきたところで

あります。ついにＰＴＡなど住民運動が起こり、

ようやく予算化されたものであります。

昨年、各会派の議員の皆さんとも共同で各小・

中学校の視察にも参りました。新学期、生徒たち

を迎えるために先生方がみずから大工仕事やペン

キ塗りをされていました。９９年度予算に向けて

市内の９幼稚園、１１小学校、４中学校から提出

されている施設の改善、修繕、備品等の要望書を

見れば、事態はまさに深刻です。このことは、本

会議で我が党の松本議員からも具体的に指摘をし

て、その改善要望が示されました。また、予算委

員会でも議論がされました。

男里幼稚園でのブランコや滑り台がロープで仕

切られ、危険だから入ってはいけないとは一体ど

ういうことでしょうか。そこで遊んではいけない

ということは、一体どういうことでしょうか。保

健室にクーラーが欲しい。また、西信幼稚園でも

遊戯室の出窓に安全さくがなく、子供が階下に転

落する可能性があり大変危険。新家幼稚園は保健

室すらない。一々挙げられませんが、そのほか危

険箇所やトイレが臭い、下水道の臭気で寝ておれ

ない、雨漏りで遊戯室の床が腐ってきている、な

ど幼児を預かる公的な場所とも言えない実態です。

小学校、中学校になるとさらにひどい状態です。

先生方自身の作業についても、もう限界ですとい

う訴えがあります。老朽化して非常に危険という

ものや、大事故を起こすおそれがあるというもの。

泉南中学校のように棚、床の破損状況がひどく、

学校での対応も限度がある。全教室の内装をして

ほしいというものから、トイレのドアや水漏れ、
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天井や壁が落ちてきている問題。給食室や配膳室

をきれいにしてほしい。衛生上極めて悪い。ガス

漏れで危険。給水ポンプ２台のうち１台破損で使

用不能、もし動いているポンプが停止すれば大変

な事態になる。消火栓の水道管腐食のため送水停

止をしている。万一のときどうなるのか。

さらには、教室の黒板、チョークの浮きが悪い。

生徒が見にくい。授業に差し支えがある。各小・

中学校で、まだ保健室や職員室など冷暖房が完備

されていないところもあります。これも深刻なこ

とですが、市役所の前にある泉南中学校は建て方

が悪く、教室が道路に面しており、季節柄これか

ら暖かい日には窓をあければ騒音で授業にならな

い。閉めれば暑い。市役所はどうか、市長室はど

うか、考えるべきであります。

さて、予算委員会において市長はこうした施設

の改修について、修繕費を幼・小・中それぞれに

予算を組んでいますから、御要望に応じてという

ことでありますが、全小学校で今年度予算、信達

小と東小学校の改築工事以外の修繕料は、全小学

校で６００万円、全中学校で２７０万円、全幼稚

園で２８８万円です。小学校の場合１校当たり５

５万円、中学校１校当たり６７万５，０００円、幼

稚園で１園当たり３２万円、果たして何ができる

でしょうか。

さて、なぜこのように学校施設が荒廃したか、

少しさかのぼってみるとその原因がわかります。

予算の中の教育費に各幼・小・中別、幼稚園及び

小・中学校施設整備費があります。この幼・小・

中の施設整備費がどのような経過をたどっている

かを見てみますと、１９８３年から８６年の稲留

市政のときのこの４年間では、施設整備費は約３

９億６，０００万円ですから、年間平均額は９億９，

０００万円、約１０億円でした。

次の１９８６年から９０年の平島市政の第１期

は、４年間で１６億円、年間平均約４億円です。

半分以下になりました。次の第２期平島市政の９

１年から９４年は、４年間で約１９億円、年間平

均４億８，０００万円。少しふえました。

ところで、１９９５年から９８年の向井市政の

第１期の４年間はどうか。４年間でわずか５億５，

０００万円です。年間の平均は１億４，０００万円



と、年によっては１億円を切る年が２年も続きま

した。極端な落ち込みであります。

このように向井市政の４年間は、稲留市政のと

きの７分の１、平島市政のときの３分の１足らず

です。これでは幼・小・中の施設が荒廃するのは

当たり前です。１９８３年の人口は５万６，０００

人、予算規模は１１９億円でした。ことし９９年

度は、人口は６万４，０００人で、予算の規模は約

２００億円を超えるものとなっていますが、施設

整備費は約４億円足らずです。人口で１４％増、

予算で７０％の伸びにもかかわらず、１６年前の

平均額と比較しても絶対額で６億円の減、その４

０％に満たない状況であります。これでは幼・小

・中の施設が荒廃するのは当たり前です。今幼稚

園に、今小学校に、今中学校に通っている子供た

ちの環境を普通に整えることが市の予算でできな

いことはありません。

我が国の児童憲章は、児童は人としてとうとば

れる、児童は社会の一員として重んぜられる、児

童はよい環境の中で育てられるとうたっています。

子供だからと見逃されているのだとしたら、大人

の人権とその責任が問われるのではないでしょう

か。夢、ロマン、環境、人権は、泉南市政によっ

て子供たちから奪われているのではないか。子供

たちに冷たい市政は許されません。

今、市の予算のあり方、地方自治のあり方が厳

しく問われているときです。私は、市長の本定例

会冒頭の市政運営方針で、「市民一人一人の視点

に立って」というその言葉が、余りにも空疎なも

のに聞こえてなりません。府の財政再建プログラ

ムに本当に反対し、泉南市民の命と暮らしを守る

ためにも、老人医療費無料化の制度を存続、復活

させ、子供たちやお年寄りを守る市政を築くこと

が求められることを表明し、反対の討論といたし

ます。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

松原君。

○８番（松原義樹君） 第１翔政会を代表いたしま

して、議案２２号、平成１１年度大阪府泉南市一

般会計予算について、賛成の立場から討論いたし

ます。

今議会でも論議されておりますように、地方分
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権の推進や少子・高齢化社会が進展するなど、激

しく変化する社会情勢にふさわしいこれからの行

政のありようをどのようにしていくか、また、ど

のように変えていけばよいのかが、国、地方とも

厳しく問われているところであり、基礎的自治体

である市町村が独自で施策を立案し、実施した施

策について責任を持つという自立性に向けて向上

させていくことが重要であります。そういった観

点から、今議会の企業誘致推進条例の制定や、６

月をめどとする公文書公開条例制定への取り組み

等々を高く評価するものであります。

現在の地方自治体の財政状況につきましては、

危機的状況であり、昭和３０年代の前半、昭和５

０年代のオイルショック時等々に次ぎ、昨年から

第３次の地方財政の危機と言われ、地方税収減の

一部補てんのために国においても３２年ぶりに地

方特別交付金が復活されたところであります。

このような情勢下、平成１１年度大阪府泉南市

一般会計予算であります。評価するものとして、

まず住環境の整備といたしまして、ダイオキシン

問題が大きくクローズアップされている中、清掃

工場に対するダイオキシン発生防止対策の実施と

ともに、市独自の実態調査の実施、また市民の環

境に配慮した啓発の一助として、環境モニター制

度の導入等の一環として環境家計簿の配布等々が

あります。

なお、ダイオキシン問題で一部事務組合の環境

対策としての施設運営のあり方が注目されている

中、南大阪湾岸南部流域下水道組合が、下水道関

係として全国で初めてＩＳＯの１４００１を取得

されたことは、今後の本市の環境行政だけでなく、

市内事業所への波及効果は大きく、高く評価する

ものであります。

福祉の面では、市民の自主的健康づくり推進の

観点から、基本健康診査と各種がん検診や骨密度

測定など総合的に診査するセット検診を実施、ま

た配食サービス事業、ホームヘルパー派遣委託事

業等、介護保険制度の施行準備に予算計上されて

いるところであります。

市民生活における密着する基盤整備としては、

新家駅宮線改良事業や信達樽井線の改良整備等が

挙げられておりますが、特に永年の懸案でありま



した砂川樫井線の大型物件の補償に解決のめどが

ついたことは、今までの関係者の努力を高く評価

するものであり、早期完成を目指し、さらなる取

り組みを期待いたします。

前回論議のあった教育予算に対しましては、信

達小学校体育館改築事業、東小学校の屋上の防水

改修事業等、前年度比１７．８％増と読み取れます。

厳しい財政状況は当分の間続くものと思われま

すが、今後の財政の健全化に向けて、自主財源の

根幹である市税については、課税客体の確実な捕

捉と税収体制の強化による収税率のアップ等を図

り、その確保については引き続き努力されるとと

もに、現在取り組まれている行財政改革について

は、市長みずからが不退転の決意で取り組まれる

よう要請し、賛成討論といたします。

以上です。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

小山君。

○２番（小山広明君） １９９９年度の一般会計に

反対の立場で討論いたしますので、よろしくお願

いをいたします。

コソボ・ユーゴスラビアにＮＡＴＯ軍が武力で

介入し、多くの人が亡くなっておる状況でありま

す。日本は、言うまでもなくみずから進んで戦争

を放棄し、平和のうちに生存する権利を有する、

そして国権の発動たる戦争と、武力による威嚇ま

たは武力の行使は、国際紛争を解決する手段とし

ては永久に放棄する、そのための戦力は持たない

と明確に憲法に掲げておる私たちは国民でありま

す。しかし、今、日本の政府が、このような武力

で物事を解決するということに、この憲法を生か

した立場を明確にとらないのは、大変残念であり

ます。

昨日も大田前沖縄県知事が大阪に来て、お話を

されました。そして、今の日本のあり方が大変危

険である。日本で初めて戦場になった沖縄の体験

を話して、いかに戦争というものがひどい、して

はならないものであるかということを体験を通し

て明確に言われたわけであります。そして、周辺

事態法という中で、自治体や民間施設までが周辺

事態というアメリカを中心とした戦争の中に協力

させられていくという法律が今審議をされておる
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わけであります。

ここに座る向井市長も、関空に対しての軍事利

用は明確に反対をするとは表明しましたが、今の

周辺事態法の審議の中に明確に市長のメッセージ

が届く発言は、残念ながらこの本会議場でも最後

までされませんでした。議論を伺っておりますと、

何か関西新空港が軍事 米軍や自衛隊と恒常的

に共用しない限りは反対でないというふうにもと

れるような発言でありました。それは、昨年の饗

庭野での米軍の関空使用、また米軍による阪神大

震災への米軍の軍用機そのものの着陸についても、

市長は明確な対応をしませんでした。こういう市

長の姿勢は、私は今の憲法を踏まえた形での市長

の対応には大変残念でありますし、問題であると

言わざるを得ません。

さて、示されました来年度予算でございますけ

れども、２００億６，０８０万円という予算規模、

これは一般会計でありますが、予算全体では３６

２億２，２６９万９，０００円という大きな予算が組

まれておるわけであります。その中で下水道会計

は３３億円で、一般会計が２００億円であります

から、いかにこの下水道事業というのが市の予算

編成の中で大きく圧迫しているかは、言うまでも

ありません。

厳しい財政状況の中で、徴収率が大変低いとい

うことが問題になり、大阪府下でも最下位という

状態は、恐らく行政能力を根底から問うものと言

わざるを得ません。しかし、その対応について特

別な組織、チームをつくって、この徴収率を上げ

るという明確な約束を議会や市民にするべきであ

ります。そのためには、この未納状態をどのよう

な性格の未納状態なのかということを具体的に示

さなければ、ただ努力するだけでは好転するはず

がないのは当然であります。

こういうような、一方において当然納めるべき

税金が２００億円の予算の中で１９億円以上が納

められないというこの９年度予算の状態は、危機

を通り越した状態で、市民に行政に対する大きな

不信感をもたらすものであります。このような結

果が見えておるにもかかわらず、新しい予算の中

で特別なそういう責任を持たしたチームを設置し

ないのは、一体どのような考え方なのでしょうか。



幹部職員に時間外に臨戸回収をさしておるとい

う、そういうようなついでにやるような、本来の

仕事でない形でそのような最も大事な税の徴収と

いう仕事をさせるべきではありません。守秘義務

の問題からいっても、かなり不安定な状態であり

ます。やはりこのことは明確に責任を持った、そ

して数値目標をして、責任の伴うような対応をす

べきであります。

次に、空港問題への市長の姿勢でありますが、

市長は私は２期推進でありますからということで、

今回の大阪府からの縦覧が終わった１７日の意見

照会に対して、１８日に異議なしという文書を議

員に配っております。一体どのような検討をされ

たのでしょうか。１期工事における総括をきちっ

とやらない限り、２期の問題が考えられないのは

当然のことであります。

１期でこの泉南市の財政を大きく破綻をさす。

職員の本給にまでメスを入れなければならない状

態にし、また市長の報酬にしても制限額いっぱい

まで削るということを示さなければならない状態

は、私は１期における関空の総括、問題は確実に

地元の財政、地元の行政を破綻に落とし込んだと

いうのが、関空１期の反省でなければならないと

思います。また、大阪府においてもしかりであり

ます。

その２期を進めるという市長に対して、一体２

期が１期の問題を好転させるような材料があるの

でしょうか。１期をはるかに超える大きな事業費

は、関空を決して財政的に豊かにするものでない

ことは当然であります。ないそでは振れないとい

うことで、どんな約束も実現することはあり得ま

せん。これまでずっとこの本会議場でも言われて

まいりましただまされ続けて何年ということが、

普通の言葉として議員からも言われ、鮮魚商の問

題にしても、土取りの問題にしても、市民病院の

問題にしても、また平島市政が言いました、南ル

ートは１期事業開港までにつかなければ効果は半

減すると、この場で言い切ってきたわけでありま

す。しかし、そのことはいまだに２期を迎えても、

まだ２期の中でも明確な回答がないままでありま

す。私は、この問題は絶対に無理だと思います。

そういうような空港に対する姿勢がこの予算の
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中でも貫かれておるわけでありますから言ってる

わけでありまして、こういうような２期に対して

の何ら検討も加えない形での姿勢は、絶対に私は

泉南市民を幸せにしないだろうと思います。

また、住宅問題でありますけれども、住宅問題

は、これは考え方を超えた大きな問題であります。

行政が明確に市民に約束したことを守るかどうか

の問題であります。新しい予算の中でも何らその

ことは示しておりませんし、この後に予定されて

おります補正予算の中では、住民からの払い下げ

をしてほしいという訴えに対して、その裁判にこ

たえるための予算が計上されております。８００

万円を超える予算が組まれております。行政がこ

れまで住民に約束を守らなくてきたその結果……

○議長（薮野 勤君） 小山君、今の中で、それは

補正の方で出ておりますが、予算の中では計上は

されておりません。

○２番（小山広明君） だから、そのように言っと

るはずですが、よく聞いといてください。

○議長（薮野 勤君） 訂正しておいてください。

○２番（小山広明君） 新しい年度予算の中でもそ

ういうことが示されてないということで、補正予

算にも上げられておりますと言ったはずでありま

す。やはり議論はきっちり聞いておいていただき

たいと思います。

そういうことで、住宅問題について私は早急に

解決をしなければならないことは、市長もこれは

早く解決をしなければならないというのは当然で

あります。これは新しい年度予算の中に、この解

決のための明確なビジョンをつくるべきでありま

す。今の市長のやり方では、払い下げることもで

きない。また、市民のために、市長がよく言われ

る６万４，０００人の市民のために私はあるんだか

ら、そのために新しい住宅を建てないといけない

という、そのことにもこたえられないではないで

すか。私はこの問題の解決は、払い下げをして、

その資金で新しい市営住宅を１カ所につくるべき

だと、このような当たり前のことに市長が答えら

れずに、この裁判に対して８００万も使おうとし

てる問題は、大変問題であります。

また、向井市政の政治姿勢が大きく問われた問

題で、最近重要議案の相次ぐ否決があります。そ



して、否決されたにもかかわらずまたもや同じよ

うな内容で出してくるという、この議会や市民に

挑戦的な市長の姿勢は、大変問題であります。

前教育長に対する退職金加算の問題についても、

やはりどこかであの問題は切りかえないといけな

いわけでありますから、十分そのようなものを配

慮した中で、個人名が出ない形での議案の提出が

当然図られるべきであります。このような配慮を

欠いた向井市政の姿勢は、予算全体にもあるわけ

であり、最後の言葉にあるあらゆる手段を尽くし

ても改革するという言葉は勢いよいわけでありま

すけども、ほとんどその具体的なものは見えず、

責任があろうがなかろうが一律的にカットしてい

くという、このような手法で一体だれが納得する

というのでしょうか。

同和事業に対しての問題でありますけれども、

同和事業は国の施策で特別な法律が切られておる

わけでありますけれども、同和問題、部落問題が

解決したわけではありません。同和問題は、同和

地域の問題ではなしに、同和地域の外の問題であ

ることは言うまでもありません。そういうことを

考えますとき、啓発事業に力を入れるという市長

の姿勢ではありますけれども、これから本当に市

民を挙げた部落問題の勉強、解決ということがな

されなければなりませんし、そのために行政の果

たす役割は大変大きいと思うわけであります。

同和地域の事業で行われた国の特別な予算措置

によってなされた整備が、当然市域全体に波及す

るということは、同和事業の持つ大きな意味であ

ります。しかし、運動団体の熱心な運動の中でつ

くられたこの施策に対して、行政は安易に乗っか

って、国から予算が多く取れるというだけのこと

でやられたような嫌いがあります。私はそういう

ことではなしに、本当に同和事業が市民全体の理

解になるために、一体同和事業はなぜやらなけれ

ばならないのかということを十分に市民に説明す

る説明責任があると思います。同和事業だけでは

ありませんけれども、市の事業というのは、なぜ

これが全市民的に必要かということが市民に同時

に十分に説明されることが必要であります。そう

いう説明責任が行政には大変不足していると言わ

ざるを得ません。
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河川の問題についても、市長は水とか緑を大事

にするというようなことを掲げておりますけれど

も、無数に張りめぐらされております河川に対し

て、私はもっと大事な施策をしていくべきであり、

簡単に上にコンクリートでふたをしたりＵ字溝に

入れかえたりという、こういう安易なことではな

しに、本当に自然とマッチしたような河川改修方

法を具体的に考えるべきであります。

また、りんくうタウンの問題でありますが、先

ほどの討論の中でも促進条例を評価する意見もあ

りましたけれども、ここは埋めてはならない海を

埋めた問題であります。だから、厳しい条件がつ

けられております。１つは内陸部における住宅、

工場の混在解消であります。そしてもう１つは、

関西新空港の自然基地として特別に埋められた海

域であります。ここを安易に工場を誘致したり立

地する性格のものではありません。そういうこと

で、その２つの問題がほとんど機能しなくなった

わけでありますから、根本的にこのりんくうタウ

ンの問題を考え直す必要があります。

私は、このりんくうタウン地域を地球レベルで

環境を解決する学園実践地域にするべきだという

ことを提案しております。そして、りんくうタウ

ンだけではなしに、半分の山間部と、また農地や

集落を含めて本当に研究が自主性を持った働きを

持つような、そういう泉南市全体を環境を解決す

る環境都市にする核に、私はりんくうタウンをす

べきでありますし、そのことが埋めてはならない

海岸線を埋めた意味だろうと思います。

海で一番大事なのはなぎさでありますから、そ

ういうなぎさをつぶしてしまえば、海は単なる水

たまりと言わざるを得ません。そういう意味で、

我々の負のこのような問題をプラスに変えていく

ためにも、私はこのりんくうタウンを環境問題を

解決する、工場ではなしに研究機関にすることを、

市長も基本的には賛成しとるわけでありますから、

ぜひ具体的に進めていただきたいし、そのような

情報を市民にも示していただきたいと思います。

また、行政改革の問題につきましては、組織の

再編をするべきであって、今のような総務部とか

事業部とか、いろんな部制に分かれている問題を

事業ごとのチーム制に切りかえるべきであります



し、そのチームがある仕事で役割を終えれば新し

い課題に移行していく。このような自由な組織編

成にしない限り、今のままでもし行革をやるとす

れば、単なる弱い部分の切り捨てになってしまう

と思います。こういうようなことを明確に打ち出

すべきであります。

また、情報公開条例もこの３月議会に出すとい

うことを本会議でも約束してきたわけであります

けれども、年度当初に出すということに後退して

おるのは大変残念であります。

また、ダイオキシンの問題についても、１．９と

いう今まで調査した中では記録がないほどの高い

レベルのダイオキシンが出たわけでありますけれ

ども、その後の調査で大変低い数字が出たという

ことで、この原因調査がなされておりません。こ

の原因調査を徹底的にすべきでありますし、私た

ちの人間の感覚としてダイオキシンが多く出てお

るだろうということは当然予測がつくものであり

ます。

そして、ダイオキシンの問題は、ごみの減量化

対策ということを欠かしては解決するはずはあり

ません。もとから断つということで、生産段階か

らもし燃やされて害になるような材質を禁止する

と。国はなかなかやらないわけでありますから、

地方の中からそういうものを具体的に提起してい

く必要がありますが、このことも新しい予算の中

ではありません。

また、委員長の報告の中で議会図書の充実とか

議会のテレビ放映ということが言及されておりま

したけども、この面についても再三議論はされて

きておりますが、なかなか具体化されないのが実

態であり、これも向井市政の消極的な姿勢のあら

われだと私は思います。

また、市民病院の要望に対しても、なかなかこ

のことは明確になっておりません。私、やはりこ

の問題は市民の要求が一番高いわけでありますか

ら、どういう形でこたえていくかということが大

事であります。市独自で市民病院を持つというだ

けの問題ではなしに、もっと広域的な面から、公

的な実質的な市民病院というものを明確に示しな

がら、国や大阪府とも交渉して、来年度予算の中

では１つの方向性をつくっていくべきだと思いま
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す。

また、介護保険の導入に向けて、これは人的な

作業が大変多い仕事であります。私は、地場産業

を活性化していく絶好のチャンスだと思います。

人間が長生きをして９０歳近くまで生きるとなれ

ば、７０歳ぐらいの方が介護をするという状態で、

これはとても個人の気持ちではやれるわけがあり

ません。社会的にこのことをきちっとやっていく

のに、この介護保険の導入は今の時代に大変マッ

チしたことでありますけれども、これはいや応な

しに入れなければ社会がもたないという、そうい

う一面も私は持っておると思います。

そういう点で地場産業が大変衰退をしておりま

すが、そういう地場産業に対して市は情報をきち

っと出して、地場産業がこの介護保険というもの

によって息を吹き返していくような施策をするべ

きであります。

農林、漁業に対する予算も大変少ない。本当に

農林、漁業は社会的にも意味のある仕事でありま

すし、貢献もちゃんとしとるわけでありまして、

この辺もきちっと予算の面でも反映をすべきであ

ります。

最後に、給食材の購入に対しても問題でありま

す。生徒から集めた給食代が校長先生らを中心と

した組織で運営され、そして一手に驚くようなス

ポーツ財団というようなところに発注をするとい

うあり方は、今まで議会や市民にそのことが明ら

かにされてこなかったことは、大変問題でありま

す。市独自でこのことは購入をし、これこそ地場

産業とも密接に関連しながら、学校給食、子供た

ちの給食費を地域貢献のためにも十分に使ってい

くべきでありますし、子供たちも地域に対する愛

着がこのことで出てくるはずであります。そして、

校長先生にそんなことの金集めの責任を持たすの

ではなしに、もっときちっとした形での会計報告

もきちっと市民の前にする形で新しい組織編成を

すべきであることを申し上げまして、反対討論を

終わります。

どうも御清聴ありがとうございました。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

島原君。

○１７番（島原正嗣君） こんにちは。議長から御



指名をいただきましたので、新進市民連合の立場

から、平成１１年度本市一般会計予算を含む１７

件の委員長報告に関し、次のとおり意見を付して

賛成するものであります。

私はまず初めに、本年度の予算構成に当たって、

今日の財政の厳しい状況下にあって、施策全般に

ついて一定の創意工夫を行っている点をまず評価

するものであります。

したがって、歳入面についてでありますが、現

行の３割自治の税率構造をまず改めることではな

いでしょうか。地方分権の視点に立った改革、改

善こそ必要であります。

さらに、本来国が行うべき機関委任事務を地方

自治体に強要し、今日まで自治体が行う事務の７

割、国政選挙に関する事務など５６１件が委任を

されていると言われるところであります。問題は、

自治体が自主的に行う自治事務と、国が行う法定

受託事務に改めさせることが必要であるのであり

ます。また、保育措置費運営等に係る超過負担の

解消についても最善を尽くすべきではないでしょ

うか。

さらに、健全財政のあり方として、本市財政の

努力目標値を明確にするべきであります。私は、

中長期にわたる視点に立った自主財源の確立、空

港関連事業への財政支援を強力に求めるべきであ

ると考えるものであります。さらに、市税徴収率

の向上に一層の努力を行っていただきたいもので

あります。

次に、歳出面についての第１は、本年度の予算

構成の中心は、公共事業、下水道事業とハード面

にウエートが置かれていると思います。今後は、

教育や福祉、医療といったソフト面での施策配慮

に最善を尽くすべきではないかと思うのでありま

す。

第２は、行政改革についてであります。ＯＡ化

等の導入によりましての合理化、各部各課の統廃

合、現行役職制度の見直し、また給与体系に占め

る約５０種類にわたる諸手当体系の改善など、多

くの課題が山積をいたしているところであります。

第３は、教育施設の改善についてであります。

子供たちへの教育投資は、未来への日本、泉南の

将来を形成する原動力でもあります。子供たちが
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転んだり怒られたり笑ったり泣いたり、そして立

ち上がり元気いっぱい学び、学習活動をできる教

育環境を提供することは、私たち大人社会の責任

でもあると考えるのであります。したがって、私

は教育施設環境の改善は、教育の機会均等や学校

現場での非行防止など、教育の原点を位置づける

ものであると考えるからであります。したがって、

教育環境の改善について最善を尽くすべきではな

いでしょうか。

第４は、医療・福祉についてであります。医療

の充実こそ人間の生命、生存を左右する重要な問

題であります。したがって、泉南済生会病院の早

期改善と移転の実現を行うことであります。

次に、介護保険の適用、実行までの期間はあと

１年間であります。本市が名実ともに介護先進自

治体として、また健康なまちとして、どう介護サ

ービスを行うのか。市民、住民の理解を得るため

の具体的施策を行うには多くの課題が山積をして

いるところでありましょうが、要は社会全体がど

う支えていくか、自治体として努力、制度の成否

にかかっているものだと判断をいたします。

第５は、環境公害についてであります。自然と

共生可能な環境に配慮すべきであります。すべて

の生物、動物、鳥類等の環境づくりにもっともっ

と配慮し、また河川環境の改善やダイオキシン問

題、工場排水、ばい煙、車の排ガス、航空機騒音

等についても、その防止策に万全を期すべきであ

ります。

第６は、都市計画事業全般についてであります。

道路、下水、各駅、公園整備についてであります

が、真のまちづくりは都市全般の総合バランスに

配慮したまちづくりこそ大切であろうと思います。

どこか１カ所だけ立派な都市機能を果たしても、

トータルバランスのない都市形成は、その都市の

機能の円滑な運営は不可能であります。これから

のまちづくりは、市民参加により市民の創意工夫、

各界各層の英知を結集してまちづくりを行うべき

であると考えるからであります。

第７は、産業、企業、商店街の活性化と雇用の

創出についてであります。空港第２期事業と連動

させ、産業、企業、商店の活性化、そして雇用の

創出など、元気な泉南のまちづくりに最善を尽く



す必要があります。

第８は、防災、災害についてであります。阪神

・淡路大震災の教訓を中心に、計画的なインフラ

整備を行うべきであります。また、防災マニュア

ルだけではなく、危機管理の実効性を高めること

が急務であります。

第９は、清掃問題についてであります。リサイ

クル法の適用年度まであとわずかであります。ご

みの減量化、分別収集への諸課題、さらには産業

廃棄物、残灰処理場の対応など、まだまだ多くの

課題が残されているところでありますが、適正な

事業推進に万全を期すよう要望するものでありま

す。

以上の意見を付し、１９９９年度予算案全般に

ついての賛成討論とするところであります。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

北出君。

○２１番（北出寧啓君） それでは、議案第２２号

に対する賛成討論をさせていただきます。

まず初めに、基本的に市長の基本政策、水・緑

・夢あふれる市民政治ということで、市長は地球

環境を重んじた自然との共存共生をうたっておら

れます。ＩＳＯ１４０００シリーズの認証は、全

国に先駆けた画期的な事業でございます。

ただ、この間からの議論もありましたように、

多自然型工法による土木事業が泉南市では各地域

で行っておりますが、改めて正確に申しますと、

Ｎａｔｕｒ ｎｈｅｒ ｗａｓｓｅｒ ｂｏｕということで、ネアーと

いうのは限りなく自然に近いということでありま

す。今、大阪府なりの要望は、多自然型と申して

おりますが、きのう読んだ書物では近自然型工法

と書いておりまして、ああこれの方がネアー、よ

り近いというふうに解釈いたしております。その

ようなこととして、現在ふれあい自然塾、農業公

園等の開発がメジロ押しとなっておりますが、市

長にあられては自然との共生ということを今後慎

重に配慮していただいて政策を進めていただきた

いと思います。

第２点といたしまして、参加と対話ということ

を市長は就任以来一貫しておっしゃっておられま

す。おはよう対話というのがその１つの実践であ
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ると考えます。予算委員会でも発言させていただ

きましたように、市長の諮問機関というべき図書

館、公民館等の各種運営委員会等の人員構成にい

たしましても、より市民から幅広く募集するとい

う形のより参加と対話が実践できるような運営方

式により広げていただきたいと思います。

第３点目といたしましては、大胆な行政改革を

断行し、財政再建を１年も早く果たす以外に２１

世紀の道はないというふうに大胆に宣言されてい

らっしゃいます。これまでの財政改革大綱を見ま

しても、その実施はなかなかいろんな困難をきわ

めた状況で本年度まで至っております。新年度は

まさに本気の改革に臨んでいただきたいと思いま

す。

第４点といたしましては、１２月議会で指摘さ

せていただき、一定の予算増となりました教育予

算についてでございますけれども、ことしは信達

小学校体育館、東小学校屋上防水工事という形で

予算を拡張していただいております。

ただ、問題は２点ございまして、各小・中学校

はほぼ全校において老朽化が進行しております。

そして、もう１点は、学級崩壊に見られる全国的

な症状が本泉南市にも蔓延しております。市長は

教育について、自主性、創造性、ゆとりある教育

というふうにおっしゃられておりますが、まさに

理念の形で旧来さまざまな形で提起されているも

のが、実際の現実の学校とは背反している形が多

分にございます。本当にこの言語が現実の学校教

育課程において実現するように真剣に取り組んで

いただきたい。老朽化並びに学級崩壊について、

教育予算、ハードの面、内的な実施、ソフトの面

において、ともにより真剣に取り組んでいただき

たいと思います。

第５点といたしましては、情報公開条例の制定

が、３月がいろんな慎重な配慮を必要とするとい

うことで６月議会に順延されているというふうに

理解さしていただきますが、またこれに伴っての

実施年月日は変更はないと考えております。市長

のおっしゃる参加と対話をより法的に保障するた

めにも、市民の知る権利を基盤とした情報公開条

例の制定と実施を速やかに行われるよう希望して

おきます。



一般予算案全体の分析に入りたいと思います。

平成１１年度予算は、悪化する慢性不況や所得税

減税もあり、市税収入は１１１億８，０３４万円か

ら１０６億５，２７６万円と５億２，７５７万円の減

額となっています。しかし、本年度の予算規模は、

昨年度が骨格予算であったといえ、１７５億２，６

８０万円から２００億６８０万円と１４．５％の増

額となっております。昨年度６月補正と比べても

ほぼ７％の増額予算となっております。長年の懸

案事項であった砂川樫井線及び信達中学校体育館

の改修工事などに１０億円余りを投資していると

はいえ、この財政危機の真っただ中の予算案とし

て、もう少しさまざまな予算減額を考慮すべきで

はなかったかというふうにも考える次第でござい

ます。

この市税収入等の減額を補てんするのにどのよ

うな予算編成が行われたのかと申しますと、所得

税減税に準じた地方特例交付金２億４５１万円と

２％のアップに伴う特別地方消費税交付金５億４，

０００万円、そして地方交付税１４億円、また生

活保護費などの増額に伴う国庫支出金２２億７，８

５１万円などがあります。

私が注目するのは、当然７億６，３５０万円の市

債と１１億４６４万円の繰入金であります。この

ことによって、本年度の起債制限比率は１６．８％

となり、公共施設整備基金は７億３，６８９万円、

公債費管理基金は２億１１９万円で、その合計は

もはや９億３，８０９万円にすぎなくなっています。

また、本市の基金の総額は１７億２，５６６万円で

すが、それぞれに目的使用があり、簡単には使え

ないのが現実であります。今後、公債費は２２億

円から３億円で推移するのは必至であり、今後と

もより一層の公共事業の減額を考える必要があり

ます。

しかし、地方自治体の多くが財政危機に直面し

ているにもかかわらず、国・政府は不況対策とし

て赤字建設国債を乱発し、公共事業の名のもとに、

政治家、官僚、土建業が一体化した土木建設事業

を拡大しております。補助金行政の拡大に伴うこ

れ以上の市債の発行は、財政破綻を来している多

くの地方自治体の破滅に向かわせるものでありま

す。
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２１世紀を見据えた地方行政の使命は、特定の

企業の利益に偏りがちな市民的効果の低い公共事

業はできるだけ制限し、真に市民の公共性に益す

る政策に転換する必要があります。もちろん私た

ち地方議員も市民的公共性の立場に立って、一般

会計予算並びに特別会計予算を組むよう努めるこ

とに議論の余地はありません。

また、下水道事業特別会計予算を見ても、市債

が１３億４，０６０万円、公債費が８億５，４２１万

円で、国家財政と同じで起債して公債費を補てん

するという危ない自転車操業に陥っています。こ

の現状からいっても、下水道事業は旧来の進捗状

況を期待することは不可能であり、今後事業規模

を半減しただけでは収拾がつかないように思えま

す。

個々の項目に立ち入っていきたいと思います。

住環境に関しましては、下水道事業の整備率が

２８．１％と、市長のシビルミニマムに基づいた基

盤整備事業は着実に進捗しております。ただ、問

題は、先ほど指摘さしていただいた財政危機に及

んで、その工事規模及び速度の低速化を今後行っ

ていただきたい。それは２分の１から３分の１の

減額の形になるんではないかと思います。

環境につきましては、ダイオキシンの独自調査

を行われる。私は２年も３年も指摘しておりまし

たし、時期としてはもう少し早く行うべきではな

かったかという気持ちもございますが、他市町村

に先駆ける形でこのような調査をしていかれるこ

とを評価させていただきたい。環境家計簿もそう

でございます。

また、さまざまにございますけれども、あと二、

三点に絞らせていただきます。

土木工事に関しまして、既に繰り返し指摘させ

ていただきましたように、改正河川法あるいは環

境基本条例、さまざまな形で法が成立しておりま

す。しかし、とりわけ大阪府の公共事業あるいは

農林省の公共事業は、自然破壊に近い形が多数ご

ざいます。きのうは干潟の清掃を終えて、金熊寺

川河川の土木工事を何人かで見て回りましたけれ

ども、やはり多自然型工法は取り入れております

ものの、それは指示された形式に従うもので、実

態に伴う環境保全、環境保護といった立場での工



法からは少し遠いかなと思われます。これは行政

手腕にとりわけ依存すると思いますので、今後と

も府の事業部と綿密な協議を重ね、後悔のない、

自然破壊の少ない公共事業を行っていただくよう

に要請いたします。

また、林業に関しまして、森林の保全あるいは

林道の管理は重点的に考えていただきたい。市長

の運営方針を見させていただきますと、森林の利

用という一言で語られておりますので、もう少し

突っ込んだ形での今後の政策提起及びその実施を

求めたいと思います。（「賛成討論やぞ」の声あ

り）賛成討論でございます。

今回は、最後として水・緑、参加と対話、大胆

な行政改革、市民への情報公開、そういう５点を

全力を挙げて、後戻りすることなく実施されるこ

とを心から希望し、賛成討論にかえさせていただ

きたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 以上で議案第２２号に対す

る討論を終結いたします。

これより議案第２２号を採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であり

ます。

お諮りいたします。本件は、委員長の報告のと

おり原案を可とすることに賛成の諸君の起立を求

めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議案第２２号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

１時半まで休憩いたします。

午後０時２２分 休憩

午後１時３２分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、先ほど議決いたしました一般会計予算を

除く他の１６件の各会計予算について、一括して

討論を行います。討論はありませんか。

和気君。

○１３番（和気 豊君） 日本共産党泉南市会議員

団の和気 豊でございます。議案第３４号、１９

９９年度泉南市国民健康保険事業特別会計に反対

の立場から討論してまいります。

－３５２－

一昨年９月の医療費改悪は、国民に高負担を押

しつけ、そのことで医療機関への国民の足を遠の

かせています。このことは９７年度決算を見ても、

また９８年度決算予測を見ても、さらに９９年度

予算の保険給付費７，６００億円余の減額計上を見

ても明らかであります。

さて、国民健康保険の悲鳴さえ上がるほどの高

負担に、非課税の４人標準世帯でも泉南市では年

間１８万１，２００円、生活保護ボーダーライン層

では３２万８，９００円と、まさに市民犠牲の何物

でもありません。ある国保加入の被保険者である

大工さんは、年間２６万円の保険税を支払ってお

られますが、１月はわずか５日間のもらい仕事し

かなく、年金と合わせて５万５，０００円ものお金

は、到底支払うことができないと嘆いておられま

す。不況下の中で、自営業者や年金生活者など最

も影響を受けておられる皆さんの実態を市長初め

市当局はどのように考えておられるのでしょうか。

保険給付費が、わずかではありますが、減額に

なっているこのときにこそ、従来どおりの一般会

計からの繰り入れを実施すれば、府下最高の応益

割率によってとりわけ負担の高い低所得者の皆さ

んの保険税を引き下げることが可能であります。

生活保護ボーダーライン層以下の世帯に、一律２

万円程度の引き下げができます。府下最低の保健

衛生費、それも市民病院への繰入金がない分極端

に低く、他市に比べ１０億円を超す歳出面での差

がある泉南市では、財源的にできないはずはあり

ません。ましてや、高負担に耐えかねて医療給付

をみずから返上しているとしかとれない給付減分

は、当然のこととして被保険者、とりわけ低所得

者にお返しをすべきであります。給付減が出たこ

とをこれ幸いと繰入額をカットするような冷たい

やり方は断固撤回されるよう主張して、反対の討

論といたします。

議案第３８号、平成１１年度泉南市水道会計に

対し、これも反対の立場から討論をしてまいりま

す。

府下でも１けた順位の高い水道料金を取り続け、

市民に高負担を強いている泉南市の水道料金のそ

の原因を考えるとき、１９６５年半ばごろからの

日本列島改造計画に呼応する大型団地の造成等に



伴う水需要への対応として進めた第５次拡張事業、

そして空港関連、りんくうタウンへの管布設など

の急ピッチの起債発行による開発にあったことは、

９９年度の水道会計の約１．６倍となっている９８

年度末起債未償還元金からも明瞭であります。

また、９９年度の水道料金を決定する諸費用の

中で、開発に絡む減価償却費が約２億８，０００万

円、支払利息が約１億４，０００万円と、合計で全

体の約３０％近くを占めていることからも明らか

であります。

さて、今年度の水道会計の資本的収支の中に配

水管改良工事２億１，５００万円がありますが、そ

の中に向田橋改修工事に伴う管改良工事が約５，０

００万円計上されています。この工事は、まさに

新星和土地が進めている新家種河神社裏の３０８

戸の大型開発抜きには考えられないものでありま

す。しかし逆に、開発者の負担額はわずか３００

万円しか見込んでいず、結果的には後年度水道料

金にはね返り、市民の負担となっていくことは必

定であります。このような逆立ちした市民へのし

わ寄せは、到底容認できるものではありません。

今日の泉南市の水道料金が高料金に至った過去

の開発のいわば負の遺産を全く無視した開発業者

への対応は、どう考えても理解できないところで

あります。開発業者への当然の負担を改めて求め

ることを強く主張して、反対の討論といたします。

以上であります。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 議案第３４号の国民健康保

険の９９年度の予算に反対の意見を申し上げます。

この問題は、最高額年間４６万円ということで、

１０回払いでありますから１回４万６，０００円の

負担を強いられる、そういう構造にあります。こ

の保険は、自営業者や、また長い間働いて定年に

なった方が多く入るわけでありまして、比較的病

気になる方が多く入るということで、この保険と

いうのは、本当に健康な人が病気の方を助けてい

くという、そういう構造でありますから、公務員

の皆さんや、また会社で働いとる皆さん、そうい

うものも１つの保険にしてやっていかないと、例

えば公務員の場合には多くの公費で公務員の保険

を補てんをしておりまして、市長でも恐らく２万

－３５３－

５，０００円前後の保険料ではないかと思います。

そういうことで、４万６，０００円というのは明ら

かに高負担でありまして、これは弱い人により過

酷な保険料を徴収しておるという、こういう構造

的な問題があると思います。

そういうことで、泉南市も一般会計からの繰り

入れをして補ってはおりますけれども、それでも

なお４６万円の年間保険料を払わされております

し、徴収率においても徴収が大変できにくい状況

にあります。抜本的な改革がぜひ必要と思います

し、市長も全国の市長会の中で国の方に財政負担

を要求しておるということは、再三議会でも述べ

られておるわけでありますが、一向にきちっとし

た改善策が見えないのは残念であります。

全国で一番力のある団体といえば、やはり全国

市長会ではないかと思いますが、そういうところ

の意見をきちっと聞かない国のあり方は、もちろ

ん批判されなければなりませんけれども、だから

といってそれを弱い立場の、また病気になりがち

のそういう方に負担を負わすということは、とて

も賛成できるものではありません。そういうこと

で、このことには反対をいたします。

次に、下水道事業の予算に反対であります。

これは、泉南市の一般会計が２００億円という

中で、今回は３３億円の予算が上げられておるわ

けでありますけれども、４０億円ぐらいの予算が

今まで投入されてまいりまして、いかにこの金額

が膨大な額かということは、言をまたないと思い

ます。

これは泉南市のような空き地がいっぱいあり自

然も豊かなところでは、やはり小型合併処理浄化

槽というのが費用的にも大変安いわけであります

し、また自分で汚したものは自分で処理をして流

すという、こういう考え方の上でも大きないい影

響を与えると思います。今のやり方であれば、汚

すのは自分が汚しますけれども、だれかがそれは

処理をしてくれるだろうと、そういうことになっ

てまいりますし、岬町から阪南市、泉南市という

この３つの自治体を１カ所で処理をする、そこま

では何の処理もされずに、私たちの住んでいる地

下を生の汚れたものが流れていくわけであります

し、神戸の阪神大震災を持ち出すまでもなく、何



か大きな災害があればもろにそういうものが噴き

出してくるという、そういう大きな欠陥を持って

おります。

そして、こういうものはなかなか市民の感覚で

はとらえにくい大規模なものでありまして、そう

いうことでもやはり泉南市に合った処理方法を私

は考えるべきだと思います。そのことが財政的に

も負担が大変軽いわけであります。しかも、山間

部に大規模にできておる住宅団地はすべて、もう

処理施設が完備しておるわけであります。そうい

うものをうまく機能してやれば、大きな財政をそ

ちらに投入しなくてもいいということで、基本的

には入居した方が自分の負担で設置をしたそうい

う汚水処理施設を市がバックアップをしてきちっ

とやれば、川にもきれいな水が戻ってまいります

し、本当に自然の浄化作用をフルに活用した処理

方法が確立できるはずであります。

こういう方法は大都会ではできないわけであり

まして、泉南市のような自然の豊かな、空き地の

多いところではこういう方法をとることは可能で

す。もちろん旧市街地のそういうことができない

ところについては、弾力的にいろんな施策をやっ

ていく必要はあるとは思いますけれども、全市的

にこういう流域、広域的な下水処理をやっていく

ことは、財政的にも大きなむだだと思います。

この議論は、市民の中から強くあってやった問

題ではなしに、中曽根政権時代に内需拡大という

形で、４５０兆円の内需拡大をするということか

ら、沖縄から北海道まで一律的に同じ形態で下水

道事業をやっておると。これは道路の下に引くと

いうことで、予定どおり進めるということでやっ

てきたわけでありますけれども、これが大きく地

方の自主性なり独自性を失わしめておる最大の問

題だと思います。そういう点で、もっと考えを持

った汚水処理、下水処理をすべきだということで、

反対をいたします。よろしくお願いをいたします。

○議長（薮野 勤君） 巴里君。

○２５番（巴里英一君） 巴里英一でございます。

議長の指名を受けましたので、平成１１年度財産

区会計のうち、議案第２３号、樽井財産区会計に

ついて反対討論をいたします。

もともと財産区の沿革は古く、明治２２年に始

－３５４－

まり、当時７万有余の町村があり、町村合併を推

進した際に旧町村で財産を有していたもの、また

その後の町村合併の際存続を認められたもの、昭

和２８年町村合併促進法施行以来、財産処分に関

する協議により設けられたものがその大部分を占

めております。

特別地方公共団体である財産区に関する法律は、

地方自治法第２９４条、第２９５条、第２９６条、

第２９７条において、財産区の意義及び運営、財

産区の議会または総会の設置及び権限、財産区の

議会または総会の組織、財産区管理会の設置及び

組織、財産区管理会の機能、財産区管理会の運営、

財産区運営の基本原則、財産区の監督等の法律に

よって、財産区財産を管理・運営をされるもので

あります。一般の予算執行権、課税権の伴わない

財産区財産の管理・運営に関するものに限られて

おります。

本財産区の管理の法的根拠は、昭和３１年８月

３０日、泉南市樽井財産区管理会協議書によるも

のであり、その第１条にある地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２９６条の２第１項及び第

２９６条の４第１項の規定に基づき、本管理会の

設置、組織及び運営に関する事項に定めることを

目的としています。

現在まで運営されてはいますが、その前条の２

９５条、財産区の設置及びその権限の中で、「財

産区の財産又は公の施設に関し必要があると認め

るときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市

町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又

は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の

議会の議決すべき事項を議決させることができ

る。」とあります。

この樽井財産区管理会の法的根拠にしている２

９６条の２の第１項及び同条第３の１項において

も、条例の制定が義務づけられております。特に

第２９６条の２に、「市町村及び特別区は、条例

で、財産区に財産区管理会を置くことができる。」

としており、いずれにしても、本泉南市樽井財産

区管理会運営は、昭和３１年８月３０日の協議書

によって、同年９月３０日、泉南の６カ町村合併

以来運営されてきたものでありますが、条例によ

って運営されてきたものではなく、雑則という協



議書に基づく管理運営が、本来財産区の処分や土

地賃貸借、収入に不明朗な会計処理、土地売買等、

公有財産にもかかわらず地方自治法第２９６条の

２に基づく条例制定のないままに、法になじまな

い運営管理、あるいは金銭収入や土地の二重貸し

付けのようなことが起こっているのは問題であり

ます。

また、財産区に損失を与えてもおります。本来、

財産区の機能は、自治法２９６条の３にあります

ように、「市町村長及び特別区の区長は、財産区

の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止」で

あるとしています。また、同法２９６条の５にお

いて「財産区は、その財産又は公の施設の管理及

び処分又は廃止については、その住民の福祉を増

進する」ように努めなければならないとしており

ます。また、その第２項では、財産区のある市町

村は公の施設とするため、処分または廃止する場

合を除くほか、その財産または公の施設の全部ま

たは一部の処分または廃止であって、当該財産区

の設置の趣旨を逸脱するおそれのあるものについ

ては、あらかじめ知事の認可を受けなければこれ

をすることができない、と規定されております。

こういった問題点を指摘をし、答弁を求めまし

たが、みなし財産区の件も、残念ながらこういっ

た自治法における財産区運営の趣旨、目的に沿っ

た明確な答弁が得られませんでした。難しい点も

あるかとは思いますが、行政は法に基づいて運営

されるべきものであります。

去る平成７年第１回定例会において、地方自治

法第９８条に基づく本財産区に関する調査特別委

員会で論議され、同平成８年第２回定例会の委員

長報告においても一定の整理について報告があっ

たことは事実であります。しかしながら、その後

も大きく改善はされておりません。現在行われて

いる樽井財産区管理会の委員の皆さん方の改善の

努力については、評価をするものであります。い

まだに明確になっておらない点についても、先ほ

ど述べましたような観点から、今後みなし財産区

の問題も含め、財産区の管理・運営、処分等、総

合的に整備、処理等、法に基づいて、法の趣旨に

沿った地域福祉に資する努力をされんことを切に

望むものであります。そのことを申し添えて、現

－３５５－

段階では反対せざるを得ません。

各位にはこの点御理解いただき、御賛同賜りま

すようよろしくお願い申し上げて、反対討論とい

たします。ありがとうございました。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

以上で本１６件に対する討論を終結いたしま

す。

これより本１６件の各会計予算について、順次

採決いたします。

初めに、議案第２３号 平成１１年度大阪府泉

南市樽井地区財産区会計予算についてを採決いた

します。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であり

ます。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議案第２３号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、議案第３４号 平成１１年度大阪府泉南

市国民健康保険事業特別会計予算についてを採決

いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であり

ます。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議案第３４号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、議案第３６号 平成１１年度大阪府泉南

市下水道事業特別会計予算についてを採決いたし

ます。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であり

ます。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕



○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議案第３６号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、議案第３８号 平成１１年度大阪府泉南

市水道事業会計予算についてを採決いたします。

本件に対する委員長の報告は、原案可決であり

ます。

お諮りいたします。本件につきましては、委員

長の報告のとおり原案を可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議案第３８号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、ただいま採決いたしました５件を除く他

の各会計予算１２件について、これより一括して

採決いたします。

本１２件に対する委員長の報告は、いずれも原

案可決であります。

お諮りいたします。本１２件につきましては、

いずれも委員長の報告のとおり原案を可とするこ

とに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第２２号及び議案第２３号及び議案第３

４号及び議案第３６号並びに議案第３８号を除く

他の議案１２件の各会計予算につきましては、い

ずれも委員長の報告のとおり原案どおり可とする

ことに決しました。

次に、日程第１９、議案第３９号 公有水面埋

立についてを議題といたします。

ただいま上程いたしました議案につきましては、

議案書の朗読を省略し、理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ただいま上程をされました

議案第３９号について、提案理由を御説明を申し

上げます。別添追加議案書をごらんいただきたい

というふうに存じます。

去る２月２２日に関西国際空港用地造成株式会

社から、大阪府知事及び泉州港港湾管理者の長大

阪府知事に対しまして、公有水面埋立免許の出願

がございました。その後、埋め立て関係図書につ
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いて３週間の縦覧終了後の今月１７日、大阪府知

事及び泉州港港湾管理者の長大阪府知事から、泉

南市、泉佐野市、田尻町の地元２市１町の市長、

町長に対しまして、公有水面埋立法の規定に基づ

く意見照会がなされたところでございます。

さて、関西国際空港は、平成６年９月に開港い

たしましたが、３，５００メートルの滑走路１本で

は、２１世紀初頭にはその処理能力の限界に達す

ると予想され、残る２本の滑走路を整備する全体

構想の早期実現が必要であり、当面現滑走路に並

行する４，０００メートルの滑走路を整備する２期

事業の実施が急務であります。

このため、１期事業の経験を生かし、健全な経

営と事業の円滑な実施を図るため、空港施設の整

備主体と用地造成の整備主体が分離されるという

いわゆる上下主体分離方式という事業手法が新た

に導入されることになり、平成８年６月、関西国

際空港用地造成株式会社が設立をされました。同

年１２月には関空２期事業が最優先課題として位

置づけられた第７次空港整備計画が閣議決定をさ

れました。以来、環境アセスメント関係調査、埋

立造成計画策定のための調査が行われ、昨年４月

以降には、関空２期事業に係る環境影響評価準備

書が提出され、縦覧、説明会、そして公聴会が開

催をされました。

本市では、公害対策審議会の答申を受け、市長

意見書の知事への提出等、環境アセスメントの諸

手続が順次実施され、適正に終了をいたしました。

また、新飛行経路問題につきましては、平成８

年７月に国から提起されましたが、大阪府におい

ては関西国際空港の飛行経路等に係る専門家会議

を設置して審議することとなりました。その後、

国から示された環境面の特別の配慮を評価する専

門家会議の報告を受け、府は新飛行経路容認の見

解を泉州９市４町に示し、昨年７月には泉州のす

べての市町が新飛行経路を容認することとなりま

した。

なお、９月には関西国際空港の飛行経路問題に

係る協議会が発足し、環境監視や苦情処理の体制

強化など、環境面の特別の配慮に関する実施状況

の点検がなされることになりました。そして、１

２月３日から新飛行経路が導入されたことは、御



承知のとおりでございます。その後、漁業補償問

題の解決を経て、冒頭で申し上げましたように今

般公有水面埋立免許の出願が行われ、それに関連

しての意見照会がなされたわけでございます。

一方、去る３月４日に大阪府知事あて関空関連

地域整備等に関する要望書を提出いたしましたが、

１６日にその回答があったところでございます。

以上のような経過にかんがみまして、本市とい

たしましては、空港と共存共栄するまちづくりを

推進する基本的条件が整ったと判断し、公有水面

埋立に係る意見照会に対して異議のない旨回答し

たいので、公有水面埋立法第３条第４項の規定に

基づき、議会の議決を求めるものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろし

く御承認賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（薮野 勤君） これより質疑を行います。

大森君。

○５番（大森和夫君） 今、新ガイドライン法が国

会でも審議されてるわけですけども、この中で米

軍から関西国際空港を軍事利用したいという要求

が出されてることが明らかになりました。この中

で、関西国際空港は軍事利用しないというのが開

港以来の精神であると思うんですけども、地元市

長として地方自治の立場から、また戦争から市民

を守るという立場からも、このガイドラインとそ

れから関空の軍事利用反対という立場の、第２期

工事を前にしてそういう声明なり主張をする必要

があると思うんですけども、市長の考えを一番初

めにお聞かせください。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 関西国際空港の軍事利用と

いう問題につきましては、過去から本会議でも４

回ほど御質問があり、明確に答弁をいたしており

ますように、当初からこの関西国際空港の建設と

経過から申し上げまして、そういう軍事利用とい

うのは全く想定をしておらなかったわけでござい

ますし、私自身もそういうことがあってはならな

いというふうに考えているところでございます。

関西国際空港は、我々地元合意のもとに、かつ

民間活力の導入によりまして、地域地元も参加し

てつくった空港でございます。そういうことから

しましても、そういう特に軍事的な利用というも
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のは想定しておりませんし、そうあってはならな

いというふうに考えておりますので、従前からそ

ういう立場で御答弁を申し上げておりますし、現

在もその考えに変わりはございません。

○議長（薮野 勤君） 大森君。

○５番（大森和夫君） 前回１２月も私この質問を

しましたときには、新ガイドラインという法案に

対して、まだ全容が明らかになってないというこ

とで、そういうことがまだわからないということ

で、そういう反対の表明はできないという市長の

御答弁だったんですけども、今米軍が民間の主要

な空港とか港湾関係を有事の際には利用すると言

うて、特に関西国際空港がその名前に挙がってる

ことはもう新聞紙上でも明らかですし、先日の国

会の議論の中でも、関西国際空港を利用さしてく

れということになってますのでね、新ガイドライ

ンが通りますと、これは利用されることは明らか

になってしまうんです。

そういう意味で、やっぱり地元市長として、こ

れ市長には協力という要請だけですけども、実質

は関空利用を地元市長は断れないような情勢があ

るので、そういう市長の軍事利用絶対反対という

ことをやっぱり国や府にも明らかに主張する、そ

ういう申し入れすることが必要だと思うんです。

ですから、そういう立場で府や国に申し入れる予

定があるのかどうか、空港会社も含めて、それを

もう一度お聞かせください。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 特に改めて申し入れという

ことは、現在考えておりませんけれども、そうい

う軍事利用はさせないという立場を明確にいたし

ておりますので、その主張はしていきたいと、こ

ういうことでございます。

〔傍聴席より発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） 静粛に願います。大森君。

○５番（大森和夫君） ほんとに第２期工事を前に

して、岸元知事なども、当時の田中角栄幹事長が

軍事利用すると言ったときには、飛んで行って国

にもそういう軍事利用反対ということを言いに行

ったように、これは開港以来の根本的なことなの

で、市長にあっては文書なりでも申し入れをぜひ

ぜひやってもらって、それがやっぱり住民を守る



市長としての役目になると思いますので、ぜひそ

れをお願いしたいということを訴えて、これはも

う意見にかえて終わります。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 質問に入る前に、きょう市

の職員がやたらと廊下とかロビーにいっぱい立っ

とるんですけども、それから警察の車も庁舎内に

入っとるんですが、これは市長が指示をして配置

をしとると思うんですが、なぜこういうことを開

かれた議会の中でされたのか。異常だと思うんで

すね。

財政難でいろいろ財政改革が言われとるのに、

市の職員が多数職場以外のとこに立っとるという

のは、一体どういうように市民に対して市長は考

えとるのか、そこをまず一遍聞いときたいと思う

んです。これだったら民主的な議論というのはな

かなかやりにくいと思うんですね。どういうよう

に市民を、また傍聴者を考えていらっしゃるのか。

市長にまずそれをちょっとお聞きをしておきたい

と思います。

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。今

上程されておりますのは議案第３９号、公有水面

埋立についての審議でございますので、その発言

は議案の方に簡潔にまとめてお願いしたいと思い

ます。

〔傍聴席より発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） 静かに。小山君。

○２番（小山広明君） 我々は市長の考え方はいろ

いろあるとしても、やっぱり民主的に議論をする

ということで保障されてここに立っとるわけです

ね。それなのに、市民も当然傍聴権があるという

ことで傍聴していらっしゃるんですね。いつもな

い市の職員が玄関とか階段とか廊下にたくさん立

っとるという状態は、やはり審議をする前提とし

て、市長が市民に対して、また議会に対してどう

いうような対応をしとるのか。こういうことは異

常だと思うんですね。

戦前我々は、何か犯罪を犯すんじゃないかとい

うことで、いろんな苦い経験もしとるわけですよ。

やはり戦後の我々の社会というのは、市民を信頼

し、そして運営をすると。そして、もし事件があ

れば、あった段階からそれに対応するというのが
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過去の戦争時代の反省じゃないですか。

そういうことからいえば、何ら理由も示されず

公務員を市民を監視するような形で配置するとい

うのは、審議を前にしていささかやっぱり問題で

すよ、これは。市長のある意味の市民に対する、

議会に対する、意見の違う者に対する１つの姿勢

を示すんじゃないですか。それだけ私は指摘して、

市長は認めるんですね、答弁しないということは。

認めるんだったらそれでいいですけどね。だけど、

それは市長、いやこういう考え方でこうしたんだ

と言えば、そら一定の議論がありますけども、審

議を前にしてこのことはきちっとやっぱり私が指

摘しとるわけですから、そうでなかったらそうで

ない、ちゃんと答弁するべきじゃないですか。

議長もそこへ入って、僕は市長に質問しとるん

ですから、あなたかてそういう状態知っとるわけ

でしょう。あなたは全然知らないんですか、その

状態、異常な状態を。あなたは民主的に議論させ

るという責任があるじゃないですか。あなたに黙

ってされたんですか。だからそこを聞いとるわけ

ですから、黙って答弁しないんだったら、それは

認めたということで、それは一定の市長の姿勢が

示されたことですからいいですけどね。どうなん

ですか。

〔「議案審議」の声あり。その他発言する者あ

り〕

〔小山広明君「私、ちゃんと正式に手を挙げて

議論しとるんやから、変なやじせんといてく

ださいよ」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 上程されておる議案審議に

戻ってください。小山君。

○２番（小山広明君） 市長も、あえて私がきちっ

と指摘をしたのに、何の反論もしないということ

は、それを認めたということだと言わざるを得な

いし、議長も、至って議長が責任を持った議事運

営の中で、こういう状況の中で審議をせざるを得

んというのは、議長の権威、議長の立場を僕は汚

したことだと思いますので、そうでないんであれ

ばそうでないと、ちゃんとやっぱり議論していた

だきたいと思うんですね。

それでは、提案されとる議案に沿って質問をさ

していただきます。



先ほど助役が議案説明をされましたが、１７日

に大阪府知事から意見照会があって、１８日に異

議がないという、そういう文書を公にされた。や

はりそういう意見照会があってから、具体的にそ

のことについて行政としての審議というんか議論

というのを僕は当然なされるんだと思うんですが、

なぜこんな早い段階で異議なしというようなこと

が言えたのかどうか。

そこをまずお聞きをしたいと思いますのと、何

をもって異議ないと言うたのかですね。当然１期

工事があるわけですから、１期工事の中でいろん

なことが、約束されたことができたこともありま

す。しかし、いまだに見通しの立たないものもあ

ります。そして、関西新空港は言うまでもなく地

元の共存共栄、公害のない空港という２つの中心

課題で建設をしておることは、これは異論がない

わけですね。そういう点で地元の共存共栄がなさ

れたのかどうか。そして、公害がない空港という

ことが果たして今日においても守られておるのか

どうか。そこをぜひ、どう評価をして２期はいい

ですよと言ったのかをお聞きをしておきたいと思

いますのと、２期についての事業内容をもう少し、

ポイントでも結構ですから、きちっとどういうも

のなのかと、２期というのはですね。

この文書には入っておりませんけども、地盤沈

下というのは１期工事の中では５０％近く事業費

がアップしましたね。それだけの理由ではないと

思いますけども、しかし沈下の中身というのは大

変大きな問題を持って、８メートルの沈下予測が、

トータルでは⒊５メートルでありますけども、絶

対に下がらないと言われておったいわゆる洪積層、

かたい地盤が大幅に沈下しておりますね、これ。

そして、軟弱と言われた沖積層の地盤は、むしろ

計算よりも下がってないと。このことを見れば、

２期の埋め立てが沈下問題でどんな問題を持つか

というのは、当然予測しないといかんですね。

そして、２期の沈下は、１期のときにもう既に

言われた１８メートル沈下するということで、同

じように計画しとるんじゃないですか。文書には

っきりないですけど、当初１期は８メートル、２

期は１８メートル沈下ということを言われたのが、

そのまま２期は１８メートル出してきとると思う
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んですね、計算すると。海面から⒎５メートル土

を盛って、最終的には⒊５メートルにするんだと。

沈下は１８メートルですから、５０メートル近く

埋め立てるわけですね。これは当然、１期のとき

に予想しなかった洪積層の沈下に大きく影響しま

すね。その辺の１期における洪積層の大きな沈下

は、２期の場合ではどういうふうになっとるのか。

これは関空とか国とかというもんじゃなしに、

関西新空港が１期の轍を踏まないというためには、

ここは押さえておかなければならないとこですね。

そういう点でどういうふうにこのことを議論し、

評価されたのかをいただきたいのと、それから採

算性の問題ですね。

１期の方で採算性というのは、全くこれは営業

収入、これはそちらからいただいた資料でござい

ますが、これは中間、半年なんですが、営業収益

が６００億円。営業収益が６００億円に対して営

業費用が４５５億円、その差額が１４５億円です

ね。それで、利子支払いが２４０億円あるんです

よ。だから営業収益、いわゆる原価を引いた残り

が１４５億円に対して金利を２４０億円払わない

けないわけですから、こういう１期の事業の状態

の中で、２期は出発点で１兆４，３００億円ですか。

１期のときは出発点で１兆円ですね。当然この２

期というのは、当初の計画よりはかぎ型にして、

面積を減らして抑えておりますけども、これは当

初から言われた２兆３，０００億円という事業規模

ですね。

そうすると、１期の１兆円に対して２兆３，００

０億円という予算規模、将来そうしますからね。

それにまだ横風用滑走路があるわけですから、こ

れは全く採算性には寄与しませんね、この横風用

はもちろん。２期において、２兆３，０００億です

から１期の⒉３倍ですね。需要が倍あったってだ

めなんですよ。単純な計算で４倍以上需要がなか

ったら あってもこの数字を超えることはでき

ないわけですね。そうすると、これは大きな問題

として、地元が共存共栄するといっても、もうか

らへんかったら金の出るとこがないわけですから。

そういう点では、関西新空港というのは伊丹空

港の廃止を前提にということでやって、伊丹は残

っておる。神戸空港はつくると言っとる。滋賀に



も空港をつくると言っとる。中部にもつくると言

っとる。こういう背景をずっと考えるならば、と

にかくつくるのが先あって、理由は後でつけた。

こういうことが関西新空港の今までの歩みじゃな

いですか。その犠牲を一手に引き受けてくるのは

地元じゃないですか。だから地元の財政は破綻状

態、大阪府の状態も破綻状態。

そして、大阪府はいろんな財政計画をしており

ますけども、年間４８億円出す関空への投資は減

らしてませんね、これ。これ１年間で終わるわけ

じゃなしに、１０年間４８億ずつ出していくとい

う計画でしょう。だから、この議会の中でもいろ

んな公共事業の見直し、土建政策のやり直しとい

うことをいっぱい言われておりますけども、最大

の公共事業、土建事業というのは関空じゃないで

すか。ここにメスを入れずに、ほかのいろんな公

共事業をどうのこうの言ったって、そら全然成り

立つ話じゃないですよ。

そういうことから考えるならば、１７日に意見

照会があって、異議なしというような回答をする

向井市長のやり方というのは、どこまでその議論

の中身を責任を持って精査したのかどうか疑わし

いわけなんですが、今言ったことに対して、具体

的な検討内容も含めて答弁をいただきたい、この

ように思います。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 小山議員の御質問

についてお答えいたします。

１点目の１７日に意見照会があって１８日に直

ちに上程した、これはどういうことを検討したん

かということなんですけども、意見照会はこれま

で事務手続の中で十分検討を加えたもの、一連の

流れのものでございます。したがいまして、添付

されてる図書につきましても、環境アセスメント

のときに提出された図書がついております。また、

縦覧期間中ではございますが、本市議会の全員協

議会の場におきましても、出願された図書につい

ては造成会社の方から十分御説明申し上げてると

ころでございます。

それから、２期事業の何をもって異議ないと言

ったのかということですが、特に公有水面埋立法

第４条においては、大きな免許基準が設けられて
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おりまして、このうち特に４項目について市域へ

の影響等を検討いたしました。

具体的には、１つには埋め立てが国土利用上か

ら見て適切であり、かつ合理的なものであること

という表記がございます。２つ目には、埋め立て

が環境保全と災害防止に対して十分な配慮がなさ

れていること。３つ目には、埋立地の用途が土地

利用または環境保全に関する国や地方公共団体の

法律に基づく計画に反していないこと。４つ目に

は、埋立地の用途に照らして公共施設の配置及び

規模が適正であること等々基準がございますが、

そのうち環境保全の項目につきましては、既に環

境影響評価要綱等に基づく環境アセスメントが実

施されているところでありまして、本市としても

市公害対策審議会の意見を踏まえまして、おおむ

ね妥当であるとの回答を行っているところでござ

います。

また、土地利用上の問題についても、アセスメ

ントの前提として、計画適合性があるものと認め

られております。

さらに、関空の立地についても、全国総合開発

計画、近畿圏整備計画、大阪府の総合計画、また

泉南市の第３次総合計画にも、行政計画上位置づ

けられているものでございます。したがって、基

本的には法上の免許基準には反しないということ

で我々は考えております。

２期事業の事業内容についてでございますが、

２期事業の事業内容につきましては、現在のＡ滑

走路３，５００メーターの沖合にＢ滑走路４，０００

メーター、それから横風用のＣ滑走路の地盤改良、

これを行うということが主な事業内容となってお

ります。

沈下の問題につきましては、１期のときは平均

沈下量が１１．５メーター、２期島についてはそれ

より深いところで行われるということで、１８メ

ーターでございますが、そのうち、この間も全員

協議会のところで造成会社の方から説明がござい

ましたが、１８メーターのうち４メーターは工事

完了後５０年間ぐらいをかけて沈下していくと、

このように説明があったところでございます。

次に、採算性でございますが、小山議員おっし

ゃったのは１０年度の中間の決算の報告だと思い



ます。今のところ１期につきましては、関空会社

の方から現在聞いてるところによりますと、営業

開始後５年度で単年度黒字、９年度で累積損失解

消、いわゆる配当が可能な状況という当初の目標

は、若干のおくれを余儀なくされてると聞いてお

ります。したがいまして、単年度黒字については、

今後増収努力、経費節減等の経営合理化努力を行

うことにより、早期の目標達成に向かって努力を

重ねると、このように聞いております。

累積損失解消の目標につきましても、２本目の

滑走路が供用される予定の２００７年より前には

累積損失を解消し、配当を行えるよう努力すると、

このように聞いております。

関連しまして、２期事業につきましては、７次

空整の航空需要を前提に、金利等についてある予

測値を用いて試算したと聞いております。現在の

ところ単年度黒字は、２期滑走路供用開始後おお

むね七、八年後、累積損失解消は２期滑走路供用

後、単年度黒字に要する期間のおおむね２倍程度

の期間と聞いております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 冒頭の埋立免許に対する地

元市町の同意、意見照会につきまして判断をした

点、先ほど樋口参与が申し上げました点につけ加

えまして、もともと第７次空港整備５カ年計画時

点から、全体構想の推進という立場でこの全体構

想の実現に向けて努力をしてまいりました。その

間、飛行ルートの問題、あるいは環境影響評価の

問題等をクリアした中で、また一定の漁業補償等

なされた中で、今回提出をされてまいりました。

市といたしましても、２月の２４日から３月１

６日まで市役所におきまして出願図書の縦覧がな

されました。その間、その縦覧された方につきま

しては、一応２名というふうに聞いております。

なお、本市におきましては、意見書の提出はござ

いませんでした。

そういうことを踏まえまして、私といたしまし

ては、現在の厳しい社会経済状況の中から、１兆

５，６００億のプロジェクトを早期に着工するとい

うことが、この泉州地域の活性化にもつながる。

そして、建設部門を中心とした資機材需要に非常
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に大きな貢献をするというふうにも考えておりま

すし、また建設労働を含めたそういう雇用の促進

というものにつながるという判断から、一日も早

く現地着工ができるようにしたいというふうに考

えまして判断をいたしたところでございますので、

あとはこの議会で御議決を賜って、早期に回答を

したいというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 私が質問したことにきちっ

と答えてないんですよ。だから１期の答えが１つ

出とるわけですね、１期ということの結果がね。

そこを踏まえて２期を判断するはずですね、普通

は。１期のときは、期待とか希望でやれると思い

ますよ。しかし、共存共栄なり公害のない空港と

いうことが、一定１期の中で答えが出とるんです

ね、具体的に。そのことを十分に検証して、その

評価があって初めて２期ということになるでしょ

う。あなたは、私は推進の立場ですからという、

ただそれだけですよ。推進といったって、市民の

ためになるから推進でしょう、あなた。

そしたら、市民のためになったのかどうかとい

うことを１期の検証で十分やらなかったら、より

大きな間違いを先送りすることになるじゃないで

すか、これ。あなたは今財政を責任持って抱えと

って、１期の結果になったことは事実でしょう。

いろいろあなた方も、議会にも市民にも約束して

きたことすら守れないこともあるでしょう。それ

はあなたの責任というよりも、関空なり府なり国

に対して責任を追及するべきものもあるでしょう、

それは。あなた方の準備不足なりあなた方の力不

足でならない面は、それは相手に言うても仕方な

いけどね、少なくとも文書で約束し、議会はいら

立って反対決議まで上げて、今ごろ何しとるんや

ということを一般市民は言ったぐらい、議会の中

の議論というのは、１期のやり方について大いな

る不満を持っとるのが事実じゃないですか、これ

は。

空港を当面認めるという人も、いやおかしいと

いう人も含めて、やっぱり議会に示してきた内容、

また態度１つにしても、同意してしまったらもう

見向きもしないという、そういう表現の中に如実

にあるんじゃないですか。そのことを厳しく追及



せずに、２期は私は推進だから、１７日にもらっ

たら１８日に異議なしというようなことを公に言

うたら、相手はどう感じます、これ。ああ、守ら

んかて、泉南市はいつでも異議なしと了解してく

れるんやなというようにとりませんか、相手やっ

たら。あれだけのことをして、あれだけの不満が

あったら、そう簡単には異議なしと言うてもらえ

んなと向こうが思うのが当然じゃないですか。

だから、あなたの今の答弁の中に、何にも１期

についての評価というのは一切ないんですよ。そ

んなもん答弁になりませんよ、あんた。そら資機

材に貢献するとか、建設労働者の雇用にもつなが

る。そらつながるでしょう。しかし、それはどこ

かの何かを奪ってそこが伸びるだけであって、ト

ータル的に伸びるのかどうかというのは、また別

問題でしょう。ほんとにすそ野の広い、働きたい

と思う人がみんな仕事があるという、憲法にもう

たわれとる働く義務があるんですから、当然行政

なり政治は働く仕事をまんべんなく与えるという

責任があるでしょう。空港だけがあったらすべて

の雇用がパッと上がるということでないことは、

１期の反省からよくわかるんじゃないですか。地

場産業はめためたじゃないですか、これ。

全部、今まで苦労して、営々と何十年とここで

働いて、地域のために貢献してきた業種がなくな

ってるじゃないですか。それを簡単に、空港がで

きたからといって、それらの産業に切りかえれる

質のものかどうかということも含めて、空港がで

きたら地元がよくなるということを考えないかん

でしょう、それは当然。いや、あんたら、それは

努力が足らんからだと、世の中変わっとるんだか

ら、どんどん今までの業種を切りかえて、新しい

ことをやらないかんのやと。そんなことやらへん

かったらどんどん外から入ってきて、りんくうタ

ウンにも今までにない、泉南市にこれまで縁も何

もなかったような企業家が来て、あこに工場つく

ってもいいと、そういうことを考えるんですか。

そうじゃないでしょう。やっぱり泉南の中で経営

者として事業を経営してやってきた方が、この空

港の建設によってうまく乗れるというものであっ

たかどうかということも含めて、ここに空港をつ

くるかどうかの判断を行政の長としてはするんじ
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ゃないですか。

だから、あなたの仕えた浅羽市長、前面に立っ

て空港に反対してきてるんじゃないですか、あん

た。それが同じ行政が、時代が変われば、１７日

に回答があったら１８日に異議なしというような、

そういう意見を表明するというふうなことは、僕

は浅羽さんは恐らくそんなことは考えてなかった

と思いますよ。先頭に立って浅羽さんは、空港は

百害あって一利なし、公害があるんだと言って反

対してたじゃないですか、この場で。その人にあ

なたは信頼を受けて、泉南市に公務員として来て

いらっしゃるんじゃないですか。そして今では浅

羽さんの後を継ぐ市長として、そこに座っていら

っしゃるんじゃないですか。

そしたら、もう少し浅羽さんが懸念した、ブル

ースカイというんか、青い空というふうなことを

言ったでしょう。３つのブルーとか何か言われた

でしょう。（「スリーブルー計画」の声あり）ス

リーブルー計画て言われたでしょうが。あなたは

そこを恐らく立案し、計画し、実質的な業務を担

ってきたと私は思いますよ。そういうあなたが、

１期でこれだけの問題があるにもかかわらず、２

期は異議なしというふうなことを私はそう簡単に

言ってもらいたくないし、そのことは決して市民

のためになると思わないんで、私はその１期の評

価を受けて、なぜ２期かということを聞いとるん

だから、そこはちゃんと答弁してくださいよ。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 関西国際空港１期のときの

総括ということにつきましては、特に関連地域整

備を中心に１つ取りまとめをして、議会の皆様方

にもお示しをしているところでございます。

特に泉南市を含めたこの泉州地域というのは、

都市基盤の整備が非常におくれていた地域だった

というふうに思っております。それが関西国際空

港の立地に伴いまして、関連地域整備を含めたそ

れぞれのまちが、特に道路あるいは下水道等を中

心とした都市整備のインフラが大幅に進捗したと

いうことがあります。これは当然目に見えている

わけでございますから、あなたも実感をされてる

というふうに思います。

それから、雇用の面につきましては、空港島に



おきまして、これはまだホテルができる前の調査

ではありましたけれども、泉南市から約６００人

程度の方が働きに行っておられるという調査結果

も出ております。６００人といいますと人口の１

％に相当する数でございますから、そういう面で

は非常に大きな雇用の効果があったというふうに

思っております。

それと、公害等の関係では、いわゆる３点セッ

トの中にあっては、特に空港島との共存共栄とい

うことの中におきまして、私ども２市１町もその

一環といたしまして空港島内の駐車場の管理を財

団法人をつくりまして関空会社から受託して、毎

年三千数百万円の収益を上げまして、市の緑化基

金に入れております。

また、特に空港の環境面におきましては、１つ

残念なのは飛行ルートの問題がございましたけれ

ども、これは当初からの努めて海上を飛行しとい

う問題につきまして、当初の１６万回あるいは２

３万回可能というものが、現実には十二、三万回

で限界に達するというようなことがございまして、

新たに陸上ルートというものが出てまいりました

けれども、これについても８，０００フィート以上

の高さにおいて陸域に入るという一定の計画の中

で、地元市町も同意をしたという経過がございま

す。

いずれにいたしましても関西国際空港の１期の

果たした役割というものは非常に大きいというふ

うに考えておりますし、今後さらにこの関西国際

空港の機能を充実させることによりまして、名実

ともにアジアのハブ空港として、日本の玄関口と

して位置づけをして、そして後背地の市町におい

ては、臨空都市圏という形でのまちづくりが大幅

に進展するというふうに期待をいたしております。

まちづくりでありますから多少の時間はかかる

かというふうに思いますが、着実に進展をしてい

くものというふうに期待いたしております。です

から、そういう１期の総括も含めて、私といたし

ましても２期事業に早急に対応するというものが

非常に大切ではなかろうかということで、判断を

いたしたものでございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） ようやく議論が少しかみ合
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ってきたと思うんですね。しかし、そこで挙げら

れた内容というのはお粗末なものですよね。６０

０人の雇用がふえた、それから３，０００万円の収

入があると。そのことで失ったものはどうか。評

価するんであれば、同時にそれもちゃんとやって

やらないと、やはり議論にならないですよ。６０

０人というのはどういうスケールのものかね。

製造業に従事しとるのは、恐らく６，０００、７，

０００人おるんですね、泉南市は。それが年々減

ってきとるのはどれぐらいのものかというのも統

計出とるはずですよ。そしたら、やっぱりそうい

う６００人というふうなスケールが、ほんとに関

空をつくったことでの評価をし、２期をつくると

いう判断になるのかどうかですよ。もう少しやっ

ぱり、評価するにしても都合のいいとこだけをす

るんじゃなしに、マイナス面こそむしろ言って、

それが２期についてどうかということを議論して

いただかないといけないと思いますしね。

それから、８，０００フィート守られておるから

云々という話もありましたけども、市長、やはり

私たちというんか住民は、陸上を飛ばないという

ことで、不満はいろいろあっても、わかりやすい

形として関空は公害のない空港だと。当然、海上

につくられるわけですから、海上にルートを限定

するというのは自然の説明でありますし、あの当

時もし８，０００であろうと１万であろうと陸上を

飛ぶと言ったらあの空港はできなかった、重要な

問題ですよ。

それをつくったら、今回裁判も我々住民と一緒

に起こしましたけども、そのことを言ったらどう

言ったと思います。驚くべきことを言っとるんで

すよ。陸上を飛ばないと言ったけども、そんなこ

とは大阪府の知事には一切権限ないんだと。関空

も、飛び立ったらどこを飛ぼうとうちの権限外だ

と。運輸大臣の至って専権というようなことであ

ってというように答弁しとるんですよ。随分、我

々市民なり議会に説明したこととは違いますよ、

これ。

それをわかっておりながら、そういうことをあ

えて説明せずに、きれいな言葉で、陸上は飛ばな

いと、海上だけだから公害がないんだということ

を思わしめて、そして、さあ陸上を飛んだからお



かしいじゃないかと言ったら、いやそんなものは

大阪府の知事にも権限ないんだと。関空は、まし

てや飛び立ったらどこを飛ぼうと、うちは運輸省

の指示どおり行くんだから知らないと。こんなこ

とをもしあの困難な、地域が全部反対してるとき

に言ってごらんよ。絶対あの空港はできておりま

せんで。

そういうようなこそくな、都合のいいことだけ

を言って空港をつくってくる、未来に本当に市民

のためになるような状態にならないと私は思うん

ですね。そのことの結果が、もう既に１期の中で

あらわれとるわけですね。

あなたは玄関口になると言われましたけども、

玄関口となるという具体的なことは何だと思いま

すか。泉佐野市の商業地域のりんくうタウンに、

２１世紀のガラス張りの高層ビルがどんどん建っ

た絵をかいとったでしょう。あれがいわゆる玄関

ということの具体的な答えだったんじゃないです

か、１期のときの。そういう状態が今のりんくう

タウンの泉佐野のとこにありますか。そこになけ

れば、当然泉南市のりんくうタウンにもそんな状

態は生まれませんよ。今後、そういうふうな状態

があるとは言えない。

そら効率を考えて、大阪に本社があればどんど

んそこへのアクセスを発達させればね、そら飛行

機が落ちるかもわからない、音がある、こんなと

こに別にオフィスを持たなくても、大阪の方にオ

フィスを持てばいいわけですから、玄関じゃなし

に、空港周辺というのは余りいろんなもの、人間

が住むようなことは余りないのが、つくる方から

言えばあえてつくりたいことないですよ、そら。

いろんな問題あるわけですから。

そういう点では、玄関口にふさわしいといった

って、そら道路はできたでしょう。下水道もそら

強引にやってきたでしょう。そのことは何も直接

的な泉南市のとりたてて言うようなことでは私は

ないと思うんです。それはやらざるを得んからや

ったんでしょう。泉南市が要望しなくても、空港

につながる道はつけるでしょう、そら早く大阪へ

行きたいから。泉佐野でとまるところをちょっと

延伸をして、和歌山市の方も、また近畿自動車道

へもつながないかんから、そのルートは行きます

－３６４－

よ。

しかし、市民が生活に使っているような道路の

整備というのは遅々として進まない。そこに予算

を投入すれば、当然こちらの方の予算が回ってこ

ないわけですからね。一丘団地から砂川に通ずる

道路は、いまだになかなかつかない。そのうちに

計画道路の上に工場が建てられて、膨大な費用を

払って立ち退きをしてもらうというふうなことを

今進められとるでしょう、１５億円からかけて。

そして、いまだに田んぼがあって、いつでもつけ

られるような一丘団地から２６号線に通じるよう

な道路は、全くめどが立っていない。これはりん

くうタウンへ道をつけたために予算をそっちに投

入したから、そこがおくれとるとも見えるわけで

すよ。そういう点では、きちっとそういうことも

含めてやはり検証していかなければならないと私

は思います。

それから、先ほど技術的な問題で言いましたけ

ども、沈下の問題ですね。１期のときに言われと

った１８メーターが、２期は何の修正もなく１８

メーター出てきておりますけども、空港会社が下

がりませんよと言うようなことを信じていけるの

かどうかですね。１期のときもそれは間違いない

と言って沈んだわけですから、さっき私がいろん

なことで言いましたように、はるかに洪積層の問

題は、素人が考えても大変な問題ですよ。

これは、大丈夫ですよというだけの回答じゃな

しに、どういう理屈で大丈夫かということをちゃ

んと聞いておるんですか。１期、当然そういうこ

とがあったわけですから、そのことで地元に入る

予定の固定資産税もいろんな問題も影響を受けと

るわけですから、これはやっぱり重要な問題とし

て押さえとるのかどうか。大丈夫ですよだけの言

葉でないと思うんですが、その点をきちっと答え

ていただきたいと思います。

それから、環境の問題にもちょっと入りたいん

ですが、ほかの人もされると思いますから、環境

は素人的に考えても、海をあれだけ埋め立てて山

を削って環境に負荷がないわけはないわけで、国

会の方でも審議されとるように、もうアセスメン

トというのは総合アセスでなければだめだ。今回

の問題でも、土取りは大阪府が個別に環境アセス



やってますね。空港会社は、造成会社は埋め立て

ることでのアセスをやっとる。

当然、そういうことをやればいろんな形での関

連した動きがありますから、そういう点では関空

的な大きな事業についてはきちっと総合アセスを

しないと、地元に住んでいる我々としてはもろに

総合的な環境の影響を受けるわけですから、地元

の関心としては、総合アセスをどこかにきちっと

やらすような要求を私はしないと安心して住めな

いと思うんですが、そういう総合アセスをどうい

う手法でやって、議会なり市民に示せるかどうか、

その総合アセスの問題をぜひお答えをいただきた

いと思います。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 小山議員の御質問

の件、１つは沈下の問題、下がらないと言ってい

た、その辺の明らかな約束、その辺の話なんです

が、これについては３月５日、全員協議会のとき

に小山議員、関空造成会社の方にお尋ねになった

と思いますが、そのときの回答は、造成会社が小

山議員に対して行ってると思いますが、１期の沈

下については、洪積層の沈下はわからなかったと、

初めてのことだった、わからなかったと。学者も

入れて検討したが、結果的にそうなったと。２期

は１期のその経験を踏まえて、現在のところは追

加はないと。したがいまして、沈下は１８メート

ル予定してるけども、竣工までは１４メーター、

竣工後は４メーターということのお答えがあった

と思いますが、我々としては専門の技術陣でもご

ざいませんので、今はその答えを信用してまいり

たいと、このように思っております。

それから、騒音アセスにつきましては、御存じ

のように工事中につきましては環境監視機構とい

うのが現存、これからもずっと続いておりますの

で、何かあったらその環境監視機構の中で問題が

あったら提起していくと。工事中の記録について

も事業者において記録も続けていくと、このよう

な答えがあったと思われます。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） いや、答えになってないん

ですよね、これ。私、ずっとるる言ったんですか
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ら、１８メートルの問題性を。１期のときに１８

メートルはもう言われとったんですよ。同じ１つ

の言い方で、２期１８メートルで入って、洪積層

の経験があるからと言ったんですが、やはりそれ

は１期がなければ僕はそれでいいと思うんですよ。

１期の場合で結果的には３．５ですが、これは新聞

報道でも当初から最大で１１．５メートル、最小で

８メートルという見解が出とったと言われており

ますね。だから、それは政治的に、普通だったら

真ん中とって１０メーターという話になるのか、

最悪を考えて１１．５でいくのかという問題はあり

ますけども、そういう経緯があるんですよ。そし

たら、２期の場合では最小１８メートルで、最高

が何メーターかというのも当然検討はしとると思

うんですね、ぴったりいくわけないですから。

その辺のことを１期の反省に立つならば、何か

向こうが言わないから黙ってるというんじゃなし

に、やはり下がらないんであればそれなりの根拠

を示してくださいと。あなたが知らなくても、行

政はそれなりの技術屋さんに、コンサルもおるし

いろんな人がおるわけですから検討さして、あ、

これだったら大丈夫だなとか、そういうものはち

ゃんと責任持ってやっていただきたいと思うんで

すよ。宗教じゃないんだからね。信用するという

だけでは、１期の問題があるからそれは通らない

と思うんで、これは答弁になってない。２期はな

いと言われても、わからない。

それから、総合アセスは工事中に環境監視云々

とありますが、アセスというのは工事するまでに、

工事したらどういう影響があるかということをす

るのがアセスなんですよね。工事中の監視機構と

いうのはアセスでも何でもない。それは監視機構

で、監視なんですね。それは、環境アセスでやっ

たような数字がちゃんと守られているかどうかを

工事中の監視でやるわけですよ。

だけど、１期のときでも問題になって、国会で

附帯決議が出とるわけですから、やはり大規模な

事業においては、総合的なアセスをせないかんで

すよという附帯が出とるですね、これ。出とるん

ですよ、知ってますかな。だから新しく時代が変

わっていっとるわけですから、そこらを反映して、

やはり影響を受けるのは地元住民ですから、その



辺はちゃんとやっていただきたいんですね、少な

くともここに出してくるまでに。

だから、そこはやはりまじめにちゃんとやって、

その上で評価というのはいいとしても、そういう

ことをちゃんとやってくださいよ。いや、やっと

るかもわかりませんので、そこはちょっとお答え

をいただきたいんですけどね。国会のそれは知っ

てますか。総合的なことをするように、現在の分

は不十分だからという部分は、御存じですか。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） アセスにつきまし

ては、新しいアセスにつきましての環境影響評価

法の施行は、平成１１年６月からということを聞

いております。２期事業については大阪府の環境

影響評価要綱に基づいて、従来の手続で進めてお

るということでございます。

それから、沈下のことにつきましても、環境評

価の住民説明会のときに泉南市でも質問がありま

した。そのときにも同じようにお答えをしてると、

その答えどおり答えさせていただきました。

〔小山広明君「後の地盤沈下の件」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 我が国の土木工学の中にお

きまして、洪積層上にこれだけの大きな盛り土を

するというのは、今までかつてなかったわけでご

ざいます。御指摘ありましたように、沖積層につ

いては非常に軟弱な粘土層でありますから、それ

が沈下すると。速度も非常に速いというのはわか

っておりまして、これについては、あなたは下が

らなかったとおっしゃいましたが、下がらないよ

うに地盤改良をサンドドレーンなりサンドコンパ

クションでやって、あらかじめそれを砂ぐいなり

に置きかえて行ったということでございます。

洪積層については比較的深い位置にあるもので

すから、特に海上では通常水圧がかかってるわけ

なんですが、それが今度土圧に変わるということ

で、加重増に対して沈下するということでござい

ます。ただ、洪積層というのは非常にかたい粘土

層でありますから、粘土が下がるというのは水分

が抜けるということになるわけなんですけれども、

圧密沈下でございますけども、これについては一

般的に非常に長い期間にわたって、ゆっくりゆっ
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くり沈下するということが想定されておったわけ

であります。絶対量としては当初予想とそんなに

大きく変わらなかったんですが、その速度そのも

のが非常に速かったということが、学説上とは違

う実際の結果としてあらわれたということでござ

います。

そこで、第２期につきましては、第１期のそう

いう経験も踏まえて、あるいはデータ収集の中で

当初から１８メーター沈下するということの予想

をいたしております。その中で、１４メーターに

ついては比較的早く沈むであろうということで想

定をいたしておりまして、残りの４メーターは、

先ほど申し上げましたように何十年あるいは５０

年ぐらいでゆっくりゆっくり沈下するということ

で、トータル１８メーターということを想定いた

しておりまして、これは当然１期のそういう学習

効果も踏まえて想定をいたしておりますので、答

えとしてはそう違わない結果になるというふうに

考えております。

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。時

間も経過しまして、回数も重ねておりますので、

簡明にその疑義をただしていただくこと、そして

議事進行に協力を願います。

○２番（小山広明君） 答弁がきちっと返ってこな

い部分もあるんで、議長においては少しその辺は

考えをいただきたいと思います。

今も議論しておりますけどね、私ずっとるる初

め言ったことに全然答えてないんです。８メート

ルと１８メートルという問題は当初から言われと

った問題で、１８メートルが１１．５メートルにな

ったときに１８メートルという数字が出たわけじ

ゃないということを言っとるんですよ。だから当

初から２期は１８メートルだと、１期は８メート

ルだということが出とったのに、そのままの数字

を使っとるのはおかしいんじゃないかと。

それと、今再質問で言いましたけども、前は８

メートルが最低で、１１．５メートルまで下がるよ

と言っとったのが、一番最悪のとこまで下がった

から、その面では予想どおりだというコメントも

あるからね、この１８メートルというのはどうい

うレベルの数字かということを言っとるんで、僕

は別に１８メーターがどうだと言っとるんじゃな



い。こういういいかげんな、地元に対して説明し

たことと違っておることを問題にしとるんですよ。

我々はそのことを１つの前提にして議論し、全体

的な雰囲気では同意をする部分があるわけですか

らね。そういう点で、１兆円でやれると言ったも

のの大きな原因が地盤沈下ですからね。

２期も、財政的にもさっきも言ったように大変

な費用を投入して、回り回れば地元に影響してく

る。その大きな原因は、やはりこの埋め立て事業

の沈下問題なんで、この辺は地元に対して、おま

えら説明してもわからんだろうじゃなしに、専門

の人が見たらわかるようなデータをちゃんと出し

て、異議なしと言うだけじゃなしに、そういう数

字をちゃんと説明するべきじゃないかと。審議の

あり方について質問しとるわけですから、そうい

う点でやはり市長が思うよということじゃなしに、

１８メートル沈下というのはこうですと、わかっ

てもわからんでもやっぱりちゃんとしたデータ、

科学的なデータをちゃんと出していただきたいと

いうことを質問しとるわけですから、そこらを勘

で、思いつきで答弁してもらったら困るんですよ。

全然答弁しとったって意味がないわけですから、

その辺をぜひお願いしたい。

それから、総合アセスについてもほとんど答弁

ないわけですね。私たちの世の中は、総合的に影

響を受けるわけですから、そういう点では関空の

２期については、地元の方からはやっぱり総合的

な環境影響評価をしてもらうということを私はぜ

ひやってもらいたいと思うんです。そういう点に

きちっとした答弁がないんですよ、議長。その辺

きちっとしていただければ、あとの評価の問題は

そらかまへんですけども、やっぱり質問しとるこ

とについて答弁をぜひお願いをしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。明快に

答弁をお願いします。

○市長公室参与（樋口順康君） 小山議員の騒音の

アセスの関係についてお答えします。

小山議員もこれをお持ちだと思いますけども、

この生活騒音の騒音の欄のところで、空港の運用

のところに、航空機の運用、それから連絡橋の交

通等、自動車、鉄道の騒音、それから空港の建設

工事中の建設資材等の運搬のための騒音というこ
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とで、それぞれこのところには騒音アセスという

ことで載ってございます。いずれもその辺は環境

基準値を下回ってるものが多く、支障は及ぼさな

いというような評価が書いてございます。これに

ついては、環境アセスのあの分厚い本の中にも入

ってるはずでございます。

○議長（薮野 勤君） 沈下の問題。

○市長公室参与（樋口順康君） （続）沈下の問題

でございますが、先ほど御答弁させていただきま

したそれ以上の答弁は、私はできません。

○議長（薮野 勤君） 先ほど申し上げたように、

小山君、その辺の趣旨をまとめてもらいたいと思

います。小山君。

○２番（小山広明君） お示しできないってね、や

はり１日でそんな異議なしということを回答する

んですから、そらできないと思いますけども、や

っぱりそれは最低１期の方で問題になったことに

ついては、２期は大丈夫ですよと言っても、その

背景は１８メートル、同じ数字使っとるわけです

から、抽象的な表現ではなしに、ちゃんとこうこ

うこういう理由で大丈夫なんだということを示す

のが、最低限やはり地元に対する姿勢であります

し、議会に対してもその辺はきちっと示さないと、

それは議論になりませんよ。だからそうやって、

ただ答えが先にありと、何を急ぐんか知りません

が、とにかく早く異議なしと言って工事に早くか

かってほしいんだと。建設会社の議論じゃないわ

けやからね。

我々は長い、市民はこれからこの地を逃げるこ

となく住み続けないかんわけですから、本当に将

来にとって大丈夫なのか。今一番この環境の問題

で、開発問題が本当にだれにとっても大きな課題

で問題になっとるわけですから、それは単なる雇

用がふえたらいいとか、ハブ空港で玄関になった

らいいとか、そんな能天気なことで済むような状

況じゃないですよ。我々は少し我慢してでも、本

当に未来のための自然を本当に責任持って少しで

も汚さずに手渡していくという、そういう課題を

負っとるのが今の時代を生きる人たちの責任じゃ

ないですか。

市長の言うように、いまだにそういう事業があ

ったら雇用がふえるんだと。雇用ふえてますかい



な。今大阪市でどれぐらいの人が野宿をしとるか、

市長知ってますか。どんどん野宿をし、青いテン

トでね。マラソンの中継をしても、背景にはずっ

と青いテントの野宿者のあれが映るわけですから

ね。それぐらい社会的にどんどん雇用が不安にな

り、失業がどんどんふえとるんですよ。それをな

お、これ以上空港の建設を進めて、本当にそうい

うものがなくなり、すべての人が働きたいという

ときに仕事があるというような、そういう社会が

この延長線上にあると思うんですか。

本当に今までの進み方の何を反省し、これから

どうするのか。市長は２１世紀に足をまたぐ大事

なところの市長を務めていらっしゃるわけですか

ら、今までずっと市長も公務員としてやってきた、

そういう１つの時代のあり方に対して方向転換す

る責任が、あなたの個人的な考え方は別としても、

市長としてはあるんじゃないですか。

先ほども関心が全然ないことが賛成したような

表現もありましたけども、２人というのは、１人

は私なんですね、閲覧したのは。もう１人も議員

なんですわね。それだけ住民はもう関心がないん

ですよ。それをみんな認めとるんだと一方的にあ

なたがとるというのは、私はやはり都合のいいと

り方じゃないかなと思うんですね。ほんとに市民

は政治に失望し、何を言うたってしゃあないと、

もうどっちみちだめになるんだからと、そういう

自暴自棄になるような状況こそ今進んどるんじゃ

ないですか。

そういう点で、市長は、どんなことがあっても

この時代にやったことが大きな答えを出すわけで

すから、やはり関空の問題については大阪府や国

と違う立場で、彼らがうるさい市長やなと言うよ

うな、市長の立場は、市長しかとれないですよ。

地元住民が益も受けるかもわからんけど、被害を

もろに受けるわけですから。大阪市の人や国の人

が騒音被害受けないわけですからね。

この問題は、単に環境基準を守ったらいいとい

う位置づけではなしに、静かな泉州に空港をつく

るんだから、より環境を汚さない、そういう静か

な環境を守るために特段の配慮をしたという中で、

飛行ルートを海上に限定したわけですから、環境

基準さえ守ればいいんだと、そういうようなもの

－３６８－

では全然ないですよ、この問題はね。

しかも、航空機騒音というのは、音を出す特性

になって、音を下げれませんからね。回数で制限

されるという限界性を持っとるわけなんですよ。

だから、飛行機の回数がどんどんふえればそれだ

け環境は悪くなるという性格を持っとるわけです

から、やはり環境基準さえ守ればいいという、そ

ういうような立場ではなしに、本当に静かなこの

泉州を少しでも汚さないようなことを地元として

やるんだと。そういうことをぜひやって、この埋

立同意については、市長の異議なしというのは撤

回をしていただきたいと思うんですがね。

市長が撤回せんのであれば、議会の方で撤回す

るかどうかというのは判断をするわけですけども、

これは大いに関西新空港も、地元の議会が同意し

ない限り関空つくりませんと言っとるわけですか

ら、せっかく彼らがそういうように明言をして、

我々に関空をつくるかどうかの大きな権限を与え

られている状況であるということを我々もよく考

えて、この問題が本当に住民のためにどうかとい

うことを納得した上で賛成か反対かという議論を

議会もするべきだし、市長もそういうことの議論

には理解を示すべきだと、そのように私は思いま

す。

意見にしておきます。

○議長（薮野 勤君） ほかにありませんか。

島原君。

○１７番（島原正嗣君） １期工事からこの問題に

かかわってきた議員の１人として、御質問をさせ

ていただきます。

また、空港委員会でも何回か委員会を持たれま

して、詳細については議論をさしていただきまし

たが、主なものについて聞いておきたいと思いま

す。こういう議論は、空港委員会でも申し上げま

したが、１００年に１回か、一生のうち１回か、

それくらいの議論しかできませんので、議論をさ

せていただきます。

先ほど助役さんの御提案の中で、２期工事に関

する共存共栄の要件は整ったと、こういうお話を

したわけでございますが、具体的には一体どうい

うことなのかですね。空港委員会でまとめた要望

書というものが、すべての２期工事にかかわる条



件なのかどうかですね。

問題は、よく言われるように、１期工事の段階

で関西空港あるいは国においても十分な地域整備

等、共存共栄という顔が見えないのではないかと、

そういうところに多くの市民の不満もあると思う

んです。したがって、この第１種空港は当然国の

責任において本来やるべきでありますが、いろん

な財政上から第三セクター方式という形になって

るわけです。

けれども、この４年間、１期工事の状況を見て

まいりましても、若干長くなりますけれども、泉

南市は１０年前、２０年前は地場産業である繊維

産業、その他の企業、産業においてもかなり多く

の人員を使い、雇用の創出も図られてきた。しか

し、今はもう夜８時になると、泉南市で一番大き

なまちである樽井なんかはもう電気が消えてる、

こういう状況であります。

したがって、２期工事における地元商店街の活

性化、地場産業の商業の活性化と雇用の創出など

含めて、もっと具体的に関西空港とか国にどのよ

うな考え方をもって対処していくのか、お聞かせ

をいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 先ほど本議案につきまして

御説明をさせていただいて、先ほどの小山議員と

のお話の中でも地元の共存共栄というお話がござ

いましたということでございます。

具体的に私どもが先ほど説明の中で申し上げま

したことは、一連の手続、例えば環境問題、環境

アセスの問題、あるいは新飛行経路問題、あるい

は漁業補償の問題、それに地域整備の問題という

中で、一連の条件が整ったのではないかというこ

とを申し上げました。

中でも、主に経済的な面でのお話が今あったか

と思いますけれども、地元との共存共栄という場

合に、先ほど市長からもるる御説明を申し上げま

したけれども、道路、下水といったハード的な最

低の地域整備、基盤整備というものがかなり進ん

だというのは、これは明らかな事実だろうという

ふうに思っております。また雇用の面でも、先ほ

どたった６００というお話もございましたけども、

人数からすると本市にとってはかなり大きな影響
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があるというふうに私は考えております。

ただ、議員の方がお示しの一般的に商工業の衰

退というものが、なかなか関西空港ができたから

地元がたちまち繁栄するといった絵になってない

というのは、事実であろうというふうに思ってお

ります。それは一方で、糸へん産業といいますか、

地場産業の全国的な、あるいは泉州地域一般的に

衰退をしていっているという事実というものとも

大きな影響があろうかというふうに思っておりま

すので、関空ができたから商工業がたちまち活性

化をしていくという問題ではないだろうというこ

とと思っております。

関空の開港と地場産業の振興というのは、大変

難しい課題ではございますけれども、直接的には

雇用の問題、あるいは関空本島でのいろんな事業、

あるいはりんくうタウンにおける事業の中で、地

場産業が新しい展開をしていくと、そういう中で

活性化が求められていくのかなというふうに考え

ております。

それと、一般論でございますけれども、先日来

の予算委員会の中でもいろいろ御議論をいただき

ましたけれども、地域振興券でありますとか、い

ろんな利子補給の充実の問題でありますとか、そ

ういった施策の中で商工業というものも、またそ

ういう側面からも活性化を図ってまいりたいとい

うふうに考えております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 私も実は繊維産業に勤め

ておった関係上、いわゆる空港関連企業としての

企業倒産なり企業閉鎖なりというのが、とみに１

期工事の時点から紡績産業、繊維産業の場合は急

速に激しくなりました。そういった意味で、地場

産業である先ほど申し上げました繊維産業等は衰

退をしていく。かといって、ほかに何か求める新

しい企業や産業が来たかといいますと、この数年

間見てみましても、そう目新しい企業や産業は来

ない。経済不況ということもありますけれども…

…。

私が申し上げたいのは、１期工事の時点でも国

や関空、大阪府はその地場産業、あるいは共存共

栄のできる、そういう空港にしたいんだと、こう



いうことを当初から言ってきたわけですね。そし

てまた、２期工事においても同じことを言ってる。

先ほどどなたか言われましたように、やっぱり第

１期事業の検証をきちっとすべきであって、ほん

とに共存共栄という視点から、我々がそういうこ

とを信じて 私は第１期工事のときにも賛成を

した立場にあるわけでありますが、そういう者の

立場からいえば、非常に冷たい環境に置かれてい

るということですね。

もちろん空港そのものの構造が、例えばこの泉

南市域において、外国から来たお客さんが食事を

していくという環境に整ってない。３０分もあれ

ば大阪市内にすっと入っていく。ホテルニューオ

ータニあるいは一流のホテルはすべて大阪のミナ

ミ、キタに混住してるわけでありますが、果たし

てこの下の市役所の食堂の椿グリルで飯を食った

り、たにとでうどんを食うていく外国人なんかほ

とんど見たことない。庶民的な感情からいえば、

空港が来ればおれのとこの食堂にも来るだろうと、

おれのとこの商店街にも来て何か買ってくれるや

ろと、そういうささやかな夢や希望というものが

あったと思うんです。だけど、現実はそういう波

及効果は一切ない。

ただ、先ほど助役さんがおっしゃったように、

１期工事、２期工事を含めて応分の補償のできた

のは漁業補償だけである。その漁業補償について

も、一定の積算基準も明らかにされていない。一

般市民からすれば、公正な補償を、公正な運営を、

公正な共存をするべきではないか、私はそう思い

ます。そういった意味では、もっともっと国にも

関空にも行政として指摘するべきことはきちっと

指摘をしなきゃならんのではないですか。

私は、第１期工事のときにも、泉大津の市民会

館において、この関西国際空港の設置及び延長進

入表面等の指定に関する公聴会の公述人として出

席をいたしました。その時点で私の指摘したのは、

絶対関西空港は陸上を飛ばさないという条件が入

ってる。いわゆる３点セットの中に海上空港、空

港本島計画は海上であるから、成田やあるいは東

京空港のような二の舞は踏まない、こういう前提

があって、陸上を飛ばさないと、こういうことに

なったわけです。
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ところが、何か聞くところによると、いろいろ

コンピューターのミス、計算ミスで陸上を飛ばさ

なきゃならんと言って、去年から陸上を飛んでる。

必ずそういうことになるのではないですかと私は

公聴会で申し述べました。また、今回も金曜日の

１０時ごろまで市役所に残りまして、４月１４日

の公聴会には公述人として出頭する予定でありま

す。

いずれにしても、言ったこと、議論したことが

きちっと守られるような、そのような関空にする

べきじゃないですか。私は、今のやり方というの

は一方的で、何１つ地元にはメリットがない。確

かに道路や下水道は整備されました。それは泉南

市だけでなく、阪南市もそうでありますし、泉佐

野市もそうであります。そういった意味では、何

か目に見える、この関西空港に対する地元の共存

共栄できるものは何なのかということを私は考え

るべきではないかと思います。

そこでお尋ねしますが、問題はそのような環境

整備をきちっと行政としてはやられて、陸上ルー

トの問題についても、これからどういう形になっ

ても陸上は飛ばない、現在のコース以外に変更は

ない、そういう判断をお持ちなのかどうか、改め

て御答弁をいただきたい。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 飛行ルートの件で

ございますけども、これは運輸省が大阪府に対し

て飛行経路問題を協議するときに最近で答えてお

るものでございますけども、今の新しい飛行ルー

トでやりますと２３万回まで可能なんですが、た

だいろんな空域における能力の問題、例えば例の

ＲＮＡＶという次世代の管制システムがあります

が、そういうものの改善策とか、全国的な航空路

網の拡充等々が必要なんですけども、今の関空の

空域における問題は、今回の陸上ルートを導入、

陸上ルートだけじゃなくて、あと到着ルートも１

本加わりましたけども、そういうことで解決され

たと、このように回答がございます。

今後の飛行経路にかかわる監視というんですか、

新しい飛行経路についての協議する場として、先

般来から御説明しておりますいわゆる五者協、運

輸省、関空会社、大阪市、我々泉州市町の協議会



のメンバーが構成メンバーとなりまして、定例的

にこの新しい飛行ルートについての協議、問題点

を話し合う場もできております。また、リアルタ

イムに航空機騒音も入るシステムもできておりま

すし、そういうことで監視体制も強化されたと、

このようになってございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） 参与、問題はあれでしょ

う、この関西だけでも、今後できる空港島を含め

て現在の関西空港、大阪空港、さらに今言われて

るのは神戸空港、中部空港、小さいけれど、びわ

こ空港等々が言われてるわけであります。わずか

半径５０キロや１００キロ以内にそれだけの空港

が将来できたとするならば、現在言われてる陸上

ルートだけで、あるいは海上ルートだけで航空行

政の上のいわゆる陸上の飛行ルートというものが

維持できるかどうか、そういうことを心配してる

んですよ。

そういった意味では、当初の第１期工事に示さ

れた３点セット、すなわち空港本島計画、地域整

備計画等々については、きちっとした検証を市独

自でやらなければならないのではないかなと、そ

んな思いを私はしているわけです。いやいや、そ

らそんなことないと、君が考えてるとこまでしな

くても、きちっと現在の積算基準でいけば、ルー

ト問題についてもこれ以上将来の泉南の陸上は飛

ぶことない、今の和泉山脈、貝塚を中心としたル

ート以外に変更はない、このような確証をお持ち

ですか。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 島原議員のお尋ね

の件でございますが、これにつきましても平成９

年９月１２日に運輸省から大阪府の回答のところ

に、神戸空港とのすみ分け、それから現在の伊丹

空港ですが、大阪空港との空域とのすみ分けにつ

いて回答がございます。当然のことながら今の関

空の新しい飛行ルートは、神戸空港、大阪空港の

立地を前提として、新しい飛行ルートというのが

設けられたということでございます。そのような

回答になってございます。

○議長（薮野 勤君） 島原君。

○１７番（島原正嗣君） いや、現時点では、今御
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回答いただいたんですが、若干従来の回答とは違

った回答ではないかというふうに思います。問題

は、やはり関西空港というのが１つのアジアのハ

ブ空港としてこれからいろんな形の中で始動して

いく。あるいは経済拠点として、関西の中心とし

て、私たち泉南市も発展をしていかなきゃならん。

私は、経済だけ発展してもどうにもならないと思

うんです。ある意味では環境と経済と、それらの

総合性、整合性を含めた対応というものが地方自

治体でも真摯に討議をされなきゃならん。国の言

いなりに、国の試算どおりに果たして信頼できる

かどうかということも一応考えていただきたい。

さらに、ガイドラインの問題についてもそうで

ありますが、２期事業と関西空港の関係、第１期

工事のときにもいろいろありましたけれども、既

に外国から、アメリカから兵隊さんが関空におり

たという歴史的な経過もあるわけであります。ま

た、民家の上に飛行機が落ちたらどうするんかと、

こういうこともあります。そういった総合的な、

難しい問題はありますけれども、将来を含めた検

討というものを市独自でも私はもっともっと究明

するべきであろうと思うんです。

そこでお尋ねしますが、問題は２期工事 あ

んた笑ってるけど、笑ってることじゃないで。聞

いてる方は真剣じゃないか。参与、こんなん冗談

で聞いてるんやないんやで。これだけの質問考え

るのに１週間、１カ月かかってるんだから。口下

手な私が聞いてるわけやから、もっともっと真剣

に議論しましょうや、ある意味では。賛成にしろ

反対にしろ、意見はちゃんと交換をして議論する

のが当然ですよ。民主主義の原点ですよ。

問題は、２期工事も１期工事も、私の言いたい

のは、共存共栄ということをいろいろ言ってるわ

けですけれども、一体２期工事の共存共栄の見え

る顔とは何なのか。やはり関西空港や国にそうい

うことをきちっと詰めておく必要があるんじゃな

いですか。

漁業権に対する補償は一定の決着がついたわけ

ですから、我々がとやかく言う必要はないと思い

ますが、私は地域整備についても、漁業権に対す

る補償の程度、１００％せよとは言わないけれど

も、一定の補償を泉州８市か９市ですかね、４町、



５町には当然私はするべきだと思うんです。そう

いった意味で、本市は第１期事業の積み残しも含

めて、今後第２期事業のいろんな地域整備の問題

も含めて、いわゆる共存共栄のできる国に対する

要望とは一体何なのか、もっと具体的に御答弁を

いただきたい。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ２期事業に向けて共存共栄

というのが具体的に見える形でという趣旨の御質

問かというふうに思っております。この点につき

ましては、いろんな側面からの共存共栄というの

はあろうかと思いますが、１つは空港問題の特別

委員会で、昨年から１期の総括も含めてかなり時

間を取って御議論をいただいたというふうに私ど

もは認識をいたしております。

そういう中で、議会と一緒に３月４日に大阪府

に要望し、回答をいただいたということになって

おります。回答の中身については、空特委で御説

明をさせていただきましたけれども、なるほど必

ずしも、例えばこういう施設がここにできますよ

というふうなはっきりした答えはございません。

ただ、私どもの市の発展にとって、りんくうタウ

ンあるいは済生会の跡地の問題、斎場の問題、そ

れから福祉ゾーンの問題、泉南市の将来にとって

最低限必要なものについては、我々として確認を

してこれたというふうに私どもは思っております。

これをてこに、財政状況も非常に厳しい中ではご

ざいますが、一つ一つ事業を着実に進めていきた

いというふうに思っております。１つ言えば、こ

の要望書、あるいはこれに対する回答が１つの総

括になっておるのかなというふうな感覚で思って

おります。

それから、補償といいますか、地域整備に対す

る財源の問題、この問題についても府財政再建プ

ログラムということで、非常に厳しい中でなかな

か進展をしていないというのは、これは事実でご

ざいます。ただ、一方で、額的には思ったような

満額の回答ではございませんけども、将来、これ

も御説明を申し上げましたけども、９市４町を対

象にしたそういう地域整備に対する資金的な手当

ても府で検討しておるということでございますの

で、今後は我々もそういうものの活用について府
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には物を申していきたいと、こういうふうに思っ

ております。

以上でございます。

〔傍聴席より発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） 静粛に。島原君。

○１７番（島原正嗣君） ３０分ぐらいで、あとわ

ずかでやめますが、問題は、その第１期工事の積

み残しの関係という問題に触れましても細かいこ

とは別にしても、泉南市自身が直接要望した問題

の大きな課題は残ってるわけですよね。そうでし

ょう。例えば南ルートの問題にしても、こんなも

の５００万円や１００万円でできる仕事と違いま

すやん。本来なら私が空港委員会で申し上げまし

たように、何回も言っておりますけれども、これ

はやっぱり２期工事の決定までに南ルートの位置

づけをすることが必要ではないですかというお尋

ねを再三してるわけです。また、いろんな委員会

の中で御指摘のあった問題でもあります。

したがって、この前の埋立造成会社の答弁では、

今のところそういうものはできませんと、計画に

もありませんと、こういうことを言ってるんです。

ですから私は、もっともっとそういった意味では、

この南ルートを中心にしたあり方というもの、地

域周辺整備の積み残しの関係についての詰めとい

うものをきちっとするべきではないかなというふ

うに思っております。

現在の北ルートだけでは、これはどうにもなら

ないわけです。連絡橋の通行料が高いだけであっ

て、そう一般市民には喜ばれてる状況でもありま

せん。まして風速３０メートル、４０メートルの

風が吹けば、あの橋は使えないという状況でしょ

う。そういった意味では、泉南市が言ってる南ル

ートの連絡橋は、物理的にも論理的にも筋が通っ

てるわけでありますから、せめてそういったこと

ぐらいはきちっとした言質をとっておくというこ

とが大事ではないですか。私はそう思いますよ。

大きな調査費も使ってきてるわけでありますから、

それか、もうできなきゃできんということをきち

っと市民に説明する必要もあるのではないかなと

思います。

いずれにしても、私は顔の見える地域整備、あ

るいは共存共栄という視点に立った取り組みを議



会、行政一体になってやらないと、市民は不信を

募らすばかりです。空港だけ発展して、地域には

何もないのではないかと、そういう意見もたくさ

んありますよ、議会や行政には聞こえないかもわ

からないけれども。そういう意味で私たちは最初

から、冒頭申し上げたように関西空港推進という

立場に立って賛同してきた者としては、今日まで

解決できないということは非常に残念です。これ

からももっともっと関西空港という問題、数多く

の問題が残されておりますけれども、やっぱりこ

れは市長が先頭に立って問題解決のために最善を

尽くしてほしい、私はそう思います。

以上、意見として言っておきます。

〔傍聴席より発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） 傍聴席、静粛に。向井市長。

○市長（向井通彦君） 島原議員御指摘ありました

ように、１期の積み残しの分も相当ございます。

今回、２期要望の中で再度詰めを行ってまいりま

した。その中で、すぐにできる部分と中期的な部

分、そして長期的な部分と３つに分かれるかとい

うふうに思いますが、大阪府の現在置かれてる厳

しい状況の中での回答といたしましては、一定の

評価をいたしてるところでございます。

ただ、御指摘ありましたような特に大きな南ル

ートという問題につきましては、やはりまだ今後

の課題でございますし、できるだけそれを実現し

ていくために一歩一歩地歩を固めていかなければ

いけないというふうに思っております。ベイエリ

アの中に位置づけしていただいたのもそうですし、

関空協の要望の中にも位置づけをしていただきま

した。

今回の府の回答の中では、関空会社も含めて技

術的研究会の設置ということも回答いただいてお

りますので、これらを回答いただいたという中身

の実現をこれから求めていくというのが、さらに

残っているかというふうに思いますので、私を先

頭に全職員挙げてこれの正確な、また的確な履行

に全力で取り組んでまいりたいというふうに存じ

ております。

○議長（薮野 勤君） ほかにございませんか。

井原君。

○１番（井原正太郎君） 先輩議員がかなり細かい
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点まで詰められましたので、私の方から２点確認

また質問をしたいと思います。

私どもがこの関西国際空港第２期工事に関して、

今までに至った経緯を見てみるときに、泉南市と

いうのは非常にドラスティックな歴史をたどっと

ると思うんですね。泉州路がこぞってこの関空に

反対したときに、それに風穴をあけたのが泉南市

であったと思うんですね。そのような始まりから、

そして非常に大ざっぱですけども、１期事業があ

あいう形で完成を見た。

ただし、御存じのように泉南市はいわゆる扇風

機の裏だというふうなことで、第２期工事に関し

てはいわゆる反対決議が行われました。そのとき

にいろんな形でマスコミからも注目をされた中、

本当に私どもの同僚の議員が逮捕されるというふ

うな大きなアクシデントもありました。そういう

ふうな歴史の中で、いよいよこの第２期工事の埋

免の最終段階にただいま参っております。

その中で、またしても昨年から、扇風機の裏や

と言われながら、１つは土取りが約束された事実

がありました。そして、それも大阪府の方から結

局取らないというふうなことでほごにされた、そ

ういうふうな歴史を刻んでまいりました。

市長としては、委員会の方でもその方向づけは

示されたわけなんですけども、このことに関して

非常に田尻町あるいは泉佐野市等とはまた違う思

いを持ったと思うんですね。そういった意味で改

めて、今要望もし、回答もいただいておりますけ

ども、そのことに関する整理を市長はどのように

されておるのかをお伺いしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私は以前から、泉南市が扇

風機の裏だというふうなことは一切思っておりま

せんし、そういうことはないと。臨空都市圏とい

うのは、多少時間かかりますが、どこの国際空港

を見ていただいてもわかりますように、その波及

効果というのは極めて大きなものでございますか

ら、大阪湾ベイエリアすべてが将来のいわゆる臨

空都市圏に入るというふうに考えております。

それから、御指摘ありました土取りの問題に関

連して、今回の大阪府に対する要望並びにその回

答に対する評価かというふうに思いますが、確か



に土取りというのは、平成８年に要望いたしまし

て、法の一定の規制の範囲内で、ピーク時におい

てという制限つきではありますが、調達をすると

いう回答をいただきましたけども、残念ながら物

理的な問題、あるいは環境的な問題等々で大阪府

の方から極めて厳しいという回答がありまして、

結局断念せざるを得ないという状況になったこと

は、事実でございます。

一方、地域整備の要望につきましては、私ども

とそれから議会の皆様方とともに、大綱７点にお

いて要望をいたしまして、今回回答をいただいた

わけであります。その中には当然土取りに対応し

たものも３点含んでおりますが、これらの回答全

般を見た場合、今大阪府が非常に厳しい財政事情

の状況の中にあって、泉南市に対する回答につい

ては、１００点とは言えませんけれども、及第点

をいただける内容ではないかというふうに評価を

いたしております。すぐにできるものもたくさん

ございますし、中長期的なものもございますけれ

ども、私は誠意ある回答をいただいたというふう

に評価をいたしております。

ですから、今後はまたこれを確実に履行させる

といういわゆる追跡の対応をきちっとやっていか

なければいけないというふうに思いますが、回答

内容としてはおおむね了とするところでございま

す。

○議長（薮野 勤君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 市長の認識の中で、我々

がこの空港に関しては共存共栄、空港をつくるに

当たって３点セットといいますか、そんな中で認

識してきたわけなんですが、改めて私は、もうち

ょっと市長の方の認識のトーンが低いというふう

に理解しとったんですけども、扇風機の裏なんて

とんでもないというふうな理解を僕は受けたんで

すけども、今までの市長の認識なり見解とはずっ

とそういうふうなことであったんかなということ

で今改めて思ったわけなんですが、それで間違い

ないわけなんですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） これは過去の、あなたの党

の先輩の議員さんもそういう御質問をされて、私

が言いましたのは、扇風機に例えるんであれば卓
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上首振り扇風機なんか考えなさんなと、天井につ

いてる扇風機を想定してみてくださいと、そうす

れば大阪湾全体に風が当たる、日が当たると、こ

ういうことでございます。

○議長（薮野 勤君） 井原君。

○１番（井原正太郎君） 市長の認識がそういうふ

うなことであったというふうなことは、僕もちょ

っと認識が甘かったなというふうに思うんですけ

ども、いろんな質疑の中で、私どもの地域は、り

んくうの南浜を見てもわかるように、一定地域整

備はやむなくここに至ったけれども、実際問題私

どもの泉南市というのは非常におくれたよという

ふうなことが、あの第２期工事の反対決議じゃな

かったかなというふうに私は理解しております。

そういった意味で、今回改めて土取りもほごに

されたというこの歴史、そして改めて、市長、ま

た議会もあわせて大阪府の方に要望に行ったわけ

なんですが、今市長は及第点に及ぶ評価をしてお

られましたけども、具体的に先ほど僕も、田尻と

かあるいは泉佐野市とは一味違う回答を私どもは

いただかなかったらいかんだろなというふうに思

うんですけども、その及第点の意味するとこを具

体的に示していただきたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私は、今の時代ですから、

要望するにつけても地に足のついた、市民生活に

密着したものを要望しようということで取りまと

めをいたしました。

その中で、回答にもありますように、特に下水

道あるいは道路、それと、これは１期の積み残し

の部分でもございましたけども、泉南保健福祉医

療ゾーンの明確な回答、それから将来展開に対す

る担保、それからりんくう南浜の緑地に対するに

ぎわいづくりのための施策、それは我々の方も要

望しておったわけですし、大阪府の方も一定それ

は我々の要望してた場所と別に考えるという問題、

それから全体的な財政支援の中でのいろんな知恵

の出し方ですね、これらについても一定回答をい

ただいておりますし、それからりんくうタウン内

の４車線化を含めたいろんな整備のおくれていた

部分、これについても一定の方向がきっちりと示

されたというふうに考えております。



また、山手についての国定公園の整備等につい

ても現在進行中でございますが、これも確実に仕

上げるという回答もいただいておりますので、極

めて誠意のある回答ではないかというふうに考え

ているところでございます。

〔井原正太郎君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） ４時１０分まで休憩をいた

します。

午後３時１６分 休憩

午後４時１２分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

なお、本日の会議時間は、議事の都合によりあ

らかじめこれを延長いたします。

質疑を続行いたします。 和気君。

○１３番（和気 豊君） 待ちに待って、私、過般

から頑張っておられます空港特別委員会に籍を置

いておりません。そういうことで非常に素人的な

質問になるかもわかりませんが、その点はお許し

をいただきたいというふうに思います。

関空の原点というのは、何よりも１つには環境

問題、いわゆる環境がどう守られるか、２つ目に

は地元との共存共栄の問題、３つ目には財政負担

を地元には及ぼさない、この３つがいわゆる３点

セット、原点であっただろうと、こういうふうに

思います。

それで、先ほどからの論議を踏まえて、私は１

つ地元との共存共栄、この問題について、できる

だけ重複する部分を避けて、市長並びに市当局の

皆さんにお伺いをしたいと思います。

それで、先ほどからのやりとりを聞いておりま

すと、多少借金はふえたかもしれないけれども、

都市基盤整備、インフラ整備については一定の成

果を上げて、そのことによって住民の福祉に寄与

した、こういうふうに聞こえるわけですが、その

点間違いがなければ、それを踏まえてお伺いをし

たいというふうに思うんですが、確かに大阪府の

いわゆる空港関連整備ですね。例えばりんくうタ

ウン、これらの関連で確かに事業は進みました。

大阪府の要請を受けた事業は進みました。

例えば、市長がよく自慢をされます３ルートで

すね。樫井西岡田吉見線、市場岡田線、それから
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まだ途中ではありますけれど、信達樽井線、この

３路線、７２億のお金をかけてやられたわけです

ね。そのうち５２％が市の持ち出し、借金を含め

て。府貸し、起債が４割、こういう大変な膨大な

借金のもとにこの事業が進められたわけですね。

その影響がどう市民生活にあらわれたのか。まさ

に第１期事業の総括は、市民の立場に立って、こ

の事業がいかに市民生活を守る上で、いわゆる可

になったのか否になったのか、そういう点の総括

が市民サイドに、市民が主人公の立場に立って総

括することが求められているというふうに思うん

ですが、これだけ膨大な借金がふえた。その影響

が福祉や教育、あるいはそのほかの職員の人減ら

し等にあらわれなかったのかどうか、その辺の総

括はどのようにされたのか、お伺いをいたしたい

というふうに思います。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） ２期事業に関連して、共存

共栄という立場で、とりわけ都市基盤の整備、事

例として道路について挙げられましたけども、こ

れが結論とすれば、市の財政を非常に圧迫して福

祉、教育を捨てることになるのではないかという

ふうな御意見だろうというふうに思っております。

確かに現状、市の財政状況は、大変厳しゅうご

ざいます。原因というのはいろいろあろうかと思

いますけれども、単に道路だけではありませんで、

総合福祉センターあるいは埋文センターといった、

いわゆる市民生活に密着したそういった箱物に対

する投資というのもその中に加えていけるだろう

というふうに思っております。

そういう意味で、関空の開港を前提としながら

今までおくれておったいわゆるシビルミニマムと

いうふうな都市基盤の整備、これに費用を費やし

ていったというのは事実でございますし、そのこ

とが結果として、今地方債といいますか借金が若

干ふえとるというのも事実でございます。

ただ、一方で、やっぱり市民にとっての道路、

公園、あるいは下水道、あるいは総合福祉センタ

ー、埋文センターという密着した仕事も一方でや

っておるわけでございますから、そういう意味で

市民の福祉向上という点にはかなり大きな貢献を

したものというふうに認識をいたしております。



ただ、今後の財政状況を見ますと、今までのよ

うな事業と投資というのはかなり難しい部分も出

てまいりますので、これは本議会で何度も議論を

させていただいておりますけれども、行財政改革

を進めるということで、市民への負担をできるだ

け少なくするという中で行財政改革に取り組んで

いきたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 一般的に言われますと、

何かそう問題がなかったかのように聞こえるんで

すが、各論で見てまいりますと、例えば先ほど商

工関係で、新しく空港が開港したことによって６

００人ほど雇用創出確保ができたと、こういうこ

となんですが、一方では商工予算が毎年のように

１０％を割って、どんどん減らされる。振興策に

ついてはほとんど見るべきものがない。今年度に

至っては、例えば佐野が商工振興策の中に利子補

給制度だけで１億５，０００万近い予算を計上して

いる。ところが、泉南市はわずか３００万、５０

分の１なんですね。ここまで来ているわけです。

それから、いわゆる学校施設整備も朝から論議

になりました。学級荒廃が叫ばれている中で、直

接学級運営にかかわる需用費、とりわけ消耗品費

ですね。平成７年に比べますと現在は何と５０％

になっている。平成１１年で５０％になっている。

こういうふうな激変ぶりの中で、現場の先生方は

非常に教育がやりにくい状態を訴えておられる。

学校施設整備に至っては、各学校から上がってき

ている大変な老朽化に伴う施設の改善要求、暗い、

汚い、それから怖い、こういう便所の改修等もそ

のまま捨て置かれて、どんどん悪化の一路をたど

っている。それに対する修繕費が何とわずか６０

０万と、こういうふうな １学校ではないんで

すよね。１１の小学校に対する年間の総予算の修

繕費が６００万、こういうところに具体にはっき

りとあらわれている。

福祉なんかでも、例えば１９人減った保母に対

する供給の方は、２５人の嘱託で間に合わせる。

正規の保母が退職等でおやめになったその後をそ

のまま放置をする。こういう形でまさにこういう

事業が、空港関連の事業、大阪府の言うことを聞

－３７６－

いて進めたこういう事業が、むしろ福祉や教育に

大きく具体にしわ寄せをしている、こういうこと

について、やはり各論でこうやって見てまいりま

すと、他市にはない大変な状況があらわれている

わけですね。

それから、医療関係でも、佐野なんかに比べま

すと１４億ほど泉南市の保健衛生費は低い。もち

ろん病院がないということで病院への持ち出しが

要らない分、２億４，０００万程度になっているわ

けですが、こういう本当に市民の身近な施策に大

きなしわ寄せがいってる。にもかかわらず、市長

は市民本位に一人一人を大切にした施策を進めて

いくんだと言われている。まさに言うことと現実

とが矛盾をしたことが空港関連でどんどん進めら

れ、そのしわ寄せが市民に大きくかぶさっていっ

ている。市民犠牲で出てきている。こういう事態

をどういうふうに考えておられるのか。このこと

について、先ほどきれいごとを言われましたけれ

ども、どうなんですか。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） るる御指摘をいただきまし

たけれども、ほとんど予算委員会の中で個別には

議論をさせていただいた、あるいは御質問いただ

いた案件かなというふうに思っております。

１つは、商工関係の分で６００名雇用といいま

すけども、私は大変すごい数字だなというふうに

思っております。その中で、特に利子補給の問題

についてもお触れになられましたけども、これは

当初予算にはそういう形で整理をさしていただい

ておりますが、これは今年度内にでもその利子補

給の対象について拡大をするといった方向で今検

討さしていただいてるということで、一層の充実

を図ってまいりたいというふうに考えております。

それと、教育の関係でございますけども、トー

タルといたしますと信達小学校の体育館の問題、

あるいは東小学校の屋上の防水工事等々を含めま

すと、予算的にはかなり配慮した予算になってお

るというふうに私どもは考えております。

それから、保健衛生費等の問題、これについて

もよその市との状況、病院の問題、あるいは火葬

場の問題等もございまして、単純な比較はできな

いというふうに思いますけれども、その辺につい



ては、担当部局の方で今後中身を分析の上、検討

してまいりたいというふうに考えておるところで

ございます。

そういった問題は個々ございますけれども、ト

ータルといたしまして平成１１年度予算という形

で上げさしていただいておりますが、先ほどの繰

り返しになりますけれども、財政状況が大変厳し

い中で、私ども職員につきましても、あるいは市

民につきましても、ある程度痛みの伴う部分も出

てこようかというふうに思っておりますけれども、

まさに将来のことを考えると、今は我慢のしどき

だというふうに考えておりますので、よろしく御

理解賜りたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） ６００人は決して少ない

数ではないと、こういうふうに言われました。し

かし、一方では、そういう商業振興施策はほとん

ど顧みられなかったということで、地場産業の繊

維が８５年から９５年の１０年間に、その当時４，

３２７人であったこの従業員数が９５年には１，７

３３人と２，６００人も減っている。これとの比較

で私は物を言っているわけですが、そういう１つ

は身近な施策のおくれ、雇用創出にも寄与してい

ない施策のおくれが、こういう結果を一方では生

み出している。これとの対比で物を言っているわ

けですが、６００人、確かにそれだけとらえれば

ね。私はこれとの比較で物を言っているわけです。

だから、個々に見ていきますと、各論では本当に

大変な状況が出来をしている。

一方、まちづくりの問題に戻りますが、この問

題だって、例えば和泉砂川のあの駅前の混雑、あ

るいは新家の一定整備をやられたというものの、

人口急増がそれに追いつかないということで大変

な状況はまだ回避はされていない、こういうこと

で府道和泉砂川停車場線、これの改修こそ市民の

立場に立てばまず優先して手がけるべきではない

かと、こういうふうに思いますよ。

それも、市長がいわゆる平島前市長の片腕とし

て、空港の受け皿としてのまちづくりをどんどん

進めてきた。例えば、高層のマンションなんかの

建設がやりやすいように開発指導要綱を改悪する。

こういう中で６２年１２月の改悪以降どんどんと
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マンションが乱立をして、あの許容量を超える和

泉砂川の駅前の状態が現出をした。それに対して

は手を打っていないんですよ、はっきり言ってね。

わずか７年で、空港関連の３ルートについては一

気呵成に７２億の金を使いやり上げていく。身近

な本当に市民の立場に立った交通安全対策、これ

の上で欠かせないような和泉砂川停車場線の改修

・整備、こういう問題はどんどん後回しに置かれ

てしまっている。これが今の施策の空港関連のま

ちづくり優先がやってきた結果として惹起してい

る現実ではないでしょうか。

この点について、大阪府に一定の協力を求める。

これは第１期工事のときに、埋免のあのときに要

望を出して大阪府に求めたことじゃないですか。

まだそれが積み残しの状態で大きく残っていく。

市民がほんとにそのことによって苦しんでいる。

この辺の総括を踏まえた場合、そうやすやすと第

２期工事にオーケーが、この要望書に対するまち

づくりの回答でやすやすとオーケーを出せるのか

どうか、私は非常に疑問に思います。

そういう点で、本当に市民の立場に立って、も

う一度第２期工事、本当に第１期工事のときに踏

まえた３つの原点ですね。共存共栄、そして公害

のない空港、こういう立場、地元に財政負担をか

けないという３点セットをもう一度見た上で、府

なり事業者に厳しく物を言っていく、こういう必

要があるんではないかというふうに思うんです。

まだ７月１６日まで日限があるわけですから、そ

の間十分練りに練ってそういう要望を対象の事業

主に十分に言っていく、こういうことが必要では

ないだろうかと、こういうふうに思うんですが、

そのまちづくりの問題、本当に大阪府の言いなり

になってまちづくりを進めてきて、住民を顧みな

かった、そのことについてはどうなんですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １期のときの地域整備つい

ていろいろ御指摘をいただきましたけれども、ま

ちづくりについては、いわゆる都市計画道路の計

画決定を含めて泉南市として位置づけをして、そ

してきちっとした道路網をメッシュに張りめぐら

して、そしてそれを実行しているわけで、言いな

りということではなくて、泉南市がこういうふう



にしたいということに対して、府の支援、国の支

援を求めてきたということでございます。

３路線だけではございません。長年懸案であっ

た中小路岡田樽井線も開通をいたしました。それ

から、御指摘ありました砂川駅前の府道につきま

しては、なぜ早くしないのかというお話でござい

ますけども、道路拡幅、いわゆる街路事業でやる

ということはあり得る話でありますが、地域の方

はそれを望んでおられないわけでありますね。そ

うなりますと両側へ拡幅ですから、転出という問

題があって、都市計画決定のときにその拡幅とあ

わせて、いわゆる再開発、面的整備をやって、で

きるだけその場所にとどまれるようにしてくれと

いうのがついておったわけであります。ですから、

我々はその趣旨にのっとって、道路拡幅と面的整

備が一体となるような再開発手法で今臨んでるわ

けでございますから、その辺は御理解いただきた

い。

街路でやれと言うならば、それは手法としてあ

り得るわけですから、それは１つの方法かという

ふうに思いますが、我々はやはり地域の皆さんの

御意見の中で、何とか一体的な整備を図りたいと

いうふうに考えてきたところでございます。

そのほかもいろんな計画をしましたけれども、

まちづくりについては大きな進展、成果があった

というふうに考えております。これがやはり空港

というものがなければ、これだけ一気にそういう

都市基盤整備が進まなかったというふうに考えて

おりますから、大きな空港のインパクトの１つだ

というふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 和気君。

○１３番（和気 豊君） 相も変わらず基盤整備を

手がけてきたことが、１つの大きな成果を生み出

しているんだと、こういうふうに言われました。

しかし、余りにもその見返りとして残っている

市民にかかわる事業が山積をしている、こういう

具体的な事実ですね。現に和泉砂川の駅前につい

ても整備されていず、大変な交通渋滞がラッシュ

時には起こっているわけですから、そういう点は

どういうふうに言いわけしようとゆるがせにでき

ない事実なんですから、市民の立場に立ったそう

いうまちづくりが後方に追いやられている。この
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ことについては素直に認めていただきたいという

ふうに思うんですよ。そのことが２期事業に対し

てどう市が臨むかの大きな基準になる、メルクマ

ールになるというふうに思います。

そういう点で、本当に市民の方に向かない行政

ですね。私は、言いなりという言葉が悪ければ、

肩がわりをして、本来やるべきでない事業を

府道堺阪南線からりんくうという大阪府が造成し

たところへ向けてつく道ですから、必要であれば

当然大阪府に全面的にそれをやらせていく。なぜ

肩がわりする必要があったんですか。これは何度

論議しても私にはなかなか理解できませんし、私

のこういうような主張は市民の皆さんにもお話も

して、そのとおりだなと。なぜあの樫井川の向こ

う側にそんな道が必要であったのか、このことに

ついてはなかなか理解できない、これが市民の素

直な感情なんですよ。

それよりも、もっと自分たちの身の回りの生活

道路や交通混雑で本当に困っている道をなぜでき

ないんだろうかと。例えば砂川樫井線ですね。こ

れなんかは本来、４９年に計画決定を打って、５

４年にはできていなければならない道路なんです

よね。これがまだ今もって、２５年たつ今もこれ

がそのままになっている、こういうふうな事態で

すね。これを行政がどのように総括をして、そし

て第２期に向けての判断にされるのか、こういう

ことが今必要ではないか、こういうふうに思いま

すよ。その辺もう一度御答弁お願いしたいと思い

ます。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 都市計画道路というのは、

市の将来計画のもとに道路網を形成してるわけで

ありまして、りんくうタウンへ行くということも

当然将来の道路交通網の一環として市が計画して、

そしてできるだけ有利な形で国庫補助をいただき、

残りの２分の１、４分の１を府に負担をさして早

期に完成をさせたわけでありますから、言いなり

とか肩がわりとかいう話ではございません。

それから、樫井西岡田吉見線ですね。川の向こ

うにも泉南市あるわけですからね。ですから、そ

れはきちっと道路網の整備をするというのは当然

でございます。あわせて、やはり道路網が非常に



おくれております西信達地区へのアプローチとし

て大きく貢献しているわけでありますから、それ

はそれなりに評価をいただきたいというふうに思

います。

あれは、真ん中が田尻町で、１市１町で共同事

業としてやったものでございますけども、そうい

うことで整備をしたということでございますから、

我々は旧来の都市計画道路の進捗は進捗として一

方でやりながら、なおかつ有利な条件で先ほど言

った３本の道路、１本中小路岡田も含めてですが、

４本ですね。道路の整備を行っているということ

でございますから、それは従来のものは従来とし

て行いながら、プラスアルファの部分としてやっ

ているわけでありますから、御理解を賜りたいと

存じます。

〔発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） 静粛に。和気君。

○１３番（和気 豊君） 従来の道は従来の道とし

てと、これが進んでないわけですよ。そして、市

民がそのことによってしわ寄せを受けている、こ

ういう現実をあなたはいっこも言われずに、有利

やとか、財政的に有利な手法をとったんだと。そ

うですか。違うでしょう。５２％が借金も含めた

市の持ち出しじゃないですか。そのうち４割が起

債で、後年度に大きな負担で公債費比率を上げて

るじゃないですか。それが１０３．５％という経常

収支比率、全国でも指折り数えるようなワースト

クラスに入って、そのことが行革という財政危機

ということで、それを口実に大変な市民負担の福

祉、教育の切り捨てをやってるんじゃないですか。

今、バブル期で大変な状況になっている商工業

者の皆さんにほとんど手を打つことなく、今日の

そういう廃業、倒産に追いやっている、こういう

現実。そういう状況にもかかわらずわずかしか商

工予算を計上し得ないという、そういうところを

総合的にひとつ判断をしてもらわないと、都市計

画道路は必要だからやったんだ 総合的な立場

で都市計画道路を位置づけてもらわないと、市民

はたまったものじゃないですよ。本当に市民のそ

ういう福祉や教育、本来自治体の仕事はそこにあ

るんです。健康をいかに守っていくか。

そういう立場に立って考えてみた場合に、この
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事業が果たしてどうだったのか。工事用道路、い

わゆるりんくうへの進入道路としてのこういう位

置づけが明確な道路をつくることが優先されてい

るということが果たして行政としてよかったのか、

そのことを私は問うているわけです。総合的に言

ってください。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ですから、物事は総合的に

考えなければいけませんし、そしてまたいろんな

事業をやるにはタイミングもあるわけであります。

したがって、今回の都市計画道路の整備というの

は、一方の関西国際空港の地域整備の一環として

のまさしくタイミングを活用して早期に整備をし

たと。現実にできて非常に利便性を発揮している

わけでありますから、そういうことで評価をいた

だきたいと。

それから、従来の施策そのものについては、手

を緩めておりません。それなりにきちっとやって

いるわけです。おっしゃった都市計画道路はいろ

いろ難しい物件もございましたので、時間がかか

っておりましたけれども、今回やっとそれが解決

をするという目鼻がつきましたので、非常に大き

な予算を組んでおりますが、これから目に見えて

進捗が図られていくということでございますから、

両方相まって市のまちづくりということについて

の整備を今後も進めていきたいというふうに考え

ております。

○議長（薮野 勤君） 和気君。和気君に申し上げ

ます。回数を重ねておりますので。

○１３番（和気 豊君） 公共事業をやる場合には、

やっぱり位置づけが明確にならないと私はいけな

いと思うんですよ。例えば緊急性の問題、必要性

の問題、そしてなおかつ６２年以降こういう大変

な財政危機に陥っているわけですから、その辺の

財政見通しですね。借金はできるだけ少なくて済

むように、こういうふうなものが総合的に配慮さ

れて、そして位置づけを明確にした上で進めてい

くということ。そして、他の施策への、他の一般

的な市が本来やるべき福祉や教育にしわ寄せが行

かないかどうか、そういうことも含めて非常に総

合的に判断して事に当たるべきであります。

あなたはずっと建設畑でやってこられて、そし



て平島市政になって、その片腕としてまちづくり

計画をずっと進めてこられた。こういう立場で、

現にやっぱり財政見通しが不十分だったというこ

とが、この結果にいみじくもあらわれているんじ

ゃないですか。市長は泉南市の今１１年度の予算、

これは本当に大変な予算だというふうに考えられ

ないのかどうか。私はやはり財政危機は、好むと

好まざるとにかかわらずこういう予算編成を余儀

なくした、こういうふうになっているというふう

に思うんですが、その点を最後に１点お聞かせを

いただきたいというふうに思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） １１年度予算につきまして

は先ほど御可決いただきまして、我々編成に当た

りましては、厳しい財政状況の中で精いっぱい市

民生活に密着した予算を組んだというふうに考え

ております。

ただ、今後につきましては、中長期的な財政見

通しの中で、特に御指摘いただいてます公債費の

増加という部分がございますので、これらについ

て１２年度、１３年度ぐらいにピークを迎えます

けれども、今後ともそれらについては平準化ある

いは減少するような形での財政運営ということを

十分肝に銘じて運営をしていきたいというふうに

気をつけております。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） たくさんの議員の方が細

かい質問をされたので、もう少しアジアに視点を

ちょっと拡張して質問したいと思います。

市長もお父様が戦争で亡くなられておりまして、

私も病死ということで戦病死扱いされております。

だから、戦争の問題については特に慎重であられ

るかなと思います。

今回の新ガイドラインが今出てきましたんで、

本来ちょっと重なりにくかったものが重なってき

たということで、これに対する問いは避けられな

いというふうに考えておりますので、その点ちょ

っと質問させていただきたいと思います。

もともと安保条約の中で日本の高度成長があっ

たということは事実でございまして、吉田内閣以

降、今の鳩山由紀夫の父親に当たる鳩山一郎など

が５０年前後に軍事強化という路線をとりまして、
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一部民社党系の方もとられまして、しかし敗北さ

れたと。その中で官僚主導の吉田内閣以降、岸、

池田、佐藤という中で安保条約のもとで高度経済

成長が得られたと。それは同時にアジアにおいて、

中国革命、朝鮮動乱の中で、アメリカの日本に対

する基本戦略が変更されたということの中で日本

は立ち上がってまいりました。

しかし、今冷戦の崩壊の中で、旧来の安保条約

は基本的役割を終えているのではないかと考えま

す。そして、我々は新たにアジアに対する模索を

していかなければならない。そういう段階におい

て、現在の新ガイドラインの路線というのは、極

めて危険ではないかと思います。１９９５年に新

防衛計画大綱ができ、９６年に日米安保共同宣言

が行われ、今回７月、防衛のための指針、そうい

う形でやっぱりアメリカ軍主導、並びに日本の外

務官僚主導でこういう形で論議が大きな枠をはめ

られた中でやられていることは、非常に疑問が多

い。

特に９０年代の自・社・さ政権以降、価値判断

は問いませんけども、平和、戦争反対という形で

社会党はやってきましたけれども、そういう役割

はもはや果たせなくなっているという構造の中で、

新ガイドラインの路線がどういう意味を持つか。

アメリカ軍は旧来、安保条約のもとでソ連封じ

込め戦略をとっておりました。ところが、ソ連が

崩壊いたしまして、現在のアメリカの基本的な意

図は、アジア・太平洋の平和と安全というふうな

言葉のもとにおける世界の憲兵としてのアメリカ

の位置、これを拡張するためのアジアのアメリカ

の軍事戦略の一環としてあるというふうに考えま

す。

特に、その中でアメリカ軍の関西空港の使用と

いう問題も惹起してまいります。ここで新たな、

先ほど市長が一定の大森議員の質問に答えられま

したけども、いま一歩踏み込む必要があるのでは

ないかと考えております。

基本的に関西新空港は、関西経済の復権という

ふうなことがありまして、昨今関西財界はＮＴＴ

の西日本本社が大阪に設置されるということで、

関西新空港とともに関西の経済の復権につながる

のではないかと期待しております。それは単なる



経済だけではなく、金融と情報の一定の中枢点に

なるのではないかということもあると思います。

ただ、１９８０年代の金融の再編成、情報化時

代に日本は何もやらずに土建政治を繰り返してき

たと。その中で、現在の金融の破綻と、株式市場

はロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シン

ガポール、あるいは香港という形で、日本の東京

市場も位置を低減さしている。大阪の北浜につい

ていえば、ほとんどもう位置がないと、世界的な

位置を占めないということまで来ております。こ

の中で関西の経済、金融、情報ということがどう

転換していくのかというのが、我々の日本人とし

ての考え方であります。

しかし、一方では、我々はアジアに対する責任

があります。それは単にアメリカ軍と連携するこ

とによって、世界の警察としてアジアの軍事戦略

を構築するということは、次の段階で全アジアの

平和同盟を全アジアと結びつくことへの移行とし

てとらえなければいけないと思います。でなけれ

ば、関西新空港の建設というものは単に日本人の

身勝手な発想にとどまると。我々は、関西空港の

建設を同時に対アジアの人たちとの共生というこ

とでも考えていかなければならない。

そういう観点からいいますと、現在の新ガイド

ラインに対して、あくまで市長は軍事には使わせ

ないということを、アジアと連帯する、共生する

という視点でかっきりとした宣言をしていかなき

ゃならないんじゃないかと、私はそう考えます。

その点について第１点、市長のお答えをいただき

たいと思います。

第２点と申しますと、前回、関西空港と質疑も

多少さしていただきましたけれども、やっぱり不

明なのは、第２期工事にかかわって潮流の多大な

変化が起こるだろうと。旧来の滑走路１本の埋め

立ての段階では、潮流の変化はほとんどなかった

わけです。だから、漁業補償は少し高かったかな

という感じはします、第１期工事に関しましては。

しかし、第２期工事に関しましては、かなり潮流

の変化で漁獲高に変化が起こるんじゃないかとい

うふうに懸念しております。その点について、も

う少しわかっていることがあればお示し願いたい

と思います。
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これは少し視点が違うなと思ったんで、少しつ

け加えさせていただきたいと思いますが、市長の

りんくうタウンの発展というのは、５０年なりそ

ういう規模で泉南市も共存共栄できるだろうとい

う判断からされたと思います。そういう面は確か

にありますし、私はりんくうタウンの開発によっ

て泉南市の都市化、基盤整備がかなり進んでいっ

たということで、その点については肯定的に評価

さしていただきたいと思います。

ただ、「さよならコロンブス」という恋愛小説

の舞台になっておりますニュージャージー州のニ

ューアーク空港でございますけれども、ニューヨ

ークにはジョン・Ｆ・ケネディとラガーディアと、

あともう１つニュージャージーにニューアーク空

港がありまして、ここはもともと泉南市と同じよ

うに軽工業、繊維工業で非常に繁栄した都市なん

ですね。ところが、今はほとんど繊維工業が衰退

してもう空洞化してしまってるということで、懸

念しますのは、伊丹空港が存続する、神戸空港が

今度できようとしている。滋賀県はどうなるか判

断つきませんが、その中で事は単純には進まない

であろうと。負の面もしっかりお考えいただいて

やっていただきたいと、いろいろ判断していただ

きたいと思います。その点、改めて市長の御見解

をお示し願いたいと思います。

それと、地球温暖化というのが余り問題化され

ておりませんけれども、温暖化に伴う海面上昇と

いうのが３メーター、４メーターあるいは５メー

ターというふうに５０年、１００年後算定されて

きております。一定の客観的数値と受けとめてい

いのではないかと思います。そこで、現在の空港

の水面数メーターというのが、果たして計算上い

いのかどうかということをもう少しわかってる範

囲でお答え願いたいと思います。

それと、この環境影響評価書がございますけれ

ども、オオタカだけを限定して取り上げますけれ

ども、あくまでこれは渡りとしてとらえておりま

して、今回営巣地を発見したわけですけれども、

その辺の調査がほんとにうまくいってるのか。

もう１つ、これは市長も各関係当局に言ってい

ただきたいわけですけれども、第１期工事にも相

当和泉山系の生態系調査をやっております。ただ、



ほとんど公開されてこない。今回もふれあい自然

塾でも一定の環境調査は行われてるようですけれ

ども、これも表へ出てこない。各省庁、各都道府

県、各原課が単独で環境アセスを一定の枠組みで

行い、それをほとんど秘守してしまっているとい

うことで、市民への情報開示がほんどない。とな

ると我々はなかなか判断しにくいということがあ

ります。

第１期工事に和泉山系の調査にかかわった人の

話をこの間お聞きいたしましたけれども、オオタ

カは発見したと。しかし、公表するのは差し控え

たということで、第１次調査の段階でそういう資

料が欠落してくる。文書にまとめられたものが、

また市民に公開されない。こういう中でなかなか

我々としては判断しにくい部分がある。そういう

面をどうお考えになっていらっしゃるのか。

そして、先ほど申し上げましたように、そうい

うものの、市長も今度情報公開条例を出されます

し、その辺のことは市長が一番考えられていらっ

しゃると思うんです。その辺のことを今後各担当

部局、都道府県、国にしっかり話していただきた

い。その辺についても少し触れていただきたいと

思います。

あと１点、これはどなたも触れておりませんが、

私は非常に気になるんですけれども、環境影響調

査、いそべの植物とか、いろんな生態系の生物の

調査、そのかかる影響についていろいろ触れられ

ておりますけれども、実際関空の工事にかかわっ

て仕事に携わった方が相当亡くなられている。し

かし、この人数は一切公表されていない。これは

不文律のような感じになっておりますが、そうい

う仕事に携わった方々の１期工事に伴う生命の安

全というのはどんなふうに考えられて関空会社が

工事されてきたのか、第２期工事においてどのよ

うにその人たちの安全を図ろうと考えていらっし

ゃるのか、その辺わからないかもわかりませんけ

れども、その点に関して御意見なり、あるいは関

空会社への要望をしていただきたい。

以上、お答えをお願いいたします。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、関西空港の軍事利用

ということについては、何回も御答弁申し上げて
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おりますように反対をいたしております。

それから、ガイドラインとの関係でありますけ

ども、昭和３５年ですか、安保が批准されたわけ

でありますけども、この当時と現在とでは確かに

国際情勢は変わってきているというのは、そのと

おりかというふうに思います。

ただ、我が国の安全をどう守るかというのは大

きな課題でございまして、日本国憲法の範囲内で

どういう形で防衛していくかということがいつも

議論になるわけでありますが、その当時から日米

安保という形で我が国の安全と国民の生命、財産

を守るということでまいっております。ここに来

まして、いわゆるガイドラインの見直しといいま

すか、新たなそういう段階になったわけでござい

ます。これについては今国の方で審議中でござい

ますので、本来この国土防衛というのは、国の専

管事項であるというふうに考えております。

その中で、先般新聞報道にもありましたように、

過般の朝鮮半島有事のときには関空もその１つの

拠点として位置づけられておったと、あるいは要

請があったという記事が載っておりましたけども、

これについては基本的には反対の立場でございま

す。ですから、今後とも機会あるごとにそういう

発言もしてまいりたいというふうに考えておりま

す。

それから、りんくうタウンのあり方でございま

すが、５０年と言われましたけども、私はそんな

に長くは考えておりませんけども、ただ急にすべ

てが埋まるという状況でもございませんので、や

はり余りグレードを落とさずにいろんな誘致をや

っていきたいなというふうに考えております。

それと、大阪周辺に関空、それから大阪空港、

それと今度神戸空港というふうにできますけれど

も、諸外国の話も出ましたけども、例えばサンフ

ランシスコ・ベイエリアをとりましても、空港が

たくさんございますし、橋梁もたくさんかかって

おります。また、それぞれのまちが機能分担しな

がら空港のりんくう都市圏という中での一定の役

割を果たしております。

今回の神戸空港は、あくまでもローカル空港と

いうことでございます。そして伊丹については廃

止前提ということでございましたけども、国内線



に特化して残すというふうに決まっておりますの

で、関空との一定の役割分担が明確になっている

というふうに思っておりますので、今後ともそれ

らを十分踏まえた中でのそれぞれの機能の役割、

そしてその周辺のまちのあり方について、我々と

しても今後のあり方について、まちづくりの一端

として十分それを基本に置いて考えていく必要が

あるというふうに考えております。

それから、埋め立て地盤の高さについては、関

空の場合は昭和９年、あるいは昭和３６年の室戸

台風、あるいは第２室戸台風の高潮時の潮位とい

うものを１つのベースといたしまして、将来の最

終沈下後の仕上がり高を決めておるということで

ございまして、御指摘ありました長期将来の例え

ば地球温暖化によって氷山が解けて水位が上昇す

るというところまでは、考慮に入れていないとい

うふうに考えております。

それから、環境調査の部分でございますけども、

今回平成１１年で生態系の調査、わずかでござい

ますが、予算措置をいたしまして、今後継続的に

調査を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

その中で御指摘ありました既往調査ですね。既

にやられております調査のいろんなデータ収集も

含めて、まず整理をしていく必要があると。そし

て、足らざる部分、あるいは最近の変化等につい

て我々の方で調査をしていって、最終的には１つ

の集大成にしていきたいというふうに考えており

ます。当然、今回制定いたします情報公開条例と

の関連もございますけども、それらのものについ

てはすべてオープンにしていきたいというふうに

考えております。

オオタカの話も出ましたが、余り見つかったと

いう大々的な報道をいたしますと、それによって

またいろんな写真撮影も含めて、この男里川の干

潟もそうですね。オガワコマドリとかあって、私

も行きましたけども、随分遠いところから、名古

屋とか静岡の車のナンバーの方が撮影に来られて

おりまして、そういう一方では寄りつきがたい状

況にしているというのもございますので、その公

表のあり方も慎重を期さないといけないというふ

うに思いますが、基本的にはそういうデータは公
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開をしていくという立場でございます。

そのほかについては、担当の方から御答弁を申

し上げたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 北出議員の御質問

のうち、潮流の件でございますけども、関空が行

いました環境影響評価書の中に海水の流れという

のがございまして、その中で空港の存在、運用が

環境に及ぼす影響の項の中で、空港島周辺海域の

潮流、恒流に及ぼす影響は小さく、大阪湾の流れ

の様相を大きく変化させないと考えています、と

いう一定の評価がなされております。

それと、最後の関空の仕事に従事した人の安全

対策ということで、亡くなられた方の人数等を把

握してるかという話なんですが、この件につきま

しては、申しわけございません。人数は把握して

おりません。ただ、そういうことがあったという

のは新聞報道で知っております。

以上でございます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） 工法ですね。１期と２期

をつなぐ間、穴をあけて潮流を流す、流さないと

いうような判断が、まだちょっと論議が宙ぶらり

んになってると思うんですけども、どの辺まで来

てるのか、わかっていればお示し願いたいと思い

ます。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 失礼しました。内

水面の環境対策の件だと思いますけども、これに

つきましては、大阪府が環境影響評価のときに知

事意見というのを事業者に対して申しております。

そのときの指摘事項としまして、内水面及び空

港島周辺海域の水質等について必要かつ十分な環

境監視を行うとともに、必要に応じて適切な水質

保全対策を実施することということで、大阪府が

指摘しておりまして、それに対する事業者の見解

といたしまして、内部水面及び空港島周辺海域の

水質等については、必要かつ十分な環境監視に努

め、必要に応じて適切な水質保全対策を講じます

ということで、具体に内部水面においては連絡誘

導路下に管路を設置して、外海との十分な通水を

確保するほか、熱供給施設用の冷却水は内部水面



の下層から取水しますと。特に水質の悪化しやす

い夏季においては、冷却水の取水量が最大となる

ことから、酸素不足化するおそれのある海水と外

海水との海水交換が促進されるものと考えていま

すということで、一応そういう対策をとるという

回答がございます。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） それでどれほどの効果が

出るのか、またできれば説明していただきたいん

ですけれども、結局その働いてる方々のそういう

統計が、何か暗に出してないんじゃないかと。か

なり工期が短縮されて一挙にやらなきゃならない

と。安全も余り考えないで、工事の計画日程に従

って行っていくというふうなことが１期工事には

かなり見られたんじゃないかなと思います。その

辺のデータはどうなんでしょうか。今後出ないん

ですか。その辺お聞かせ願いたい。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） お答えします。

関空２期事業に関する各種いろんな情報がある

と思いますが、基本的には関空は環境監視につい

ても環境監視機構等、そういう場を通じて基本的

には公開するということでございますので、そう

いう工事中の安全対策というんですか、工事に従

事された方々のそういう事態が発生した場合は、

当然のことながら資料請求すれば出てくると考え

ております。

○議長（薮野 勤君） 北出君。

○２１番（北出寧啓君） それでは、資料請求をし

てください。

それで、もう少し立ち入って論議したいんです

けれども、北朝鮮のテポドン、ミサイルですね。

日本に向けられてる部分がございます。関西新空

港ができて、これがほんとに軍事使用されますと、

当然迎撃の対象地、日本の中で特に関西空港は真

っ先に攻撃対象になるのではないかと思っており

ます。この辺の判断は難しいと思いますし、なか

なかこの場で云々ということにはならないと思う

んですけれども、しかしその可能性もありますし、

旧来のように絶対平和か軍備拡張かというふうな

絡み合わない論議をするつもりは全くございませ

んし、その辺を含めてアジアに対する共生あるい
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は連帯、そういうふうなことで、我々が経済、情

報、金融とかで復権していく場合に、アジアの人

たちとそういう形で共生していくということで、

やっぱりいろんなところで市長は発言されるとい

うことでお聞きしましたけれども、今ここに埋免

にかかわって一定何か声明でも要るんじゃないか

なというふうに考えます。なければないで結構な

んですけども、できたらちょっと答弁、その点お

願いいたしたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回の議案については、埋

め立てに同意するか否かと。要するに意見照会に

対して、異議なし回答するのか、異議あり回答す

るのかということでございますから、この案件に

関して記載するということは考えておりません。

○議長（薮野 勤君） 北出君に申し上げます。時

間の経過、回数も重ねておりますので、まとめて

いただきたいと思います。北出君。

○２１番（北出寧啓君） それでは、市長が御発言

されたように、各方面でそういう形で発言される

ということで、今後ともよろしくお願いしたいと

思います。

それでは、これで発言を終わらせていただきま

す。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 私は、今回のこの埋め立て

同意の提案がされておりますけれども、この提案

で１つはやっぱり大阪府民、そしてこの泉州域に

住む人たちの環境アセスメントですね。そういう

環境問題で質問をさせていただきたいと思うんで

す。

もともと大阪国際空港の騒音公害の解決のため

に、公害のない空港ということで海上に限定され

たルートとして、この関西国際空港の建設がされ

ることになりましたし、これは当然空港の建設時

に３点セットということで、必ず公害のない空港

をつくっていこうという確認がされて建設が始ま

ったわけですけれども、運輸省の約束も地域の陸

域は絶対に飛ばないと、こういうふうに運輸省も

言ってきましたし、また当時の岸知事も国会では、

海上ルートは空港建設の前提、この前提の変更は

許されないことだということで、国会にまで行っ



て証言をされています。

そういう中で、私は今回この環境問題を取り上

げて、公害対策審議会委員としても参加をさせて

いただいて、環境アセスメントの準備書の論議を

するときには発言もさせていただいてきたんです

けれども、開港されてから４年間で５００件にも

達するような苦情が寄せられていると。そういう

ことで地域では、例えば岬やとか貝塚などでは７

０デシベルを超えるような騒音が起こっていたと、

そういう観測がされていたということも事実です

し、風向きや雲のかげんでうるさい、気になる、

こういう状況が当然起こってくるだろうと。

このアセスメントの中身では、飛行コースのば

らつきによる影響というところがあるんですけれ

ども、それは飛行コースのばらつきは考慮せず設

定した飛行経路を航空機が飛行するものとしたと

いうことで、このアセスメントの調査の中でもこ

のばらつきによる影響については十分に調査もさ

れていない。

それから、気象条件の影響というところで見て

みましても、気象条件が音の遠距離伝搬に与える

影響を予測モデルへ反映させるところにまでは至

っていないと、こういうようなことで、空港会社

や関西空港用地造成株式会社が出されたこのアセ

スメントの中身は、一番私たちが心配している部

分はみんな手抜きをして十分なことをやっていな

いということで、この２つの表現だけとらえてみ

ても騒音問題では私は大きな異議を持っているん

です。

大阪労連阪南地区協議会というところが９８年

の４月に調査をしたときには、３割以上の人がも

う今の状況は我慢できないんだという調査結果も

出ていますし、また陸上ルート案は反対だという

人が８６％にも達していたと。賛成の人はわずか

８．１％だと、こういう結果が出ているのにもかか

わらず陸上ルートを強行したという、こういう現

実を市長はどのように考えておられるのか。

私たち泉州の住民にとっては、生活を守り、こ

の環境を守り、暮らしを守るという点では、本当

に関西国際空港建設に当たって３点セットである

公害のない空港と、このことを信頼して何回も何

回も確認をしながら進めてきたはずなのに、これ
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がいとも簡単に破られたと、こういう現実に対し

て、市長は今このときにどのように考えておられ

るのか、お答えを願いたいと思います。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 飛行ルートについては、運

輸省の方から関西国際空港の問題点と課題という

形で提起をされまして、私ども９市４町の行政と

いたしましても、また議会といたしましても、こ

の問題については本当に残念な思いをしたわけで

あります。

特に第１期のときの約束という形の、努めて海

上を飛行しという部分について、当時の予測モデ

ルが机上でせざるを得なかったということに対し

て、１６万回あるいは２３万回可能というものが

十二、三万回で限界に達するというようなことに

なってきたということが発端でございまして、私

どもはそれは約束違反だし、また当初の公害のな

い空港という中での１つの約束事の違反行為だと

いうことを強く指摘をしたわけでございます。

これについては、運輸省も非常に申しわけない

と、当時の予測としては、そういう形でのいわゆ

る手作業の机上の予測しかできなかったというこ

とでございまして、その後航空科学研究所の方で

開発された三次元の立体シミュレーションにおい

てやった中で、安全を確保する中ではどうしても

十二、三万回が限界だということがわかったとい

うことでございまして、その中で陸上ルート案と

いうものが出てまいったわけであります。

その中で、我々も関西国際空港の１本の滑走路

のキャパシティーとしての１６万回、これが有効

に果たせないという問題、それから第２期事業と

してのもう１本の平行滑走路によって２３万回ま

で運航可能ということが、現在の海上ルートだけ

ですと実現できないという問題も踏まえて、非常

に厳しい選択を迫られたわけでありまして、結果

として泉南市におきましても、また市議会の皆さ

ん方の御理解をいただく中で、昨年夏に陸上ルー

ト、一定の条件をつけた中でやむを得ないという

判断をしたところでございます。

これは泉州９市４町すべて、現在そういう形で

やむを得ないという形での容認となって、昨年１

２月から一部８，０００フィート以上ということの



条件の中で、河和ルート、そして大津ルートとい

う形での陸上ルートが導入されております。これ

についても当面国内便に限るという条件をつけて、

今スタートしております。

そういうことでございますので、一定約束違反

は確かにあったということは十分承知をいたして

おりますけども、空港の安全性、あるいは機能の

充実ということから見て、やむを得ない判断だっ

たというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 市長は約束違反であったと、

このことは申しわけないと、いろいろシミュレー

ションした結果、現在の空港では１６万回にまで

も達することができないから陸上飛行を取り入れ

なければならなかったと、こういうふうなことで

すけれども、しかし私たちは陸上飛行を強行して

もらうために賛成したわけではないんですよ。

今の私たちの住んでる環境が、陸上飛行になる

とその騒音やまた大気にかかわってばらまかれる

排気ガスなんかの問題ででも、生活には大変大き

な影響を与えて環境が悪くなるだろう、そのこと

がわかっているから絶対それは認めないというこ

とで進めてきたはずにもかかわらず、ごめんなさ

いで、すまなかったで済まされては、私たちは到

底そういうお言葉は聞きたくありませんし、こん

なことであるなら、これから何でも最初は住民の

要求を聞いたような顔をして、何年かたつと全部

裏切っていくという、こんなことでは私たちは本

当に暮らしを守っていくことはできないという怒

りでいっぱいであります。

第１期事業のいろんなそういう問題の総括の上

に立って２期事業を進めることは、当然でありま

す。しかし、その総括で一体何が問題であったか

というその問題点を明らかにしてこそ、住民の暮

らしも環境も守ることができる。それなのに１期

事業の総括もしない、２期事業の見切り発車をす

る。このことが先ほどからの論議の中でも皆さん

からの声として出ていますが、私は発着回数を確

保することだけを優先して陸上ルートをごり押し

して、住民の苦しみを置き去りにする、こういう

状況はやっぱり認めるわけにはいきませんし、先

ほどもこの環境アセスの環境影響評価準備書の中
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でも、全く私たちの思いにこたえない調査の結果

が、調査をしたときの状況が記載されてるわけで

すわ。だから、こういう中途半端なことで私たち

に騒音や公害、大気汚染などを押しつける、この

ことは絶対に許せないことなんです。

２３万回ということは、１日で大体、国際線で

３８６機、国内線で２４６機と、６３０機が離発

着するということがこの中に記載されてるわけで

すけど、計算しますと３分に１機以上の飛行機が

離発着していく。わずか３分の間に１機以上です

よ。これで本当に陸上飛行で１０分間この大阪湾

を旋回して、そして貝塚の方を向いて飛んでいく

とか、岬の方へ向いて飛んでいくとか、そういう

この１０分間にまき散らかされる大気汚染の量だ

けでも、また騒音だけでも、本当に大変な中身や

と思うんですよね。だから、私はごめんなさいだ

けでは済まない問題だと、そういうふうに思って

います。

１２万回余りの今の空港の状況より倍のいわば

公害がまき散らかされるというような状況で、私

は市長が今おっしゃったことを認めることはでき

ないですし、市長自身がそれで大阪府や国や、ま

た関空会社に向けて、これでよいと、こういうこ

とで前に進めようというような状況を、やっぱり

もう一度市民の立場、泉州住民の立場に立って私

は思い直していただきたいと思うんですよね。い

かがでしょうか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 飛行ルートの問題は、もう

昨年の夏に結論を出しております。そして、現実

に１２月の初めから一部陸上ルートを飛んでいる

わけでございます。その中で、特に環境面のおっ

しゃったルートの問題、それから高度の問題、こ

のあたりのきちっとしたデータを公開し、また騒

音値については、リアルタイムで泉南市でもいつ

でもごらんになれるという体制をしておりまして、

より一層環境監視に力を注いで、十分な多くの方

々の監視のもとに運用をしていただくということ

で決着をした問題でございますので、今回改めて

ということは特にございません。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 済んだ話だからといって、



もう住民の意思を十分に聞かないまま進めること

をあなたはおっしゃいますけれども、しかし今か

らでも遅くはないですよ、こうした中途半端な調

査をされてるわけですから。やり直すとか、そう

いう状況、例えば十分に風があるときやとか雲が

あるときやとか、そういうときの調査も全然して

ないわけですよ。してない中で、私はそれがはっ

きりしてるからこそあなたに言ってるわけですわ。

騒音の問題もそうですけれども、もう１つは大

気の問題ですね。大気の問題１つ取り上げても、

例えば大阪府域はＮＯ２ による大気汚染の改善の

兆しが全く見えないと。しかも広域化の様相を強

めている。大阪府も自動車のＮＯＸ 対策法に基づ

いて、府域における窒素酸化物の排出量を１９９

０年には５万７，４６０トンから２０００年には５

万６２０トンまで削減する計画を出してるんです

よ、このＮＯＸ 規制でね。それは皆さんも今まで

車だって買いかえらなあかんようなことが起こっ

てるわけでしょう。

にもかかわらず、今この空港の建設が始まり、

そして２３万回ということでどんどん空港に飛行

機が離発着するようになると、結局こうしたこと

も、今でさえ十分にこの大阪府が決めた自分たち

の約束事をクリアできないのに、一体空港が２３

万回になることで、こうした問題ですね、大気の

汚染の状態をどのように考えておられるのか。市

長も当然私は勉強されてると思いますから、あな

たのお考えを聞かせていただきたいと思うんです

ね。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 松本議員の御質問

に対してお答えします。

関空の２期事業に係る環境影響評価につきまし

ては、本市の泉南市公害対策審議会の中でも検討

が行われてるところでございまして、大気汚染に

ついても各項目について行われたと聞いておりま

して、その答申を受けて大阪府の方へ回答してお

ります。

大阪府も環境影響評価書の中で知事意見として、

指摘事項として大気汚染についていろんな措置を

検討すること等々書いておりますけれども、これ

についても関空の方からそれを軽減するような措
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置、そのようなこともやっていくというような回

答もございまして、大気汚染については十分配慮

していくと、このように書いてございます。

この評価のあらましの中にも、二酸化窒素とか

二酸化硫黄、浮遊粒状物質、光化学オキシダント

等々に対しましては、環境基準の達成と維持に支

障を及ぼさないと考えていますと、このような評

価になってございます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 今のお答えでしたら、関空

が軽減する措置をやってるとか、十分配慮すると

か、そういうようなお答えですし、この中には環

境基準の達成と維持に支障を及ぼさないと考えて

いますと。と考えています、こういう表現ですね。

すべてがそうなってます。絶対に大丈夫と、こう

いうお答えは一行もありませんね。だから私は、

そういう調査をせえというのはこういうことなん

ですよ。

それで、今あなたがこのあらましの中でおっし

ゃいましたけれども、この中には環境の現状とい

うところでは、大気質の問題が二酸化窒素や二酸

化硫黄、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、

この今の大阪府の現状が一覧表になって出されて

いますけれども、今のこの状況で二酸化窒素を取

り上げても、環境基準適合局数は８２のうち７３

しかありませんね。それから、浮遊粒子状物質は

８１カ所のうち短期では９カ所、長期では５０カ

所しかないですよね、適合してるところが。それ

から、光化学オキシダントにしましたら、７６の

うち基準に適合しているところは１カ所もない、

ゼロですわ。現状がゼロです。

このように、皆さんも持っておられますからも

う一度見直していただけたらと思うんですけれど、

本当に今の現状でさえ光化学スモッグで毎年夏に

なると本当に苦しい思いをされている現状がある

し、本当に二酸化窒素や二酸化硫黄や、それから

浮遊粒子で例えば鼻炎が起こったり、いろいろ体

の調子が悪いのを訴える方も出ていらっしゃいま

すから、こういう状況のもとで結局空港の２期工

事で２３万回になりますと、先ほども言ったみた

いに２倍近い飛行機の離発着がやられるわけです

わ。



そういう中で、本当に泉南市民、この泉州住民、

大阪府下の住民にとって、また大きな公害をまき

散らす材料になるということは、私は明らかにな

っていると思うんですけれども、しかし、あなた

たちが示している、関空会社が示している中身は、

環境基準の達成と維持に支障を及ぼさないと考え

るということで、何も支障はないんだと、大丈夫

だというようなことを簡単におっしゃられている、

これが私にはどうも腑に落ちないんですわ。そこ

のところがきちっと解決ができてこそ、私たちは

２期工事に向けてでも一緒にスタートができる。

しかし、何もそういうことがされてないんだから、

スタートラインにつくことさえできないわけです

よ。

そして、もう１つは、先ほどの飛行コースの乱

れですか、その部分を取り上げてみましても、乱

れがあるということを認めながら、結局飛行コー

スのばらつきは何も考慮せず、設定した飛行経路

上を航空機が飛行するものとしてばらつきによる

影響を調査したと、こういうことですから、昨年

の５月ですか、泉南市の上空をほんとに７００メ

ートルですよ。７００メートルというと、私たち

が上を見たら、上に巨大な飛行機が飛び去ってい

ったその轟音と、それから恐ろしさで、みんな本

当に大変だったと言って、私は泉南病院で入院さ

れてる方から聞きました。こんなに恐ろしい思い

をしたのは初めてだと言ってましたよ。

だから、それぐらい当然絶対してはならないこ

とを決められていても、こういうことが起こるわ

けでしょう。そのことが何も絶対大丈夫、こんな

ことは絶対にあり得ないからこれからは絶対大丈

夫だという太鼓判さえ押してもらえずに、飛行コ

ースの乱れ、ばらつき、このことを調査もせずに

スタートにつくわけですから、当然住民は不安を

抱いて当たり前でしょう。いかがですか、市長。

〔傍聴席より発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） 静粛に。樋口市長公室参与。

〔松本雪美君「市長、答えてください。市長に

言うてるんです」と呼ぶ〕

○市長公室参与（樋口順康君） 松本議員の評価書

の表現について、１つお答えします。

これはあくまでも予測ということでございます
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ので、断定調には書けないということで、「もの

と思われます」とか、そういう表現になると思い

ます。

それから、ちなみに新飛行経路によります飛行

高度とか騒音につきましては、過日２月１日でし

たか、いわゆる五者協というのがございまして、

新飛行経路導入以来の観測結果が出ております。

特にこれを見ますと、泉南市のりんくう南浜につ

きましては、平成１０年の１２月１９日から１２

月の２５日まで定点観測が行われまして、１週間

行いました。その中で、りんくう南浜では平均値

は５９となっております。それから、高度につき

ましても、陸域になります特に河和ルートの貝塚

市二色の浜上空につきましては２万２，８００フィ

ートということになっておりまして、最低でも１

万３，０００フィートということで、当初予測は最

低でも８，０００フィートということでございまし

たんで、すべてクリアしております。

それから、飛行航路のずれというのも観測して

おりまして、このデータから見ると、大きくずれ

てるというのはございませんでした。

そういうような報告が、いわゆる関西国際空港

の飛行経路問題に係る協議会というところで発表

されております。

○議長（薮野 勤君） 松本君に申し上げます。回

数を重ねておりますので、議事進行に協力を願い

ます。松本君。

○６番（松本雪美君） 飛行コースのずれもないと

か、騒音は５９デシベルとか、高度は８，０００フ

ィートで大丈夫だったとかおっしゃいますけどね、

１日６３０機が離発着するようになるんですよ。

あなたたちはこれ何度調査されたんですか。二度

ぐらいだったんと違いますか。二度か三度か、数

回でしょう、陸上飛行ルートの音の調査とかそう

いうものは。

本当にこれから毎日毎日６３０機が離発着する

ような空港になるんですよ。そのことを私は大変

な数だなあと。この６３０機の中で、一体１日ど

れだけずれるんか、そこのところがはっきりと絶

対ずれないという確証をあなたたちは持って、大

丈夫、第２期工事のスタートですと、こういうふ

うに確証してくれるんだったらいいですよ。そこ



のところを答えてください。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 松本議員にお答え

します。

６３０機というのは、恐らく週当たりの６３０

便という意味やと思います。

それから、航空機騒音の観測結果でございます

が、観測日数につきましては２９日やったとこも

ありますし、１週間やったとことかありまして、

これは１２月分として報告されておりまして、こ

れらの報告については、これから随時報告がござ

います。これで環境面の特別の配慮等とかいろい

ろなことを約束さしたわけですけども、そういう

のが確実に履行されるんかどうかというような会

議をこれからも定期的にこのデータをもとにして

やっていきますんで、こういうようなところで担

保してまいりたいと、このように思ってるところ

でございます。

○議長（薮野 勤君） 松本君。

○６番（松本雪美君） 住民の合意がないままスタ

ートにつくことは、認めることができません。

それから、市長、この問題で一番に質問された

大森議員の質問に、私はもう一度加えて市長のお

答えをいただきたいんですけれども、軍事空港の

利用というのは、きちっと日本全国の民間空港も

含めて８カ所ですか、この関空がその中の１カ所

だということで私たちもほんとに心配してるんで

すけど、当然アメリカが日本の国の周辺で引き起

こした戦争行為ですね。戦争行為と言われてもい

いようなそういう状況のときに、関空が協力をし

なくてはならない。市長は、私は絶対に反対です

と、こういうふうにおっしゃいますけれど、市長

の意思をそのまま国や府や関空会社へきちっと意

思表示をしてください。

高知県の橋本知事さんは、港を非核の港にする

んだということをきちっと宣言されたでしょう。

そういう行為は、市長、あなたの権限でだったら

当然やってもらって、この泉南から関空の平和な

位置づけをきちっとして、日本全国へその気持ち

を伝えていこうではありませんか。私は、市長の

その軍事空港利用反対の意思を泉南から高らかに

上げてほしいと思います。いかがですか。
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○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 高知県は条例化しようと思

って廃案になったわけでございまして、あそこの

場合は、知事は港湾管理者という立場もございま

すから、当然その権限が一定あるわけであります。

この軍事利用といいますか、そういうことにつ

いて、過去に何回もございましたけども、明確に

反対を言った市長というのは、関空については私

と、それから大阪空港については池田市長だけで

ございました。御承知かというふうに思います。

明確に言っておりますので、その辺は御理解をい

ただきたい。

それから、今後関空会社等に対しても、あるい

は運輸省に対しても、そういう考えというのは、

私自身もいろんな機会をとらえて伝えていきたい

というふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 議論の時間も大分たって

おります。皆さんもお疲れだとは思うんですが、

この埋立同意をどうするかと。この問題について

は、私も空港委員なんですが、委員長からこれは

ひとつ本会議で大いに議論していただきたい、で

すから空港委員会では議論はいたしませんという

ことでありましたので、空港委員会でのそういう

扱いでありますから、当然私も議論させていただ

きたいと思いますし、先ほど先輩の島原議員も同

じ空港委員で議論いたしました。よろしくお願い

したいと思います。

ただ、この問題の扱いのことで私は先に一言言

っておきたいのは、市長が埋立同意についての意

見照会があって、即日いわば同意を表明して、こ

の３月の議会に提案をしてきてるんですが、たし

か金曜日の夜遅く先輩の島原議員から、先ほど本

会議でも紹介ありましたけども、今度４月の１４

日ですか、堺市で行われる公聴会に公述人として

出席する申請をすると。私もしたかったんですが、

ちょっと私の方は別な用事がありましてできませ

んものですから、先輩が行かれるということで大

いに頼りにしてるんですが、４月の１４日に、こ

こにありますように資料はいただいておりますか

ら読み上げますと、関西空港の施設変更許可申請

に係る公聴会についてということで、当該飛行場



に利害を持つ者に対し、設置（変更）に対する意

見を述べる機会を与えると。

これはまさに 島原議員の場合は、我々もそ

うですが、議会で一定こういう議論ができるんで

すが、一般市民の方がこういう問題について物を

言う機会、恐らく泉南の市民の皆さんの中からも

きっとこのことについて意見を述べる方が出てお

られるんではないかなというふうにも思います。

それだけに私は市長がそういう見解を早々と持た

れるのは、それは市長御自身の政治的判断のこと

ですから横へ置くといたしましても、市長、市民

の皆さんがこの問題について正式に意見を述べる

機会は４月の１４日なんですね。そして、今回大

阪府知事の方からは、この問題について７月の１

６日までに返事をいただければよいというふうに

意見照会の内容として出されてきてるわけです。

そして、私はできるだけ議論の時間は短くした

いと思うので、空港委員会の中で委員長に私は、

議会としてもそうですが、市としても今度の第２

期の埋め立てに関して、国や関西空港株式会社、

せめてここには必要な要望を行わなければならな

いのではないかというふうに提案いたしましたが、

いや、それは一斉地方選挙が済んでからしようと

いうふうに委員長から御提案がございましたので、

あ、やっぱり委員長はさすがだなと、そのぐらい

の余裕を持って我々に考える時間を与えてくれる

んだなというふうに思いまして、うれしく思いま

した。

だから私は、きょうは議長も空港委員会でのそ

ういう点を踏まえて、議長も御出席でありました

し、私はこの埋立同意の問題について、ほんとに

先ほど先輩議員が言いました一生に一度か二度あ

るかないかのような問題でもあるし、ましてや泉

南市にとって百年の大計にかかわる問題だから、

それだけに十分な議論を保障するということがま

ず大変大事ではないか、こういうふうに思うんで

す。空港委員会の方でもそういうふうな対応を考

えておるというところであります。これはそのと

きに出席されてた理事者の方も御存じのはずです。

ですから、私は市長も市民の本当に利益を守る

立場に立つならば、当然この埋立同意の問題につ

いて、本議会に提案はされておりますが、空港委
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員会も特別委員会としてずっと継続して、昭和４

５年以来この空港委員会は存続しておりますし、

私はこの空港委員会にできたら付託すればいいん

じゃないかなというふうに思うんですが、そのぐ

らいの余裕を持って、これはやっぱり市長の意向

というのが非常に大きく反映しますから、急遽市

長が出されてきたので私はこういう質問をせざる

を得ないんですが、まずその点について市長の考

えをお尋ねをしておきたい。

それと、１０年度南ルートについての調査費は

組んであったかな。これについて調査結果が出て

おれば、直ちに提出をしていただきたい。私は、

地域との共存共栄問題について一定議論をしたい

と思いますので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 最初の点について、私の方

から御答弁申し上げます。

披瀝のありました公聴会との関係でございます

が、公聴会を行うというのは、飛行場設置許可申

請の変更といいますか、そういう形の中での公聴

会ということでございまして、この埋立免許同意

とはまた別な案件についての公聴会ということで

ございます。この埋免につきましては、２月の２

４日から３月１６日まで縦覧がなされておりまし

て、この中で意見書の提出が認められているもの

でございまして、意見書についてはお示ししまし

た参考資料１についておりますとおりでございま

す。ただ、この中で泉南市内からの意見書につい

てはございませんでした。

それから、３月議会上程につきましては、過日

の議会運営委員会でも意見照会が予測されたこと

から、追加議案として上程をしたいということを

お願いをいたしておりますし、先般の空港問題対

策特別委員会におきましても上程をするというこ

との御説明をさせていただいたところでございま

すので、公聴会は公聴会で飛行場設置の変更とい

う中で御意見のある方については意見陳述ができ

ると、こういうことでございます。

○議長（薮野 勤君） 樋口市長公室参与。

○市長公室参与（樋口順康君） 南ルートの調査費

でございますけども、平成１０年度は予算化した



のは１００万、大阪府も１００万、合計２００万

となってございます。

それの調査費の成果品でございますが、それは

上がっております。

〔林 治君「出してくださいと言うてる」と呼

ぶ〕

○市長公室参与（樋口順康君） （続）概要版とい

うんですか、コピーいたしますとかなりの部数に

なりますんで、それはどの場というんですか、ま

た改めて資料請求があれば、それはそれでまた御

提出できると思います。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 先に言いますが、何を言

うてるんですか。きょう関西国際空港の第２期事

業についての議論をするのに、市民の予算で組ん

で調査した成果品を資料要求というようなものと

違うでしょう。事前にみんなに出さんかいな、そ

んなもんは。何言うてるんですか。すぐ出しなさ

い。事前に空港委員会も含めてみんなに出すべき

ですよ。何のために調査してるのか。

それと、市長、公聴会と７月１６日までに回答

いただきたいという２つのことがある。公聴会に

ついては今度の第２期事業、一切関係ないんです

ね。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 関係ないことはございませ

んが、この埋立免許とは法的に違う法律の範疇の

ことでございます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 関西国際空港の第２期事

業ですよ。埋立免許そのもの そら、これは埋

立免許法ですから、それ以外のものは法律上関係

ないといえば関係ないですが、しかし例えばそれ

じゃ、関西国際空港というのは平和の空港でもあ

るし、公害のない空港、地域と共存共栄できる空

港というのは、これは関西国際空港の持つ原点な

んですよ。そういうことからいえば、例えば泉南

市の地域整備の問題も関係あるんですよ。関係な

いと言えますか。そうでしょう。この公聴会の中

で何が語られるんですか。

ですから、単純に関係ないと、埋立法から関係

ないと、そんなことをこの本会議場で言うてたら
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ぐあい悪いですよ。我々は、この第２期事業にか

かわって埋立免許についての考え方を今議論して

るんじゃないですか。そうでしょう。この法律は

埋め立てするだけの法律で、そしたら結局は埋め

立ての土の質がどうだとか、海底面がどうだとか、

そんなことの議論しか泉南の市議会でできないん

ですか。違うでしょう。今第２期事業の埋め立て

をやることによって起こるあらゆる問題について

議論するのが、この議会での任務でしょう。そん

な物の言い方ないでしょう。資料を出してくださ

い。

〔林 治君「議長、当然でしょうが」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 答弁を願います。

〔林 治君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） これね、ばたばた慌てな

いで、ほんとに市民のために議論するんやったら

余裕のある会議をしなきゃいけないんですよ。空

港委員会では委員長もそういうつもりでおっしゃ

ってるんですから、やっぱりきちっとそういうも

のは事前に用意して配るべきですよ。そんなもん

準備しておかないこと自身が問題です。

○議長（薮野 勤君） ただいま林君からの資料請

求でございますけれども、あらかじめきょうの議

案上程も既に議題として出されております。その

中で資料請求手続もございますので、あらかじめ

の資料提供の手続をしていただくというのも１つ

の議事進行の問題もございますので、その辺をひ

とつ配慮願いたいと、このように思います。林君。

○２２番（林 治君） 私は、議長とそのことに

ついて議論しようとは思わないんです。ただね、

議長、これほど大事な問題を、しかも市が予算を

かけて、南ルートというのは表に看板も張って、

これはもう１０年来やってるんですよ。市が調査

したら、でき上がったら、資料請求も何もないで

すよ、こんなものは。当然議会に配るべきじゃな

いですか。違うんですか。議員は皆ぼんくらです

か。議員になぜこの資料を見せないで、議員も一

緒になってそのことについて勉強せないかんじゃ

ないですか。

〔嶋本五男君「議長」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 嶋本君。



○２６番（嶋本五男君） 今、林君の発言中ですけ

どね、ほかの議員はぼんくらかというようなこと

を……（林 治君「いやいや、ほかの議員とは言

うてませんよ。私も含めて」と呼ぶ）履き違えん

ように言うてください。議員は皆と言うたからね。

皆ぼんくらかと言うたから、皆と言われると私も

入りますので。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） ちょっと言葉の誤解なん

ですが、私は議会を理事者がぼんくら扱いにする

ことになりますよと、こういう意味です。

○議長（薮野 勤君） 遠藤助役。

○助役（遠藤裕司君） 資料の御要求といいますか、

報告書をすぐ出せということでございますが、何

分にも非常に分厚い冊子でございますので、突然

の今日今時点での御指摘でございますので、また

時間を少しいただければお渡しをさせていただく

ということにさせていただきます。

○議長（薮野 勤君） 暫時休憩いたします。

午後６時 休憩

午後６時２５分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

質疑を続行いたします。林君。

○２２番（林 治君） 南ルートの調査について

の概要書、これはまずできるだけ早く出していた

だきたい。そのことは要請しておきます。

空港委員会が開かれてるわけですから、そこへ

自主的にこういう成果品を出すことは、私は当然

のことだと思いますし、そのことは要請しておき

ます。ましてや、この埋立同意を目前にして、事

前に各議員にいろんな調査の結果等を明らかにし

た上で、先ほど市長がどなたかの質問に答えて、

情報公開の世の中だから当然やりますと言うてま

したけども、これはそういうところに 我々が

資料請求やってるのは別な問題です。ですから、

その点はひとつ要請にこたえていただきたいと思

います。

それと、私が冒頭質問いたしました。これは二

度同じことを質問することになるんですが、市長、

空港会社や国への要望ですね。このことが委員会

でやれてない。私は、やれてないのはまだこれか

－３９２－

らということで、埋立同意の前にそのことはきち

っとやらないかんということなんですよ。そのこ

とがやれていないと言うてるんです。

これは埋立同意が終わってしまったら 昭和

６１年、１９８６年ですか、あのときの経過です

ね。昭和４５年から始まって昭和６１年の１１月

の議会で埋立同意しました。そうでしょう。あれ

から以後の大阪府や運輸省の態度というのは、普

通じゃなかったですよ。埋立同意を得るまでは、

そら日参して泉南の市議会、市役所へ来ましたけ

ども、それから以後は全く途絶えました。言って

も、ここまで来いで、なかなか話にも乗らなかっ

た。

今回もこの埋免の前には副知事も何か二、三回

来たようですけど、一度もお会いしたことありま

せんが、しかし、これまでは議会と協議も直接岸

さんのころにはやってきたんですよ。今回はどう

も市長と議長とか、その辺でお話があったようで

すが、私はこれでは話にならんというふうに思い

ます。

大阪府の方との話は、さらに私はやるべきだと

思いますが、そのことはどうも市長もやるような

意思がないようですが、私は埋立同意のことにつ

いて我々が判断をする前に必要なことは、大阪府

と、それから大阪府だけじゃなしに関空会社や国

とも、当然地域整備のことを含めて泉南市として

対応を考えるべきだというふうに思ってるんです

が、この点はどうなんですかね。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 昨年１２月に空特委員会に

我々、大阪府に対する要望案と、それから関空会

社に対する要望案を提出さしていただいておりま

す。その後いろんなことがあって若干時間がかか

りまして、やっと大阪府に対する行政と議会の連

名の要望書をつくりまして先般持っていき、また

１６日に回答をいただいたところでございます。

その中で、あと空港会社、それから御指摘あり

ました運輸省等に対する要望ということについて、

議員も空特委員会でそのことをおっしゃいまして、

委員会として委員長のお話では、一応時間的な問

題もあるので、統一地方選挙後に要望をしようと

いうことの整理をされておりますので、私どもと



いたしましても大阪府と同様、できれば行政と議

会と連名でという形で考えたいというふうに思っ

ておりますので、埋立免許同意は同意といたしま

して、要望は要望という形で今後とも進めてまい

りたいというふうに考えております。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 全く、まあいえば市長と

しては甘い考えというか、実際上同意をしてしま

った後では、大阪府も国も関空会社も言うこと聞

きませんよ、実際問題として。これは、この歴史

がはっきりと証明してるじゃないですか。私はや

っぱり同意の前に具体的な最低限のことは、国や

関空会社との間でも協議を行った上で決着を見る

べきだというふうに思います。そのことを市長の

方にもやる意思がないようですから、私はそうい

うことではだめではないかということも言ってお

きます。

それから、例えば南ルート問題についても、私

は本来的に関西空港株式会社自身が、関空の安全

性を考えて２本のルートが欲しいということであ

れば、それは関空会社が本来やるべきことであっ

て、泉南市があれこれすべきではないと。ただ、

市長の方はそのことによって一定の利益というん

ですか、効果があるからということでいろいろと

運動を進めているようですが、私は仮に市長がそ

う考える、またこれまでずっと看板まで張ってや

ってきた経過を考えれば、この埋立同意の前にこ

の問題についてのきちっとした話し合いだってす

べきなんですね。それすら結局やれてないでしょ

う。何か研究会ができるって、研究会つくったっ

て変わるようなことありませんよ、実際問題とし

て。

私は、その点では非常に市長の対応というのは、

南ルートに対してもそういう対応であるんなら、

これはこれまでいろんな効果があるとかいって調

査費を使ってやってるものですから、いろんなこ

とを書けます。書く専門家がおりますから書きま

すから、それでいえばそういう方向に議会や市民

を引きずっていこうと。いつまでも夢と希望を持

たしておけばそれでいいというふうなまやかしに

なるんじゃないですか、これ自身は。ほんとにそ

のことが必要であるなら、私は今の時期を逃して

－３９３－

はもう何の手当てもまともにできないんじゃない

かと、こう思いますよ。そのことを意見として言

っておきます。

それから、市長は地域との共存共栄の問題で、

大阪府との間で要望書についての一定の回答を得

たから、だから一定の成果を得たと、こういう考

えを先ほど示されました。私はそれはおかしい。

空港会社や関空との間でもきちっとした協議をし

て、いわゆる空港そのものが地域との共存共栄を

図るものとして位置するということが大事なんで、

これについては第１種空港ですから本来国が責任

を持つべきです。ところが、国はほとんどこの問

題についてまともな責任を持とうとしませんし、

今地方財政の厳しい中で大阪府は、今度の大阪府

への要望の中でもほとんど財政が厳しいからと言

って、まともに第１期のときと比べてみてもこた

えていないことはもう具体的に明らかです。

こういう中で、市長はこれまで泉南市での空港

建設が始まって以来の都市基盤の整備について、

先ほど胸を張って言って、しかもなおかつ従来の

施策の手は緩めていない、一般的な施策も緩めて

いないというふうに表明されました。私は先ほど

一般会計予算のときに、討論でそのことについて

具体的に指摘したとこなんです。そうでしょう。

私はもう一度言うのは省きたい気持ちなんです

が、例えば学校施設の問題をとってみたら、決し

てそんな事態ではない。もうこの今の学校施設の

荒廃は、向井市政がつくり出したようなものです

よ。あなたがつくり出したようなものですよ。大

きな責任をあなた持ってるんですよ。

学校施設についてもそうなんですが、例えば保

健衛生費、市民が一番望んでる市民病院をつくっ

てほしい、こういった願いにこたえて本来やるべ

きところが、これもまともにやっていないし、例

えば平成９年度決算で見た場合も、泉南市は市民

１人当たりの保健衛生費が３，８３８円です。これ

に比べて岸和田市は３万１，８９９円、病院を除い

ても１万９，９４２円ですよ。隣の阪南市でも、病

院を入れると１人当たり保健衛生費は１万３，１４

８円、病院を除いても５，６２８円なんです。これ

は泉佐野や貝塚の数字を言わずもがなです。

いかに泉南市の保健衛生費が、病院がないにも



かかわらず、病院を除いた後の保健衛生費ですら

極端に低いんですよ。全部、例えば市民の命を守

る問題も中小企業対策も、それから学校施設費も

全部犠牲にしてきて、あなたはいわゆる大型の公

共事業をやってきたんです。これがあなたのこれ

までの４年間なんです。犠牲なんです。ちょっと

辛抱してもらってというんじゃないんですよ。そ

ういうふうな状況の中でのいわゆる道路建設だと

か、そういう問題なんですよ。

こういうようなことがこれから第２期事業を進

めていく上でまたさらに起こるということは、こ

れは市民としては皆我慢ならんのですよ。今小学

生は、今小学校でちゃんとした施設で勉強できる

ように、中学校もそうです。幼稚園もそうです。

そのことをちゃんとするのが、市長、行政の役割

でしょう。お年寄りの対策だってそうですよ。だ

から、そういう地域の住民の暮らしを教育や福祉

や医療だとかこういった面で守っていこうと思え

ば、このような地域整備のあり方じゃあかんので

すよ。そのためには国や大阪府 大阪府はお金

がないというて、もうまるっきり話にならんので

すが、国や関空会社に対しても、特に国には第１

種空港としての責任を果たさせるための要望をき

ちっとやることが大事なんです。そうじゃないで

すか。どうですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） もちろん、運輸省あるいは

関空会社に対して要望を行って協力をさせるとい

う部分もあろうかというふうに思いますが、地域

整備といいますか、実際市町のまちづくりに一番

関係の深いのはやはり大阪府でございますから、

我々はできるだけ早く大阪府に対してもその他に

対しても要望を出したいということで昨年１２月

に案を示さしていただいたんですが、残念ながら

取りまとめに至ったのはごく最近ということもご

ざいまして、現在大阪府だけの対応になっており

ますが、引き続いて関空会社、また国の方にも議

会とも御相談をして要望をしてまいりたいという

ふうに考えております。

それから、大阪府の回答につきましては、先ほ

ども申し上げましたように、要望自体地に足のつ

いた要望をしているつもりでございますので、そ

－３９４－

の中である一定の評価をすべき回答をいただいた

というふうに理解をいたしておりますので、これ

らについては、もちろん財政事情もございますけ

れども、今後十分そのあたりを勘案した中で、ま

た御指摘あった他の施策との関係も含めて精査し

ながら進めてまいりたいというふうに考えており

ます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 何度言うても同じような、

まあいえば話にならん御回答しかできんわけです

が、国に対しても埋立同意をしてからまた要望に

行くというわけですか。それはとてもじゃないが、

国はまともに泉南市を見て物言いませんよ。そん

なこと経験してるでしょう。みんな知ってる話で

すよ。私はそんなことで、とにかくもう言いなり

になってやるというような市長の自主性のなさに

は、あきれるほかないです、それでは。一体何が

できるんですか、埋立同意してから。これは、６

１年から以降そのことははっきりしてるじゃない

ですか。何を要望するんですか。

今、泉南の市民をこれから、私が今申し上げた

ように、もう今予算は済みましたから私全部繰り

返すようなことはやめてますが、学校施設のこと

も保健衛生１つのことも、これから介護保険のこ

とも始まるんですよ。こういう中でこういう市民

の暮らしを切り縮めるような、犠牲にするような

地域整備はだめですよ、都市基盤整備というのは。

空港が来るからといって あなたはこのチャ

ンスにやると言うてるんですよ。このチャンスに

やると言って今地に足のついたって、地に足のつ

いたどころか、今大阪府へ要望した４事業だけで

も、やろうとしたら２００億近くの事業になるん

でしょう。とても泉南市にそんな事業をやる能力

ないですよ、経済的にいって。だから、そういう

ことにならないような財政的なちゃんとした裏づ

けをやっぱり国にこの時期にはっきりと約束をと

らないと、成田空港の方はどうですか。また、こ

の前５年間のかさ上げ法をちゃんとつくらしてる

んです。これは、それぞれの市町村がしっかりす

ればそれができるんです。できないから全部大阪

府に頼ってる。大阪府自身はギブアップしてるん

ですよ、今財政的には。話にならんですよ、そう



いう対応では。どうなんですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） ですから、今回要望したの

は、現在市が既に事業している事業、市が事業主

体になりまして、これらに対する財政支援あるい

は財政的な負担の軽減ということが随所に盛り込

まれております。ですから、新たにやる分も、例

えば火葬場とかありますけれども、それは新規と

いうことでございますが、現在やっております街

路事業あるいは下水道事業等々、あるいは農業公

園も含めてでございますけども、既にやっている

事業について、今の条件よりも改善をするという

条件のもとに回答いただいてるわけでありますか

ら、負担軽減になるわけでございますから、その

点はやはり大きな評価をしたいというふうに考え

ております。

ですから、あとの事業化全般については、当然

トータルとしての財政見合いの中ではありますけ

れども、少なくとも今回の回答によって大きくそ

のあたりの軽減が図れるものがあるということを

理解をいただきたいと存じます。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） もうこれぐらいで置いと

きたいと思うんですが、市長が何も知らん市民に

そういうことを言えば、何か大きな成果を市長は

上げたんだなと、こう思いますでしょう。しかし、

そうはいきませんよ。私は予算委員会の中でも、

これらについての財政計画は一体どうなるか。こ

れは４月になったらつくりますと言うてるんです。

あなた方市当局がそない言うてるんです。財政当

局がそう言うてるんです。そんなもんまだまとも

なものできてないじゃないですか、現実には。

そういう中でのあなたの大阪府からたくさんも

らえるようなことになったと。昭和６１年の埋立

同意のときのあの内容と全然違いますよ。そんな

もん具体的に何も出てませんよ、実際問題として。

出てるんだったらここへちゃんと資料として出し

なさい。あんな回答じゃ何にもないですよ。検討

します、努力しますでしょう。何を言うてるんで

すか。そんな話にならんですよ。それでは全く話

にならん。だから私は、国にも地域整備の具体的

な提案を出させるべきだということを言ってるん

－３９５－

です。そうじゃないですか。

〔林 治君「資料を出しなさい、それじゃ。財

政計画の資料出しなさい」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この回答の内容については、

先般空特委員会でるる説明しましたので、中身に

ついては御理解いただいてるというふうに理解を

しております。

それから、中期的な財政見通しについては、こ

の前からお答えいたしておりますように、その４

月もしくは５月にお示しをしたいと。それには当

然こういう事業も盛り込んだ形のものになろうか

というふうに思っております。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 市長ね、だから結局でき

てないということでしょう。それらを見て、それ

らが具体的にどうなるかということを明らかにし

て、その上で埋立同意について議会に提案すべき

なんですよ。拙速に過ぎるというのは、このこと

ですよ。ほんとに市民の利益を考えるなら、あな

たが施策上の手は緩めていないと。あんな事態に

なってながら手を緩めていないと。今の保健衛生

費のことも含めてですよ。数字が事実を示してる

にもかかわらず、ぬけぬけとあなたそんなこと言

うてるんですよ。現実にはそうじゃないでしょう。

学校だって皆そうでしょう。それで手を緩めてい

ないと言って平気で答弁してるんです。

それならちゃんと市民生活に悪い影響を与えな

い保障の財政計画を出して、埋立同意についての

議決を下さいというふうに言うのが普通なんです。

私はそのことについて、あなた予算委員会で説明

しましたと言いましたけども、説明を受けて、そ

のためには財政計画が要るじゃないかと言うたん

ですよ。そしたら出しますと言うたんです。４月

に出しますと言うたんです。何を考えてるんです

か。その上で埋立同意のことについて議論したら

いいんですよ、本来は。そうじゃないですか。

○議長（薮野 勤君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 今回の大阪府の回答は回答

としていただいて、その内容の説明は、先ほど申

し上げましたように空特委員会で御報告をいたし

ております。



それから、これを実現するための財源計画ある

いは財政計画というのは、当然これも受けて、で

きるだけ早い時期に策定をするということでござ

いますから、４月ないし５月に策定をするという

ことを申し上げているわけでございますから、順

序としてはそういう形で妥当かというふうに思っ

ております。

○議長（薮野 勤君） 林君。

○２２番（林 治君） 市長はオウム返しにそう

いうことしか言えないんですが、本来は埋立同意

の前にそういうものを具体的に市として出して、

大阪府や、特に政府とこの問題について決着をつ

けるということがほんとに市民のためになる、そ

れなしには市民のためにならんということだけ私

は言っておきます。

○議長（薮野 勤君） 以上で本件に対する質疑を

終結いたします。

８時まで休憩いたします。

午後６時４７分 休憩

午後８時 ２分 再開

○議長（薮野 勤君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

討論に入ります。討論はありませんか。

成田君。

○１４番（成田政彦君） 私は日本共産党泉南市会

議員団を代表し、議案３９号の反対討論を行いま

す。

関空２期目事業にかかわって公有水面埋め立て

を認めてほしいという知事から市長に照会があっ

たのは、３月１７日であります。しかも、申し出

があった翌日に埋立同意し、議会に認めるように

市長は提案してきました。なぜこんなに急いで同

意をする必要があるのでしょうか。回答を求めら

れている７月１６日まで、地域整備などについて

国・府、関空会社と地元住民、議会などが十分に

納得のいく話し合いや交渉をまずすべきではない

でしょうか。そのことをしないままに見切り発車

のまま３月議会に提案することについては、反対

するものであります。

さらに、関空について当初から軍事空港として

利用されないか、危険が指摘されました。当時の

岸府知事はそういうことはないと述べていました

－３９６－

が、現実として９７年には米軍が滋賀県の饗庭野

演習場での演習に参加するために関空を利用しま

した。今また、米軍の軍事利用のための日米ガイ

ドラインが国会で論議されています。関空が軍事

利用される危険性が出てきています。２期工事に

際しても、一切の軍事利用がないと政府・運輸省、

大阪府は府民に約束すべきであります。また、市

長も軍事利用しないよう政府・運輸省に申し入れ

るべきであります。このことを強く指摘したいと

思います。

さて、関空の埋立理由書は、関空２期目事業の

必要性として３点を述べています。１つは、大阪

国際空港周辺の環境を今後とも保全するためには

２期目事業により関西圏の航空需要に対応すると

なっていますが、これは陸上飛行ルートと航空需

要の増大を前提としてるもので、関空自体の環境

悪化については何も検証されていません。

２つ目は、増大する航空需要に対処し、我が国

の国際ハブ空港及び内外の拠点空港にするために

早期に必要だと言っておりますが、果たしてそう

でしょうか。大阪国際空港の継続使用や神戸、中

部新空港、滋賀の新たな空港建設などで、ハブ空

港となり得ないことは明らかです。９６年当時の

黒野運輸省航空局長で現在運輸省事務次官は、ほ

かの国と競争してハブ空港と考えるべきでないと

まで述べております。

３つ目は、現在航空旅客、貨物が順調に伸びて

いる中で、この先航空需要が増大するので、現在

の滑走路１本では２００３年まで１６万回の処理

能力しかないから対応できないという理由であり

ます。ところで、運輸省自身は、成田で１本滑走

路がふえ、中部新空港と関空の２本目の滑走路建

設で２００５年には航空需要が年間５９万回とな

ると試算していますが、実際はどうでしょうか。

この計算は９７年度、成田と関空の航空需要の２．

４倍となっています。

９９年現在、国際線は成田、関空で利用率は軒

並み下がっています。ちなみに、関空は９７年度

は１２万回であり、年間１６万回まではまだ一定

の余裕があります。ことし９９年８月の関空国際

夏ダイヤを見ますと、初めて前年度より週５０便

減少となり、９４年開港以来初めて減少し、新聞



でも陸上飛行ルートの増便効果はなかったと述べ

ています。今後、成田空港の国際線の発着便がふ

え続ければ、ますます関空の国際線の利用率は低

くなるでしょう。このことは、航空需要に過大な

見込みがあるということであります。

これに対して１兆５，０００億円も国・府などの

費用をつぎ込むことは、全くむだな投資でありま

す。１期目よりさらに水深の深いところを埋め立

てる２期工事は、１兆５，０００億円で工事費がお

さまるとは到底考えられません。再検討を含めて、

政府・運輸省は凍結、中止すべきであります。

次に、関空１期工事を含めて、関空開港から今

日の９９年までに泉南市にとって関空は共存共栄、

地元にプラスになったかどうかであります。

１つは、環境問題であります。関空は大阪国際

空港の騒音公害を解決するために、海上５キロ沖

に建設し、当時の岸府知事は陸上飛行ルートはし

ないと言明したにもかかわらず、昨年１２月には

運輸省は横山大阪府知事の同意で陸上飛行ルート

を強行しました。これは公害のない空港という関

空建設の原点、住民の声を踏みにじったものであ

ります。

第２に、地域整備が進み、市の財政は潤ったの

でしょうか。９４年の３月議会に泉南市議会は、

関空が建設されても一向に地元にメリットがない

として、関空全体構想反対決議がなされました。

当然であります。しかし、残念なことに同じ年の

６月議会で反対決議が白紙撤回されましたが、事

もあろうに９７年には白紙撤回のために議員間の

中で買収、贈収賄事件があったことが発覚し、２

名の議員が逮捕され、議員を辞職しました。関空

２期工事は、まさに利権の対象となったのであり

ます。その白紙撤回理由に、地元合意と共存共栄

のための一定の成果が得られたとなっていました。

現時点ではそうなってるでしょうか。

２期目の工事に当たって、地域整備に対する泉

南市に対する大阪府の回答の中で、１期目の工事

以来、市民が最も強く求めている泉南済生会病院

の高度医療化、すなわち脳、心臓など循環器系、

がんなど病気を治療する施設を含む総合病院化に

ついてはどのようになってるでしょうか。府は、

２００２年に高度医療施設を伴わない２６床の老

－３９７－

人福祉病院をりんくうタウンに建設すると答えて

います。隣の泉佐野市は、１期工事の地域整備関

連事業で３００床を超えた市民病院と救急救命施

設が既にりんくうタウンに建設されているのと比

較すれば、全く市民の医療要求にこたえるものと

はなってはいません。

さらに、財政的に潤ったのでしょうか。泉南市

は福祉、教育を削減して、空港関連事業としてこ

の１０年近く大型公共事業を推進してきました。

その結果、市の借金は９７年度までに総額４９７

億円にふえ、市民１人当たりの負担は８０万円近

くになっています。とりわけ教育予算の大幅削減

は、子供たちに大きな犠牲を強いています。

では、市が大きく期待していた空港関連の収入

はどうだったでしょうか。最も惨たんたる結果と

なったのは、宝の山と言われたりんくうタウンか

らの税収であります。当初は企業が進出して、１

０年で７１億円近くの税収を予想したのに対し、

結果は大きく狂い、何回も修正して、９４年度の

修正では３１億円が２００３年までに入ると予想

しました。しかし、９９年では、今日の時点では

全く見通しが立っておりません。ちなみに、９７

年度までのりんくうタウンからの税収は３，７００

万であります。

さらに、空港と関連全体の税収の見通しを見る

ならば、市自身がつくった９４年度の見通しと、

今回９９年３月市が修正した見通しの狂いは、比

較しますと実に９９年から２００３年までの５年

間だけで空港関連で６１億円の減収となる大幅な

修正が行われています。このことは裏返していえ

ば、１期工事で空港関連事業を多くやることによ

って経常収支が１０３と財政危機に陥った市にと

って、今度２期工事が空港と共存共栄の関係をも

たらすのか、甚だ疑問です。空港が来たら税収が

ふえるという大きな期待は、現状では夢物語では

ないでしょうか。

また、泉南市は市民税の徴収率が府下最低、９

７年度だけで１９億円という滞納があります。財

政状況は極めて厳しい状況であります。それにも

かかわらず、泉南市は２期工事に当たって、税収

の入らないりんくうタウンに通じる都市計画道路

信達樽井線建設や砂川駅前再開発のために１７６



億円に及ぶ空港関連事業をしてます。これでは市

財政は赤字どころか、空港のために破綻するので

はないでしょうか。

我が党は、このような府財政、市財政を圧迫す

るような関空２期工事は、中止すべきだと考えて

います。関空２期工事は一たん凍結し、騒音など

の環境問題は当然のこととして、航空需要、事業

費、府の負担及び市財政の関係、民活方式という

事業の進め方のあらゆる角度から、事業の是非を

府民的合意を図ることが強く求められています。

以上、反対討論を終わります。

○議長（薮野 勤君） 賛成はありませんか。

南君。

○１１番（南 良徳君） 清和会の南でございます。

私は議案第３９号、公有水面埋立てについて、賛

成の立場から討論いたします。

関西国際空港が開港して早くも４年半が経過い

たしました。この間の関空の主な経過を申し述べ

ますと、昭和４６年に始まる航空審議会での検討

では、地域社会の理解と協力が計画推進の前提で

あるとの考えに立って、地元各方面の意見聴取に

多くの時間が費やされました。そして、昭和４９

年、大阪国際空港の騒音問題を抜本的に解決する

観点から、大阪湾南東部の泉州沖に計画される航

空審議会の答申がなされました。

一方、５３年５月には新東京国際空港が開港し

ましたが、この空港は大きな社会問題を惹起しま

した。これに対して、関空は成田の轍は踏まない

として、意思決定はもちろん環境影響評価など、

その諸手続は極めて公明正大に行われました。し

かも、我が国で初めて地域と共存共栄が打ち出さ

れた空港であります。

昭和５６年、国は計画案、環境影響評価案、地

域整備の考え方のいわゆる３点セットを地元３府

県に提示し、地元への協力を求めました。

５９年には、事業主体となる関西国際空港株式

会社法が国会で成立するに際して、衆参両院で行

われた附帯決議においても、空港と地域社会の調

和への配慮が強調されたところであります。

その経緯を踏まえ、泉州市・町関西国際空港対

策協議会、いわゆる関空協や関西国際空港推進会

議が設置され連携を深めながら、昭和６２年１月
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に民活プロジェクト第１号として着工、以後空港

建設が進められました。

この間、本市議会としても昭和４５年５月の町

議会当時の空港設置反対決議を先見の明と英断を

もって５４年９月に泉州各市町議会で最初に白紙

撤回いたしました。その後、大阪府議会や各市町

議会が続々と空港要望決議を可決するという流れ

になったことは、御承知のとおりであります。

そして、昭和６１年１１月、本市議会は大阪府

知事からなされた公有水面の埋め立てについての

意見照会に対し、同意するという勇気ある決断を

下したところであります。

さて、関西国際空港の現状を見ますと、現在の

３，５００メートル１本の滑走路だけでは全く不十

分であります。今後、関空のポテンシャルを生か

し、２１世紀に向けた国際ハブ空港として機能し

ていくためには、平行滑走路と横風用滑走路を有

する全体構想の早期具体化がぜひとも必要であり

ます。当面、全体構想に至る段階的施工として今

回の２期事業に早期に着手することが必要であり

ます。これは現滑走路の沖合に平行して４，０００

メートルの滑走路を設置するもので、これによっ

て将来の超大型機の受け入れが可能となります。

また、滑走路が２本となることによって、メン

テナンスのための発着制限の必要もなくなり、発

着能力が大きく前進することとなり、我が国とい

まだに直行の定期便で結ばれていない国々と直結

することが可能となり、国際航空ネットワークの

充実と本格的２４時間運用が可能となります。今

後の国際旅客中心に関空の輸送需要が着実に増加

することに十分対応できることとなります。

次に、２期事業を取り巻く状況を申し上げます

と、現在我が国の経済はバブル経済崩壊後の低迷

下にあり、とりわけ大阪は景気の底を脱し切れて

いないところであります。また、アジア地域にお

いても一昨年来の通貨危機を契機として、いまだ

回復状況に達しておらず、この余波を受けて航空

需要がやや落ち込んでおり、関西国際空港の便数、

旅客数ともやや停滞気味であります。しかしなが

ら、中長期的には航空需要は増大し、そのために

現状の１本の滑走路では世界の航空路網から取り

残されていくことになり、ローカル空港に成り下



がる可能性もあります。

平成８年１２月には、第７次空港整備計画にお

いて関空は最重要事業として位置づけられました。

その後、２期事業に際しての環境影響評価の手続

も終了し、また大きな問題となった新飛行経路に

ついては、環境監視や苦情処理体制が強化される

中で解決し、昨年１２月から実施となりました。

続いて、関空の地元自治体として申し上げます。

本市は、平成元年１２月に議会で可決された２１

世紀を展望する第３次泉南市総合計画においても、

関空立地という大きなポテンシャルを市のまちづ

くりに積極的に生かしていくことが明確に位置づ

けられ、それに基づきまちづくりが鋭意推進され

てまいりました。今日まで空港関連事業が進捗し

た結果、空港設置前と比較し、現在では本市にお

ける都市のインフラ整備が格段に進んでいること

は、多くの人が認めるところであります。まさに

空港と地域の調和、共存共栄が大きく実現してき

たところであります。関空２期事業の実現により、

１期以上に人、物、情報、文化の交流が活発化す

るとともに、本市財政や雇用に貢献することを期

待するものです。

さて、３月１６日、空港関連地域整備等に関す

る市の要望に対して、大阪府の回答がありました。

要望は市長と市議会が十分に議論し、しかも連名

で行ったもので、項目すべてが本市の発展と繁栄

に必要なものであります。回答については、厳し

い財政状況とはいえ大阪府として精いっぱいのも

のであると思慮いたします。我々市議会としては、

この大阪府からの回答が本市と６万４，０００市民

にとって２１世紀へと続くすばらしいまちづくり

に寄与することとなるように、今後理事者の皆さ

んと一緒に誠実かつ確実に履行されることを府に

遵守していただくよう求めてまいりたいと考えま

す。

最後になりましたが、空港と地域との共存共栄

という関西国際空港の原点かつ永遠のテーマのた

め、我々はより一層リーダーシップを発揮してい

かなければならないと、改めてその責務と期待の

重大さを今十分に自覚しなければならないと思い

ます。

どうか議員各位の御理解、御賛同を賜りますこ

－３９９－

とをお願いし、賛成討論といたします。ありがと

うございました。

○議長（薮野 勤君） 小山君。

○２番（小山広明君） 大変重要な議会が今開かれ

ておりまして、関西新空港の会社も、泉南市議会

や行政の同意がなければ関空はできませんという

ことを公の場で約束されたわけであります。この

位置づけを我々議員一人一人が市民から選ばれた

ということで十分に発揮していくことが、私は大

変大事だろうと思います。ここまでできたから何

ぼ反対しても仕方ないという、そんなことは先ほ

ど言ったようなことからあり得ないことでありま

して、まさしくこれからの社会が私たち議員一人

一人の肩にかかっているということであろうと思

います。

そういう視点に立って、関西新空港のこれまで

の地元に対する対応を私は皆さんに述べさせてい

ただきまして、本当に私たちのこの判断が未来に

対して責任を持てるかどうかを十分にお考えをい

ただいて対応していただくことを心からお願いす

るものであります。

私たちはこういう議論を通して、自分の間違い

もやはり違う意見から学んでもまいりたいと思い

ますし、そういう点で聞く耳を持たないというこ

とではなしに、本当に議論を通して、一番の目的

は市民のためにどうか。そして、その市民とは今

生きているだけの市民ではなしに、これからもこ

の地で生まれ育っていく、そういう人たちのこと

も十分に見据えた中で、この我々の関西新空港２

期の埋め立てについて私は考えていく必要が本当

にあると思いますので、よろしくお願いいたしま

す。私の考えに間違いな点があれば、まだ発言を

しておらない議員がおられますので、十分に議論

をしていただければ結構かと思います。

関西新空港は、言うまでもなく伊丹空港の騒音

問題を解決するために計画されたものであります。

８カ所の候補地の中でこの泉州沖に絞られたわけ

でありますけれども、この泉州沖というのは今ま

で国の公共投資が余りなかったところ、逆に言う

ならば自然の豊かなところが残っておるという、

そういう地域であると私は思います。

それが、審議会の答申の中にもとりわけ泉州地



域は静かなところであるということにかんがみ、

もしそこに空港をつくるとするならば、そういう

静かな泉州であるということを頭に入れた上で特

段の配慮をしてつくるようにというそのような精

神の中でセットされたのが、いわゆる３点セット

の中の公害問題としては中心的な問題であります

飛行経路の問題であります。

海上沖５キロというのも、飛行経路を海上に限

定するというそのことを実現し、当時すべての自

治体が反対をし、大阪府議会でも反対決議を上げ

ておる状況の中で、この関西新空港の計画は進め

られてきたわけであります。この同じ壇上で泉南

市を代表する方が空港の反対の先頭に立って、ま

たこの市役所の庁舎には絶対反対の看板を掲げら

れて、未来の子供たち、未来の生きる者にとって

本当に安心できる社会をつくるために奮闘されて

きたわけでありますし、ここに多く居並びます行

政の幹部の方も、その中で行政をやってきたこと

は言うまでもありません。

しかし、その後、今の南議員の討論にもありま

したように、成田の轍は踏まないということで、

十分な時間をかけて地元の合意をしてきたという

推進側のそのような評価は、たびたび聞こえます。

しかし、私は途中から関西新空港の反対運動に出

会い、その中で運輸省や国がやってくることを見

てきた印象は、全く逆な印象を持ちます。

それは、私たちが空港はどんな問題があるのか

ということをいろんな勉強するときに、市民の皆

さんにビラをまいたり、いろんな会合をいたしま

す。そのときに私服という警察が２人いつも我々

の周りをついて回り、そしてそこに参加した住民

のところに後で訪ねて、どんな話があったんです

か、そのときまいたビラはどんなビラですかと言

って、つぶさにその参加者の家を回って、そして

圧力をかけて反対をできないようにしてきたと、

私はそのように見ております。

また、現在も続いております春と秋の空港反対

の現地集会に市民の皆さんも参加します。そのと

きにどういう対応がとられておるかということを

言えば、機動隊が来て、機動隊が盾の通路をつく

って、そこを通らして集会に行かせると、そうい

うような対応をしております。これが本当に市民

－４００－

のために公平な立場で対応する警察のあり方でし

ょうか。あのような盾の中を歩こうとすれば、普

通の市民ではとても歩けたものではありません。

おのずからそこには一般市民が近づけない、そし

て空港に反対する者はおどおどしい集団であると

いうような印象をそういう形でつくっていく。地

元住民はとても反対という声が上げられない、そ

ういう状態に私は映っております。

だから、時間をかけたということは、十分に反

対や異なる意見も認めるという形での時間のかけ

方ではなしに、あれだけ反対の、行政も挙げて町

内会も挙げて、反対しない者はおかしいと言われ

るように、家にはすべてステッカーを張って空港

反対をやっておった当時の住民の中に、それをひ

っくり返すためにどういう手段をやってきたかは

言うまでもありません。調査という名前での工事

がどんどん進められ、いつの間にか地元同意の前

にもう工事が始まっておるような状況がつくられ

ておったのが事実であります。

そのようなやり方は、今なお続いております。

例えば陸上飛行の問題は、今市長も言われたよう

に、明確な約束違反であると市長はこの場で今述

べられました。その約束違反の陸上飛行をすると

きにどういう行為を行ったか。まだ１期工事にお

ける陸上飛行の容認をしておらないときに、既に

今ここに出されております関西新空港の２期の埋

立申請の提出を先にやられました。まだその段階

で地元は陸上飛行を認めておらなかったわけであ

ります。にもかかわらず、陸上飛行を前提にした

申請をしてくる。これほど地元議会や地元行政、

また市民をないがしろにした行為はないのではな

いでしょうか。だから、十分に協議をし、時間を

かけて民主的にやってきたということは、私の方

から見れば絶対に言えない問題であります。

今回の場合でも、市長が１７日に意見照会を受

けて、早速１８日には既に異議なしという表明を

してしまう。確かに向井市長は推進をし、一刻も

早く２期をやりたいのはわかりますが、市長はあ

くまでも６万４，０００市民の代表であり、その中

にあるいろんな意見をまず集約をして、そしてそ

こには十分な情報公開をして、そして市民が納得

したという段階で市長が表明するという慎重さが



私はあるべきであると思います。

また、議論の中で質疑をやってまいりましたが、

採算性の問題は、この空港が本当に私たちのため

に必要かどうかということを１つ見る大きな問題

であります。１期工事における全く合わない採算

性の中で、２期は連絡橋もないわけであります。

そういう中で１兆５，６００億円でしょうか、そう

いう費用をかけて２期をつくるということは、採

算的にいっても全く合わないのは当たり前であり

ます。無責任にツケを将来につけ回すというだけ

の問題ではなしに、初めから採算が合わないこと

をわかっておりながらこの工事をしていくという

この無責任さは、一体何なんでしょうか。

そして、向井市長がこの時代を厳しく転換期だ

と、これまでの歩みではだめだと、そういうこと

を再三言っておる。では、関西新空港の今の流れ

というのは、今までの流れとどう違うんでしょう

か。今、地方分権と言われる中で、地方の主体性

ということが今叫ばれているはずであります。国

がやっている公共事業を国自身がとめることはで

きない。今、向井市長が市民の立場になって、こ

の無謀な、採算も絶対合わない公共事業中の公共

事業、そういうものを今ストップしていく、その

ことがどれだけ将来の人々に有益であるかは、市

長も十分わかるはずであります。

市長も長い間公務員としてこのような大きな組

織の中に生きてきた方でありますから、もっと国

や府の問題性も一面はわかっておると思うわけで

ありますが、そういう面への言及もありませんし、

何か国のやることに追随をしていくという、そう

いう姿にしか私には見えません。

そして、今泉南市が置かれているその立場は、

何の責任もない働いている人の定昇を１年間スト

ップする。私は１年間だけだからそう大したこと

ないのではないかなと、そう思っておったわけで

ありますが、いろいろ聞いてみますと、１年間ス

トップするということは、２０歳の人であれば定

年までその影響が響くという重大な問題でありま

す。そういうように責任のないところまで給与を

カットするような方針を出さざるを得ないという、

そういう状態になっておるのにもかかわらず、関

西新空港のこの採算が絶対合わないという問題に

－４０１－

突き進もうとするあり方は、大変危険であります。

泉州のこの特異性を発揮するならば、そういう

ような大都会並みの開発志向ではなしに、本当に

私たちが眠っている間も育ってやまない自然の恵

みを十分に生かしたまちづくりをするべきであり、

もう関西新空港での問題は１期工事で懲り懲りだ、

２期はつくらないという判断をするべきでありま

す。

浅羽市政の原点に返って、青い空を取り戻す、

青い海を取り戻す、青い山を取り戻すという、こ

の原点に私たちは返るべきではないでしょうか。

浅羽市政が市長として、この場から関西新空港は

百害あって一利なしと言ったあの姿勢に立ち返る

ことこそ、私たちは未来にお金をかけずに希望を

つくり出していくことだと思うわけであります。

この議会が同意しなければ空港はできないという

この言葉の重みを、今私たちは考えるべきではな

いでしょうか。

周辺事態法という問題も持ち上がって、早速に

自治体や民間に周辺事態に対して協力を求められ

るという法案が、今審議されております。市長は

軍事空港には絶対に反対だと再三申し上げておる、

いろんな場でこれから申し上げていきたいという

ことを言っておられます。では、周辺事態法につ

いては市長はどのような考えかということを聞い

ても、それは国会で審議しておるのであるからと

言って言葉を発しません。

しかし、この法案が通れば、早速に向井市長に

対して協力の要請が来るわけであります。そのよ

うな要請が来ても協力しないというのでは遅いわ

けであります。そういう法律ができることによっ

て、日本じゅうの自治体に協力が求められる状態

でありますから、自分のところは協力しないと言

って済む問題ではありません。市長は泉南市民だ

けのことを考えるという前にも、全国の自治体の

こともあわせて考えるというのが、政治家、市長

としての使命ではないでしょうか。

地方自治体にとって、また２４時間空港を地元

に抱える市長として、明確にこの法案が通ること

はどういう問題があるのかは、政治家として、ま

た市長も先ほどの質疑にあったように、自分の父

親が戦争によって犠牲になっているという個人的



なことまで披瀝しての戦争に対する強い反対の決

意を述べるならば、この周辺事態法が持っている

危険性について肌で感じて、この場で発言をする

べきであります。

なぜ市長がこのことにあせるのかはわかりませ

ん。大阪府は明確に文書で、「公有水面埋立てに

関し、別添写しのとおり出願がありましたので、

公有水面埋立法第３条第１項により貴職の意見を

得たく照会します。」と書き、「よって御検討の

上、平成１１年７月１６日までに回答されるよう

お願いします。」と言っておるにもかかわらず、

なぜきょうたった１日の検討でこのことを同意し

なければならないのでしょうか。

このような大阪府の対応に対して、私たちはも

っと十分に時間をかけて、市民のためにどうなる

か。そして、我々だけがわかるというのではなし

に、市民にもこの問題性の持つことを、賛成する

人も反対する者も含めて、市民にこのことを知ら

して、まず市民の声を聞くという、そういう謙虚

な態度が必要なのではないでしょうか。

この同意を求めるものにつけられている市民か

らの声が載っております。関西国際空港の２期事

業と泉州港北港地域整備事業に反対するというこ

とで、関空は昨年から航空便数が旅客、貨物とも

に減っている。長引く不況下でこの傾向は続くと

思われる。運輸省の航空需要予測とは全く異なっ

ており、２期事業の必要性はなくなっていると、

市民が真摯にこの意見を書いております。

関空が出されたものの中にも、明確に便数が減

っている問題が載っております。それによりまし

ても、例えばこれは関西国際空港株式会社が平成

１０年１２月２５日付で出しているものでありま

すが、乗り入れ便数に関しては、平成９年１１月、

１日平均が１６７．５便になっておりますが、平成

１０年１０月、この１年たった後には１６２．５便

に減少しております。そして、１０年の１２月の

１日平均では１５４便と、どんどん便数が減って

いる状況がデータとして出ております。だから、

関西新空港が例えば陸上飛行を入れないといけな

いという中に書いてあるように、順調に便数が伸

びておるというのは、実態の面からも大いに違う

わけであります。また、旅客数においても５５万

－４０２－

人という減少があるわけであります。

では、そういう中で本当に航空需要が伸びてお

るかといえば、ディスカウントしたりいろんな景

品をつけたりして航空需要をつくり出しておると

いうのが実態であります。本当に私たちはこれか

ら、これ以上の開発をやめ、我慢をしても自然を

守るということをすべきではないでしょうか。

また、こういうような意見も出されております。

周辺事態法案など新安保ガイドライン関連法案で

は、空港、港湾などが軍事使用され、周辺自治体

と民間労働者も軍事動員される内容である。報道

では米軍は関空を要求している。私は戦争に反対

であり、戦争のための２期事業に強く反対すると

いう意見も述べられております。

しかし、このような意見に対して、どのように

この公有水面埋め立ての意見照会に対して答えて

おるのでしょうか。免許長としての意見に対する

評価ということで、意見書の内容を評価し、その

内容を踏まえて本埋め立て事業を検討したところ、

公有水面埋立法上の免許の基準等に抵触しないも

のと判断したと、たったこれだけのことで住民か

ら求めている意見に対して答えているわけであり

ます。

昨日も地域を回っておって、８０歳近いおじさ

んが私に聞いてまいりました。周辺事態法ができ

たら、自分の息子は自衛隊に勤めておる。戦争に

行かなければならないんでしょうかと私に聞かれ

ました。そして、この関西新空港は、そういうよ

うになれば軍用機がおりるようになるんでしょう

かと、その男の方は真剣に私に聞いておりました。

本当に今の時代は、だれも戦争をやるとか危険だ

ということで来るのではなしに、ソフトないろん

な言い回しの中によって戦争への道がどんどん進

んでくることは明らかであります。今の周辺事態

法とはっきり言っておるこのことにも敏感に対応

できないということの中で、本当に戦争への道を

私たちは阻止していくことができるのでしょうか。

こういうようなことが明確になってきた今、４，

０００メートル滑走路の問題は、今の航空機の滑

走路の長さ１つをとりましても、ほとんど４，００

０メートル必要だということはありません。だか

ら４，０００メートル滑走路が必要だというのは、



明らかに軍用機がおりれることを想定しておると

言わざるを得ないわけであります。

今、航空会社がいろいろ出している滑走路の長

さにおいても、それだけの長さが要るというもの

はないわけであります。必要以上のものをつくる

となれば、当然それは工事費も高くつくわけであ

りますから、今回の４，０００メートル滑走路を想

定したものは問題があると言わざるを得ません。

各飛行機ごとの滑走路の長さというのを書いた

のを持っておったんですが、ちょっと見当たりま

せんので、いわゆる４，０００メートル滑走路が必

要だということは、軍用機の離発着が可能だとい

うことを想定していることは言うまでもありませ

ん。そういうことで、関西新空港のこの４，０００

メートルを想定した２期の埋め立てについては、

甚だ問題があるわけであります。

また、南ルートの要求をしておりまして、これ

は平島市政の間から１期工事と同時に着工しなけ

れば効果が半減するとまで言われてきたわけであ

りますが、この２期に関しても全くその実現のめ

どはないわけでありますけれども、これは何も私

は南ルートをつくれということではなしに、この

ような実現性も何もないものをかわりの要求とし

て掲げないといけないところに、逆に関西新空港

の問題性があると思うわけであります。

今回の議論の中でも、関西新空港そのものの議

論がありません。関西新空港をつくるから地元に

一体何をしてくれるのか、そういうような議論ば

かりであります。この関西新空港が本当に問題が

ないのか、そのような議論が中心となった上で、

私は空港によっての地元要求をどうするか、そう

いうことを考えるのであれば話はわかるわけであ

りますけども、そういう議論になっておりません。

また、公害のない基準の問題にしても、航空機

騒音と生活騒音の基準は全く矛盾したものであり

ます。現在、泉南市でリアルタイムにパソコンか

らとっているデータによっても、６８から７０近

い音がこの対岸部に出ておるわけでありますから、

この住宅地において４５デシベルという数字から

考えますと、いかにこの音が大きいかということ

であります。私も毎日、夜この音に悩まされるわ

けでありますけれども、１０時半とか１１時半に

－４０３－

は大変大きな音がしておるわけであります。初め

はちょくちょく電話をしておったわけであります

けども、電話をしても、ただ対応して電話してく

るだけで、何の解決にもなるものではありません。

そういう中で住民の多くはもうあきらめてしま

って、もう言うたって仕方ないと。それは言うた

から解決すれば言えるわけでありますけれども、

なかなか解決しない中に住民のいらだちは募るば

かりであります。

また、この約束違反の問題は、市長も言われた

ように明確に約束違反だと。じゃ、そういうこと

で一体何がどうなったのかということは全くあり

ません。約束違反なら、当然普通の住民であれば

私はいろんな対応をすると思います。裁判の中で

も１人の原告が言われました。約束したことは守

ってくれ、もし約束しても守らんでいいというこ

とであれば、銀行から何百万のお金を借りても返

さんでいいのか、そうなったら世の中はむちゃく

ちゃになるじゃないか。本当に公という国家が約

束をしたことを守らないということは、これほど

重大なことはありません。

市長も明確に約束違反だと、こう言っておるわ

けでありますけれども、裁判の場では決して約束

してない、そのようなそぶりを国や大阪府、また

関空会社は言うわけであります。それだけでも市

長は憤慨をし、政治的な行動を起こさなければな

らないのは当然ではないでしょうか。だから、市

長が約束違反だとここで言い切ったわけでありま

すから、そのことについては市民に責任の持てる

対応を政治家としてしなければ、あなたの言葉は

単なる責任のない言葉になってしまいます。

そういうことで、市長がこの場であれほど明確

に約束違反だと言ったことは、私はこれまでない

と思うわけでありますけれども、そういうことを

言った限りにおいては、やはり市民の立場に立っ

て責任をまずとらしてもらう。単に言葉でおわび

しますと言うだけでは済まない問題があります。

例えば、陸上飛行の問題について、地元が今容

認したから１２月３日から陸上を飛んどるわけで

ありますけれども、もし地元が容認しなかったら

この状態はどういう状態になるんでしょうか。私

は、地元が容認したから済む問題ではなしに、大



変なお金をかけて１６万回いけるということでつ

くった空港が、十二、三万回で飛べないことがは

っきりしたわけであります。そして、地元がそれ

を容認しなければ、この空港は永久に十二、三万

回以上飛べないという、そういう空港になるわけ

であります。そうしたら１６万回飛べるとして投

資してきたことは、一体どうなんでしょうか。

裁判の中でも、空港会社は私人であるからとい

うことを盛んに言います。公でないんだと、そう

いうようなことを言うわけでありますが、もし本

当に彼らが私人、公のものでないと言うならば、

運輸省に対してそのデータがでたらめである、損

害をこうむったということで、我々も１人の株主

でありますけれども、大阪府も株を買っとるわけ

でありますから、そういう点では株主に対しても

責任があるわけでありますので、公という運輸省

に対してこの責任をどうとってくれるのかと言う

べきでありますけれども、そういうことをせずに、

住民にそのでたらめなことを押しつけておるとい

うのが実態であります。

もう１つは、許せない発言が１つあるわけです

が、一度も陸上飛行を要求したことがないと、こ

のように運輸省は言います。ただ、今のままでは

十二、三万回しか飛べませんと現状を説明しただ

けだと。勝手に地元は陸上飛行を容認したんであ

って、初めから我々は陸上飛行を要求したことは

ないという詭弁を言っております。

市長、こんなことを言われておって、どのよう

に思われますか。勝手に地元自治体が容認したか

ら陸上を飛んどるんであって、我々から持ち出し

た話ではないというようなことをぬけぬけと裁判

の場で言っておるわけであります。これは公の場

で言っておりますから、資料を取り寄せれば明確

にわかるはずであります。そういうように、ある

ところでは別なことを言い、あるところでは別な

ことを言うという、この詭弁ともいうべき言い方

に関西新空港建設の実態があると思うわけであり

ます。

それから、次にこんな意見もあります。２期事

業のために運輸省は約束違反の陸上飛行を昨年末

から強行した。騒音公害と墜落の危険が住民生活

を脅かしている。大気汚染、ダイオキシン汚染な

－４０４－

ど公害の危険も不可避であり、さらに大阪湾の環

境と山林の自然環境を破壊することも不可避であ

る。生活環境面からも反対する。このような住民

としては当然の意見が寄せられております。

また、関空の軍事空港化には絶対反対である。

もう１本目の滑走路は米軍と自衛隊用ではないか。

地元は何も繁栄していない。衰退している。通過

都市化しており、公害だけもらった。この点から

も反対である。実に明確に住民はこの問題性を見

抜いております。

また、１兆６，０００億円のお金をもっと違う道

に使うことができないか。例えば困っている人、

老人に使うこと。これ以上空港は要らない。この

ようなまじめな住民の声が、関西新空港２期の問

題でどのように反映しているでしょうか。そのこ

とに対して一片の回答で、公有水面埋立法上の免

許の基準等に抵触しないものと判断すると。まる

で木で鼻をくくったような言い方ではありません

か。本当にまじめに十分に理を尽くして地元住民

と議論をしてきた態度とは思えません。

また、陸上ルートが始まってからうるさい。こ

れ以上の騒音は困る。だから２期事業に反対する。

意見はすべて反対ではありませんか。また、簡単

に関空２期絶対反対というだけの意見を言ってお

る方もあります。私の息子のふるさと大阪を人が

幸せに暮らせるまちにしてほしいという遠いとこ

ろからの声もあります。また、行政の責任は、住

民の声を聞くこと、約束を実行する、これもまた

当然のこと、２期工事を強行することは、行政と

して将来に禍根を残すだけである。このような意

見が述べられております。

また、関空２期に巨額の資金を投入し、一方で

府職員、教員を削減する財政再建プログラムを進

めるなど言語道断、計画を即時撤回せよという厳

しい意見、当然の意見であります。横山ノック知

事が第１期目のときに公約をしたことは、まさし

く関西新空港をストップするという明確な公約で

あったはずであります。その具体的なことは、関

西新空港というのは国の責任ですべしと。もう１

つは、大阪周辺の山系の乱開発は絶対に反対する。

これが横山ノック知事の選挙公約であります。こ

のことを見事に破って、またもや２期の選挙に出



ておるという状態は、厚かましいにもほどがあり

ます。これだけ公約を明確に破った知事を私たち

は本当に問題にせざるを得ません。

また、手近な状況に左右され、目前の波を避け

る施策よりも、府民個々の生活に影響させず、む

しろ手厚く報い、事業者や法人や有力者よりも大

勢の府民の方を顧みるような施策をあなたに強く

望んでいる。そういう府民として期待するあなた

への政治姿勢にも背く事業である。これは、あな

たというのは横山ノック知事を指しておるわけで

あります。

また、現状で十分運用されると聞いている。そ

れ以上のものをつくり、環境破壊を進めるのは絶

対反対である。さらに軍事空港がもくろまれてい

るおそれも十分ある。反対である。このように市

民がこの公有水面の埋め立てに対して意見を述べ

ておるわけであります。

このことは、議場におられる議員が十分に参考

にして採決をしていただきたいということで申し

上げておりますので、しばらく市民の意見として

お聞きをいただきたいと思います。

また、現状でも大阪湾周辺の空域は過密状態で

あり、神戸空港が予定される中で、これ以上の過

密化を進めることは極めて危険である、そのよう

にも言っておるわけであります。

また、陸上飛行反対、関空２期事業着工反対、

新安保ガイドライン関連法案、軍事化になる。巨

額の資金を福祉、教育、医療に使うこと。府民の

立場になって真剣に考え、我々の幸せな生活を破

壊するな。したがって、反対する。政府は安保、

防衛問題での従来の見解を次々とエスカレートさ

せている。まさに戦争政策である。泉州住民とし

て絶対に見過ごすことはできない。憲法を守るこ

とと、このように述べておるわけであります。

この意見は大変貴重な意見であり、私たちはこ

のことに真摯にこたえていく責任が公人としてあ

るのではないでしょうか。

また、新ガイドライン関連法案での戦争に向か

う現在の日本政府、自民党の政策が気がかりで、

これらに強く反対するものとして強調しておきま

す。また、財政、環境と今多くの問題を抱えたま

ま計画を進めるべきではありません。私たちはよ
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い生活自然環境を次世代の子供に引き継いでいく。

これ以上の破壊をしないでください。大阪湾は近

畿一円、国民の母なる海であります。お母さんを

大切にしましょう。ノックさん、子供たちのため

にもお手本になりましょう。そういうように言っ

ております。

また、神戸市は神戸空港から国際線を飛ばすつ

もりです。よって２期は必要ありませんというよ

うにも言っております。

また、陸上飛行をしないという関空建設の話に

うさんくさいものを感じます。他府県に移住して

いきますという、こういう痛烈な批判もあります。

陸上飛行をしないという空約束で神戸空港浮上、

そして関空２期工事、知事に一言言いたい。もう

これ以上環境を壊さないでほしい。２０００年は

一人一人が過去を振り返り、反省すべき年ではな

いでしょうか。また、関空の軍事使用絶対反対。

ガイドラインの成立を許してはならない。航空需

要は落ちているのではないか。これは先ほど私が

説明したとおりであります。

この意見の最後でありますが、大きいことはよ

いことだと大型公共事業を優先してきた行政は、

完全に行き詰まっている。これは、行政がきょう

の審議資料として出した関係大阪府民からの声で

あります。

このようにすべてが関空の２期に反対だと言っ

ておるにもかかわらず、市長は異議なしと議会に

説明をしてきました。市長はこの市民の意見をど

のように聞いてしたんでしょうか。かけらもこの

ことが反映されておらないのは、まさしくどこの

市長かと言いたいわけであります。

〔「泉南市」の声あり〕

〔傍聴席で発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） 静粛に。

○２番（小山広明君） 今言ったように、やはり空

港そのものに私は反対でありますけれども、いい

のではないかなと思う方も含めて、７月１６日ま

でに回答していただきたいということであります

から、きょうの議会で１つの結論を出す必要は全

くないと思うわけですね。田尻町も泉佐野市も同

意はいたしましたけれども、本当に市民との議論

を十分踏まえた上での結論であるのかは、私は問



題があると思います。

市長は、先ほど及第点というような評価を大阪

府の回答でしていらっしゃいますけども、本当に

及第点なんでしょうか。一番市民が待ち望んでい

る市民病院、このことには全く言及がないわけで

しょう。できないならできないでもいいと思うん

ですが、夢を持たしながら、いかにもできるよう

にして、この点が一番抽象的に何にも答えてない

わけであります。その上になぜそれを及第点と言

うのでしょうか。私はそういうことが全くわかり

ません。

本当に市民病院というのは、現実には泉南市だ

けでつくることは、私は無理があると思います。

しかし、それは何も泉南市だけでつくる必要はな

いわけでありまして、阪南市が今阪南市民病院の

建てかえ時期にあると聞いております。やはり阪

南市や岬町とも協力しながら、この泉州地域に公

的な設備の整った医療機関をつくるというのは、

これは泉南市民だけの問題ではなしに、阪南市民

にとっても、また岬町の人にとっても、田尻町、

泉佐野市民にとっても必要なことではないでしょ

うか。そういう空港があるないにかかわらず、公

的な病院の建設というのは、市民の本当に求める

願いであることは当然であります。

それならば、この面については、かかっている

事業に少し補助金を乗せてもらうというようなけ

ちな話ではなしに、本当に一見不可能というよう

なそういう市民病院についてこそ、この２期の問

題についてもし認めるとすれば明確に約束をさせ

るというのが、私は今の政治家としての目的でな

ければならないと思います。政治家は行政マンで

ないわけでありますから、政治力という形で大き

な力を持っております。

先ほども言ったように、関西新空港は議会が同

意しない限りできないと言っとるわけであります

から、もしきょうここで同意しないということに

なれば、本当にそれは驚くべきニュースとして全

国に発信することは明らかであります。しかし、

ここで今同意をしてしまえば、それは当たり前の

こととしてニュースにも何にもならない。それは

どれだけ泉南市が主体的にやったとしても、泉南

市の主体性を発揮したとはだれもとらないはずで
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あります。いわゆる国の意向に沿ったという評価

があると思います。政治家は、あるときはパフォ

ーマンスも必要であります。そういう点で、本当

に住民が関心を持ち、動いてくるような状況を私

はつくらなければならないと思います。

そういう点で、今回のこの同意議案については、

さまざまな問題から決して今結論を出さなければ

ならない問題であるとは私は思いません。

また、南ルートにしても先ほど言いましたけれ

ども、全くこれは実現性がないと思います。ここ

ではっきりと２０２５年までにできるでしょうと

いうのんきなことを言うのではなしに、今２期の

問題をやっておるわけでありますから、ベイエリ

ア空港に位置づけられたというだけの問題ではな

しに、ベイエリア計画というのは大阪湾をすべて

埋め立てるという構想であります。そんなことは

まさしく不可能でありますよ。そういうものと連

動して南ルートを実現するんだということは、ま

さしくやらないということに等しいと思います。

ベイエリア計画は大阪湾の中に大規模な島をつく

って、そこに通路をつくって、大阪湾を全部埋め

れば大阪湾の汚染問題もなくなるだろうという実

にばかな発想の中でしたものだと私は思っており

ます。

そういう点で、とてもそんなことがこれから実

現されるはずはないわけでありまして、そういう

点でこの南ルートについてはきっぱりと、２期事

業の交換条件にするということではなしに、土取

りと同じようにはっきりとこれは泉南市としては

取り下げるというようなことを明確にすべき問題

であります。

この関西新空港の問題で地元の要求がなかなか

受け入れられないということで、この議会で全会

一致に近い形での２期事業に対する反対決議を行

ったわけであります。しかし、そのようなことは、

かなり大きな力となって大阪府を震え上がらせた

わけであります。それは地元にとっては、また大

きな政治力を持った行為にもなりました。そして、

選挙の前にこの山間部から土取りをさせるという

約束をさせたわけであります。それだけ議会の決

議というのは強力な力を持っております。不可能

なことでも可能にするような力を持っております。



そういう中で力を発揮して文書で約束をさせ、そ

れは不可能なことを可能にするような力でありま

すから、当然利権がそこに発生し、またそのこと

を予測させます。

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。小

山君、時間の経過も考えていただいて、簡潔に、

かつ明快に討論を願いたいと思います。

○２番（小山広明君） 私もそういう気持ちでやっ

とるんですが、市長が問答無用でこういう提案の

仕方をしてくれば、私もやはり自分の合法的に許

された範囲でやはり１つの主張をしていきたい。

もちろん言葉の中身もほんとに大事であります。

しかし、市長がこの真摯なこういう議会に対して

議論をお願いするためには、それなりの礼儀とい

うのが私はあると思います。行政がわずか１日で

結論を出したようなあり方、またきょうの審議に

当たっては、忙しい職員を今でも配置されとると

思いますけれども、何を思ってか職員を配置し、

警察まで動員をした中で我々が審議されとるとい

う、そういうことはとても普通の審議状態でない

のは、皆さんも御存じだと思います。いわゆる意

見の異なる者を犯罪視するあり方であります。

では、なぜ警察をこの場に呼ばなければならな

いのでしょうか。私は……

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。ま

とめてください。

○２番（小山広明君） だから、私がなぜこう長々

と言っとるかということの理由を今言っとるんで

すよ。

〔市道浩高君「討論と違うやないか、それは」

と呼ぶ〕

○２番（小山広明君） ちょっとあれは不穏当な発

言ですよ、市道議員は。

○議長（薮野 勤君） 小山君、不規則発言には答

えなくてよろしい。

○２番（小山広明君） 不規則発言を注意するとい

うのが当たり前でね。

○議長（薮野 勤君） 静粛に。

○２番（小山広明君） それでいいんです。だから

そういうことで、市長も民主主義の議場ですから、

やはりちゃんと我々が安心して議論ができるよう

な、そういうことをするというのも、先ほど南議
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員も言いましたけども、やっぱり成田の轍を踏ま

ない、十分民主的に議論をするということが、結

果はどうなるかわかりませんけども、私はそれは

ぜひ一番大事なこととしてやっていただきたいと

思うわけであります。

そういうことで、関西新空港というのは数々の

問題を持っておりますし、先ほど言ったように、

まず約束違反だと市長が明確に言ったことについ

ては、まずそのことはけりをつけていただかない

と審議に入ることはできないような、そういう大

きい問題ですね。だから、市長もよく自分の言っ

た言葉については責任を持ってやってもらいたい

と思うんですね。

それから、先ほど言った、途中で議長から注意

が入りましたから、途中でちょっと終わったとこ

があるんですが、いわゆる議会の決議というのは、

本当に市長の権限がどれだけ強くても、議会の方

がはるかに大きな力を持っとるわけですね。だか

ら、そういう点では今回の財政危機の問題にして

も市のいろんな危機の問題にしても、すべてこれ

は議会にあると言っても過言じゃないと思うんで

すね。

そういう点では、議会が本当に機能することが

市民のためにもなりますし、私たちのこの議会と

いうのは本当に珍しく、いわゆる市長に対する批

判的な意見を持つ勢力が案外拮抗しとるというと

ころで、十分議論も保障されておると思います。

そういう点では、それを生かして市長は柔軟に、

そういう議会の声をやはり議会の声として真摯に

受けとめ、行政に生かしていただきたいと思うん

ですが、何か市長は意地になって、この議会から

何か居直って、答弁者が質問者に質問するという

ことは、普通は、僕はあってもいいと思うんです

が、今までの慣例では許されないと思うんですが、

市長はそういう点で議員に対して質疑を吹っかけ

るという、これは新しい試みかなと思うんですが、

そういうようにやはり挑戦的な態度が最近見えま

す。

しかし、それは誤ったやり方であって、やっぱ

り議会で示されたそういう結論については、市長

はやはり公的な場での意思決定ですから、自分の

意思が通らないからというて再び同じような議案



を出すとか、そういう対応ではなしに、やっぱり

議会というのは、我々は市民から選ばれて公の立

場でそこへ座っとるわけですから、そういう結果

については十分に対応していただきたいと思うわ

けですね。

しかし、市長にはそういうような態度は大変薄

く、国とか府には何か弱いような感じです。やは

り６万市民に選ばれた市長ですから、もう少し自

信を持って、国が間違っていることを明確にここ

で言ったわけですから、約束違反については運輸

大臣の首を取るぐらいのそういう迫力のある政治

行動をぜひしてもらいたいと思います。

先ほど裁判の例も言いましたけれども……

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。時

間も経過しておりますので、まとめてください。

議事進行で議長が裁量いたします。

○２番（小山広明君） 議事進行で、そんなやり方

ないでしょう。

だから、裁判の場でもあったのですが、例えば

陸上飛行の問題は、埋立同意の重要な要件だった

んですね。それを変更することは、公有水面埋立

法に抵触するわけなんですね。しかし、運輸省な

りあれはどうしたかといえば、開港後に陸上飛行

の変更を実行したと。だから、公有水面埋立法は

工事完成までだったら対象になるけれども、工事

完成後であればそれはもう関係ないんだ、こうい

うような言いわけをしとるわけなんですけども、

これは悪質な対応なんですね、市長。市長もよく

考えていただきたいんですが、海上飛行ではだめ

だということは、既に開港前からわかっておりま

す。これは市長も認めると思いますし、議員の皆

さんもそのことはわかっていらっしゃると思うん

ですが、しかし地元はそのとき反対をしました。

この議会でも陸上飛行絶対反対の決議まで上げま

したね。それで、運輸省は開港まではとりあえず

陸上は飛ばないと、そういうようなことを明言し

たわけであります。そのことをもって開港後に変

更だから、公有水面には抵触しないんだと、こう

いうようなことを居直っとるわけなんです。

これは、そういう変更しなければならない事実

が完成前にわかっておったんであれば、速やかに

公有水面法による申請をやらないといけないんで
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すね。そうすると、今我々が批判してるような問

題は起きずに、ある意味でスムーズに行っとった

んですよ。なぜかというと、新たなアセスの手続

をしなければなりません。そういうことでアセス

の手続をすれば、市民も法的に意見を言う権利が

あるわけなんですね。（巴里英一君「質疑、もう

終わってるじゃないか」と呼ぶ）質疑じゃないで

す。僕は討論しとるんだから。（巴里英一君「質

疑してるやないか」と呼ぶ）不規則発言やめさし

てくださいよ。

○議長（薮野 勤君） 静粛に。

○２番（小山広明君） だからそういうことで、い

わゆる完成前にそういうことがわかっておったわ

けでありますから、それは当然その申請をさせな

いといけませんし、大阪府も既に完成前にそうい

うアクションを受けとったわけでありますから、

公有水面の許可者としての横山ノック知事は、そ

の是正をさせないといけないわけなんです。これ

は公有水面埋立法にもきちっと明確に書いてある

わけです。（巴里英一君「そんなもん一々読まん

でもわかってるよ」と呼ぶ）わかってる方もいら

っしゃるし、わかってない方もいると思うんで。

そういうことで、この問題は明確に公有水面埋

立法の悪質な運用と言わざるを得ない。そういう

ことで向こうの答弁書の中にも、重大な瑕疵があ

れば、それは大阪府知事の陸上飛行は違法だとい

うものに対しては答えないといけないけども、悪

質ではないと言っております。

また、運輸省も運輸大臣が、どこを飛ぶかは運

輸大臣の専権的な権限だから、大阪府知事にはそ

んな権限はないんだと、そういうようなことで言

っとるわけでありますけれども、先ほど言ったよ

うに公有水面埋立法による同意条件が開港前から

わかっておったわけでありますから、それはやっ

てもらわなければなりません。

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。再

度の注意を申します。まとめてください。時間の

経過の議事進行に支障を来しております。

○２番（小山広明君） 何で支障 そういう不当

な議長の介入は大変困ります。私も市長の先ほど

出し方については問題があるけども、それは市長

の出し方として一応受け入れてやっとるわけであ



りますから、私の許された範囲での発言は、きち

っと保障していただきたいと思います。

そういうことで、市長におかれてもこのものを

出してくるに当たっては、これまでのあり方を十

分に検証していただくことが必要だと思います。

例えば、陸上飛行の問題が関空の２期の一番大

きな問題でありますけども、このことで大阪府の

専門家会議、これは市長も胸を張って言っておる

ことでありますけれども、専門家会議を置いてこ

れを検討さしたと、そういうようなことを言って

おるわけでありますけども、僕もこの専門家会議

をほとんど傍聴いたしました。そのときにこの専

門家会議の方がどう言ったかということでありま

すけれども、この方がいわゆる大阪府民のより静

かな生活をしたい、静かな土地に住みたいという、

そういう大阪府民の価値観があのときに陸上を飛

ばせないという約束をさしたんだと、そういうよ

うに学者が言っておるわけであります。だから、

今言われとるような環境基準を守ればいいんだと、

そういうようなことは全然論外なわけですね、あ

る意味からいえば。

そういうことで、この陸上飛行の問題について

は、そういう大阪府民のロマンといいますか、夢

といいますか、願い、そういうものが集約された

問題でありますし、単に騒音だけの問題ではなし

に、大気汚染の問題とか水質汚染の問題とか、そ

ういうような、やはりこれ以上の開発をやめよう

という象徴的な問題として、異例に先ほど言った

ような運輸大臣がどこを飛ばしてもいいんだとい

う前提の中で、運輸大臣の権限、責任において陸

上を飛ばないということを住民に約束したんです

よ。しかし、それを今度は自分の権限で決めたこ

とを自分の権限で破るという、こんなむちゃくち

ゃな権限の行使の仕方はないと思うんですね。

そういうことで、この陸上飛行の問題は単に騒

音だけの問題じゃない、これ以上の開発志向をや

めようという、そういうことの象徴として、異例

にもそういう飛行コースに制限を加えた。だから、

その制限の中で運用するというのであればそれは

１つの理屈でありますけれども、そういう制限も

取っ払って、もう関空をつくってきた経緯を全く

忘れ去って、どこの空港とも同じように運用して
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いくというあり方は、私は絶対問題でありますし、

泉州住民にその約束が破られたという深い傷は、

戦争の傷跡を何代も引き継いでいくように、私は

語り続けられていくだろうと思います。

その場合に、そのことを地元の市長として運輸

省に成りかわってそういう約束破りに手を貸した

向井通彦市長は、永久に残る悪名市長ということ

に私はなっていくだろうと思いますよ。それはや

っぱり運輸省が言っとるわけですから、自分とこ

からは陸上飛行を飛ばせなんて言ってないんだと、

地元の首長がうんと言うたからと。

〔傍聴席で発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） 静粛に。

○２番（小山広明君） そういうようなことを言っ

とるわけですから、そこまで言われて何で我々が

そういうようなことを、２期を認めなければなら

ないのかということなんですよね。

そういうように、市長が信頼をしてつくった学

者がそう言っとるんですよ。安藤さんという先生

が言われましたが、この騒音の問題は、母親のお

なかの中にある子供にこそ騒音の影響があって、

そういう騒音被害の中で生まれた子供は、体も統

計的に比べても小さくなるし、またいらいらする

し、いろんな障害が出るということを科学的なデ

ータで示しております。

だから、基準というのは一律にあるわけですけ

ども、市長と私も体力が違うように、また皆さん

とも違うように、基準というのはないわけですね。

だから、ある人にとっては何ともないという人で

も、ある人にとっては物すごく敏感に感じると。

感覚公害と言うようでありますけれども、騒音の

問題というのはそういう性質を持っている。

そうなってまいりますと、やはりより弱い立場

の人に気を配ってやらなければならない関西新空

港として、この陸上飛行というのは関空を建設す

る基本ですね。このことを失ってしまったら、関

空は糸の切れたたこみたいにどこへ行くかわから

ん。そういうことになっていくし、関空だけがど

こかへ行ってくれればいいんですけども、泉州の

この郷土といいますか、大地が失われていく。私

はそのように思います。

そういうことで、そういう問題性を持った関空



でありますから、私たちの２６人の議員がきょう

ここでノーと言えば、僕は世界の流れが変わると

思いますよ。だから、日本をどこから変えていく

かでありますけれども、この泉南の議会から戦後

進んできたこの時代の流れを転換するかぎを僕ら

は持っておるんではないでしょうか。それぐらい

の自負と自信を持って、この公有水面の埋め立て

の議論はやっていくべきであると思いますし、き

ょうそういう結論をすぐ出せと言ってもなかなか

出せないかもわかりません。

そういう点では、先ほど言ったような７月２６

日まで時間があるわけですから、市民討論集会な

んか開いて、この問題がどういう問題を持ってお

るか、そういうようなことを十分に議論していく

べきではないでしょうか。

市長は、反対する者は１人もないんだというよ

うなニュアンスの答弁をしておりますけども、泉

南は飛ばんから、貝塚を飛ぶからいいやないかと

いうことは言わないと思いますけどね。貝塚の二

色の浜の自治会、泉南市の職員の中にもそこに住

んでおる方がおられるようでありますけれども、

ここで６，７４９人というのが陸上飛行に反対署名

をしております。これは運輸大臣の藤井孝男さん

に送っておるわけですね。大阪府知事横山ノック

さんには、ちょっと少ないんですが、６，６２９人

の署名を送っております。また、貝塚市長には少

し少ないんですが、気を使ったんでしょうか、５，

８６５人の反対署名が届けられておるわけなんで

すね。これだけ多くの人が陸上飛行に反対してお

るというのに、こんなことを認めるということは

私は絶対許されない、そのように思います。

だから、この多数の方々の熱意のこもった要望

署名を、これは４月２７日に各提出先に持参しま

したというように報告をされております。

また、この関空の問題は、先ほどの質疑の中で

も議論いたしましたけども、１８メートルの沈下

というのは、これは恐ろしい状態であります。こ

れは初めに言ったように、１期のときに１８メー

トル沈下すると言われておったわけですね。その

ときに同じように示されたのが８メートルの１期

工事の沈下なんですけども、これが結果的には１

１．５メートルになったわけであります。
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しかし、その中身を見れば、沈下するであろう

としたやわらかい沖積層は下がらず 市長は下

がらないと言いましたが、下がっとるんですよ。

予測よりも下がらなかったという話であって、そ

して予測を大きく超えて洪積層が下がった。

なぜこの洪積層が下がったことが問題かといえ

ば、洪積層は５００メートルとも６００メートル

とも言われるんですね。これは改良してないんで

すよ。だから、今度のように５０メートル近くも

土を盛るとなれば、この影響というのは１期の比

じゃないんですね。そうなってくると、先ほど北

出議員も言われたように、温暖化の問題で５０年

したら三、四メートル海水が上がるという議論を

されておりました。彼はなかなかそのことには詳

しいわけですけども、そうなってくると現在の３．

５メートル海水から上ということは、当然それは

水の中に沈んでしまうわけですね。

〔南 良徳君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（薮野 勤君） 南君。

○１１番（南 良徳君） 先ほど議長から再三の注

意もありましたし、時間もかなり経過しておりま

すので、会議規則第６０条第２項により討論打ち

切り動議を提出いたします。

○２番（小山広明君） そんなこと通りませんよ。

〔「賛成」の声あり〕

○２番（小山広明君） 何が討論打ち切り……。泉

南市議会始まってそんなことないですよ。

○議長（薮野 勤君） ただいま南君から討論を終

結されたいとの動議が提出され、所定の賛成者が

ありますので、動議は成立いたしました。

○２番（小山広明君） ありますて、だれもやって

ないやないか。それは全然無効ですよ。

○議長（薮野 勤君） よって、本動議を直ちに議

題とし、起立により採決いたします。

○２番（小山広明君） 動議も何も成立してないや

ないか。それはおかしいやないか。

○議長（薮野 勤君） 小山君、自席に帰ってくだ

さい。

○２番（小山広明君） いや、それは認められない

ですよ。動議も何も成立してないじゃないですか。

〔「成立してる」の声あり〕

○２番（小山広明君） 何もとってない。僕はここで



見とるんだから。

〔「賛成多数や」の声あり〕

○議長（薮野 勤君） お諮りいたします。小山君、

自席に帰ってください。

○２番（小山広明君） 討論をとめるなんていうこ

とは、泉南市の議会でないですよ、そんなもん。

○議長（薮野 勤君） 自席に帰ってください。

○２番（小山広明君） そんなんおかしいですよ。

それやったら市長の出し方かて問題にしなさいよ。

○議長（薮野 勤君） 小山君、申し上げます。自

席に帰ってください。

○２番（小山広明君） 市長かて我々に警察を入れ

たり職員を配置して威圧して、何が民主的な運営

ですか。

○議長（薮野 勤君） 着席をしてください。

○２番（小山広明君） 我々にも紳士的な運営をす

るためには、市長かてきちっとしたことをやって

もらわないと困りますよ。市長の方に注意せんと

僕だけに注意するて。僕は正式に討論しとるんで

すから。市長のやったことは犯罪的じゃないです

か。それはおかしいですよ。

○議長（薮野 勤君） 小山君、議長が裁量してお

ります。自席に帰ってください。

○２番（小山広明君） いや、それは市長にも公平

な運営してもらわなかったら僕は下がりませんよ。

○議長（薮野 勤君） お諮りいたします。本動議

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○２番（小山広明君） 皆さん聞いてください。市

長のやったことについて、我々は批判したり意見

を言っとるんですよ。そのことに対して何も市長

に注意をせずに……

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て、討論を終結されたいとの動議は可決されまし

た。

○２番（小山広明君） そんなんおかしいですよ。

一方的に市長のやることを全然批判せずに議員の

やることに批判してるということは、おかしいで

すよ。

○議長（薮野 勤君） 以上で討論を終結いたしま

す。
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○２番（小山広明君） 何が討論終結するんですか。

討論を終結するなんていう権限はあらへん。

〔巴里英一君「あるよ」と呼ぶ〕

○２番（小山広明君） だから、それは公平に市長

のやり方もちゃんと批判してください。反対討論

をとめるということはあり得ないわけですから。

○議長（薮野 勤君） 小山君、席に帰ってくださ

い。

○２番（小山広明君） 民主的なアメリカの国でも、

討論をとめるということはあり得ないんですよ。

○議長（薮野 勤君） 小山君、注意をいたします。

席に帰って座ってください。

○２番（小山広明君） いや、不当なそういう指揮

は、僕は受けられませんよ。討論を打ち切るなん

ていうことはあり得ないでしょう、そんなもん。

〔「尋常じゃないからだ」の声あり〕

○２番（小山広明君） じゃ、市長の尋常じゃない

こともちゃんと批判してください。市長かてこの

提案をするに当たっては尋常じゃないんですよ。

〔発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） 小山君に申し上げます。自

席に帰ってください。議事進行いたします。小山

君、自席に帰ってください。

○２番（小山広明君） だからもう少し、大事なこ

ういう議案で、７月１６日までに回答いただきた

いというように言われてるにもかかわらず、なぜ

急いでこんなことをやらないといけないんですか。

僕も議員になって長くなるけども、討論を打ち切

ったことはないですよ。私もこれを長くやるとい

うのは、それだけの思いを込めてやっとるわけで

すからね。だから、市長もこういう大事な議案を

出すときには、きちっとやっぱり我々が安心して

議論できる状況をつくってくれるべきであって…

…

○議長（薮野 勤君） 小山君、再三の注意にわた

りますが、小山君、自席に帰ってください。

○２番（小山広明君） 議長はそういうことについ

てもきちっとやっぱり意見を言うべきですよ、対

等に。

○議長（薮野 勤君） やっております。

○２番（小山広明君） いや、市長に対しては一切

言うてないでしょう。もうちょっと議案の出し方



というのがあるじゃないですか。

〔傍聴席より発言する者あり〕

○議長（薮野 勤君） 静粛に。

〔小山広明君自席に戻り着席〕

○議長（薮野 勤君） これより議案第３９号を採

決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（薮野 勤君） 起立多数であります。よっ

て議案第３９号は、原案どおり可とすることに決

しました。

暫時休憩いたします。

午後９時３１分 休憩

午前０時 会期切れによる自然閉会

（了）

署 名 議 員

大阪府泉南市議会議長 薮 野 勤

大阪府泉南市議会議員 嶋 本 五 男

大阪府泉南市議会議員 井 原 正太郎
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